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　表紙の写真は、鶴岡八幡宮の源氏池の蓮を写したものです。例年7月中

旬～8月上旬が最盛期ですが、初夏の様子です。早朝に咲く蓮の花を今は

まだ見ることができませんが、夏には花を咲かせていることでしょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　写真と文　井上恭宏（特別研究員）
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　最近、気になる言葉がある。「実装」である。次
期学習指導要領に向けた「論点整理」でも「『主体
的・対話的で深い学び』の実装」が方向性のひと
つとして打ち出され、以前では、実践という言葉
が使われていた領域の周辺で使われ始めているよ
うだ。

　理論と実践の往還ということが話題となったと
き、実践の「践」という言葉についてなぜ「足へ
ん」なのか？という疑問をもち、白川静の『字通』
で調べると、「践」とは「足あとの連続することを
いう」とあり、理論と実践の往還の「足あと」とい
うような説明で妙に納得したことがある。ちなみ
に、「実装」の「装」とは『字通』では「外にまとう
意」であり、「衣裳や装飾として上に加えるものを
いう」とある。
　「実装」という言葉を辞典で調べてみると、「装
置や機器の構成要素となるものを、すぐにも使え
るように組み込むこと」と説明があり、例とし
て、「三七ミリ砲を実装した爆撃機」、「基盤にIC
を実装する」などが挙げられている（『岩波国語辞
典第８版』2024）。
　あるいは、「①装置などを構成する部品を、実
際に取り付けること。②コンピューターのハード
ウェアやソフトウェアに新たな機能を組み込むこ
と。インプリメント。インプリメンテーション。」
という説明もある（『大辞林第二版』2012）。工学
系あるいはテクノロジー系で使われてきた経緯が
あるようだが、すぐに使えるように組み込むと
か、部品をとりつけるという意味合いは、教育や
学習とか、学校組織についてそれらの複雑さとつ
き合ってきた実践者としては少し違和感がある。

　この言葉が積極的に使われるようになってきた
背景は最近のテクノロジーの進歩を反映している
のだろう。しかし、ここでは、別の文脈から、こ

の言葉を吟味してみたい。

　日本に限らず「先進国」の最近の学校の組織文
化には新しい兆候がある。それを示す「遂行性
performativity」という言葉があるが、その基本的
な意味は、学校や教師に「遂行する」こと、つま
り、「成果」が明確に特定された範囲で達成を産み
出すことを要求することである。これらを当然視
する「遂行性の文化」が学校組織では形成されつ
つあることは「学校評価」などでも明らかである。

「論点整理」では、「わかりやすく使いやすい学習
指導要領」と「実装」がセットになって打ち出され
ているが、これは遂行のしやすさと遂行の責任を
問うことが直結した仕組みであるかもしれない。
実際に、こうした文化をもつ組織は、新しい監
視、標準化、目標設定などに関するテクノロジー
の開発に向かい、監視の蔓延と教師の仕事のモニ
ター（監視）の促進に向かう傾向があるようだ１）。

　さらに、監査の文化の浸透という話がある。監
査とはもともとは会計や金融の領域で用いられて
きた概念であるのだが、「遂行性の文化」が教育の
領域にも広がるにつれ、それとともに「監査の文
化」が静かに浸透し、学校組織の人々が自己統治
的に監査の文化の浸透に貢献する動きがあるとい
う指摘もある２）。

　このような「遂行性の文化」、「監査の文化」の
文脈で、「実装」という言葉は、実際に組み込んで
いるか、あるいは、取り付けているのか、という
見極めとか、問いかけがしやすく、役割とか担当
の仕事について、責任をもってやっているのか、
という枠組みと極めて相性がいい。その意味で、
監査の文化の入口に最適であるようにも思える。

「実装」という言葉が現在の文脈で用いられると
き、一定のリスクがあることは認識するべきだろ

―「実装」という言葉が使われる文脈 ―

巻 頭 言

学校組織における「縦の関係」と「横の関係」

中　田　正　敏
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う。

　ところで、「遂行性の文化」にしても、「監査の
文化」にしても、前提となっているのは、「縦の関
係」である。組織論としては、上からの指示命令
と役割分担を特徴とする官僚制システムの作動で
ある。学校組織はこれが一定程度の作動はしてい
るのだが、それだけでは回らない局面がかなりあ
る３）。

　学校は垂直的な構造で、階層的に組織化されて
いて、水平的な関係性はかなり制限されたものに
なっているという現状は多くの国の共通点であ
る。しかし、さまざまな局面に柔軟に対応できる
効果的な組織を開発し、新しい政策に対してより
効果的に対処しようとすれば、教師が新しい政策
に対話的に取り組み、それを理解したうえで、そ
れとは一定の距離を置いた新しい文化を形成する
ことも必要となる。

　このことについてスコットランドのふたつの中
等学校を比較した研究がある４）。
　Ｈ中等学校では、関係性は概ね階層的・垂直的
であったのだが、Ｌ中等学校では、そのような関
係性もあるにはあったのだが、強い水平的な結び
つきによってかなり補完されており、そのような
結びつきが、学校内の同僚的文化や協働の文化を
促進していた。
　Ｈ中等学校では、関係性は一方向的なやりとり
が優勢であり、話をしてよかったというような互
恵性はあまり見出されない。この学校ではコミュ
ニケーションの回路は、生成的な対話の文化とい
うよりも、むしろ、決められた役割分担の遂行と
いう個別分散的な文化を奨励していて、関係性に
ついては一方向的（非対称的）であるように見える
ことが多い。
　Ｌ中等学校では、相互的な対称性のある関係性
により生成された協働の文化が今度はインフォー
マルな教師同士の関係があちこちで展開すること
を可能にしていた。

　「縦の関係」のみではうまく対応できない局面が
あり、そこで「横の関係」が柔軟に組み込まれるこ
とができないと、「遂行性の文化」、「監査の文化」

が全面展開するかたちで学校組織は行き詰り状態
になる。これを乗り越えられる学校組織は、「緩く
結びついている」のであり、一定の自由度のある
動きを実践者に与えているという議論５）がある。
そのような組織は厳しい規制に縛られるのではな
く、組織活動における日常的な行動の中で発揮さ
れる共通の価値観に注意を払うことによって一定
の拘束があるだけなのである６）。

　自分はこれが大事であると思っているとして
も、あえて答えを保留し、あらかじめの答えをも
たないかたちで相互に、いわば形成的に働きかけ
る中で共通の価値が形成される。水平的な関係性
に基づく対称的なコミュニケーション空間の中で
生まれる共通の価値や知識を起点とする実践があ
る。
　「実装」という言葉は、既存の何かを既存の何か
に装着するイメージがあるが、そのようにはいか
ない局面が多い現場では、時として柔軟に「横の
関係」が作動する仕掛けを構想し、「遂行性の文
化」や「監査の文化」に嵌りこむ前に、「横の関係」
を軸とした実践の足跡を残し、それらを、「横の関
係」がもたらす横並びの発想に陥るリスクも含め
て省察７）する中で、これからの実践を構築する必
要がある。

（なかた　まさとし　研究所代表）

学校組織における「縦の関係」と「横の関係」　―「実装」という言葉が使われる文脈 ―
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　2025年９月25日、中央教育審議会の特別
部会は、次期学習指導要領についての「論点整
理」を公開した。この「論点整理」で次期指導
要領の方針が示され、2026年８月頃にはほぼ
結論が出る。「論点整理」では３つの方向性が
示された。
　①「主体的・対話的で深い学び」の実装、②
多様性の包摂、③実現可能性の確保の３つであ
る。
　次期指導要領は、現行路線を継承していく。
現行要領を現場が生かし切れていないからとい
うことらしい。現行要領を現場がどう受け止め
てきたのか。そして、次期要領での取り組みに
いかにつなげていくのか。
　今回の教育討論会では、これまでの現場の実
践知と３つの方向性を踏まえつつ、指導要領を
自分事として捉えていくために、意見交換、討
論を行った。討論会に参加いただいた２人の方
から、感想をお寄せいただいている。なお、以
下の討論会の記録（概要）は研究所の責任でま
とめたものである。

■はじめに
生田　9月25日に、中央教育審議会教育課程企
画特別部会から「論点整理」が示されました。
小学校は2030年から全面実施、中学校は2031
年、高校は2032年から年次進行で実施していく
スケジュールです。「論点整理」が示されると、
来年には「審議まとめ」、また「答申」が示され

ます。「論点整理」では、「生涯にわたって主体
的に学び続け、多様な他者と協働しながら、自
らの人生を舵取りをすることができる、民主的
で持続可能な社会の創り手」の育成が目標とさ
れ、「多様な子どもたちの深い学びを確かなも
のにする」といった考え方が示されています。
その考え方を実現していくために３つの方向性
が示されました。「『主体的・対話的で深い学
び』の実装」「多様性の包摂」「実現可能性の確
保」の３つです。「深い学びを確かなものに」と
いう部分が「『主体的・対話的で深い学び』の実
装」として、また「多様な子どもたちの」とい
う部分が「多様性の包摂」として示されていま
す。
　１つ目の「『主体的・対話的で深い学び』の実
装（Excellence：卓越性）」は、現行の学習指導
要領の方向性が踏襲され、現場では理解されて
いない不徹底な部分について、実装と表現して
いると理解しています。高校現場については、
指導と評価の一体化、カリキュラムマネジメン
ト、総合的な探究の時間、各教科の中核概念の
獲得、縦と横との知識の関係などが具体的に示
されています。
　２つ目の「多様性の包摂（Equity：公平性）」
では、「一人一人の意欲が高まり、可能性が開
花し、個性が輝く教育の実現」を目標として、

「第一の方向性と両立させることが不可欠な第
二の方向性」として示されています。単位制度
の柔軟化や不登校生徒への対応、またそれらを

次期学習指導要領と私たち
特集 ２０25年教育討論会

― 現場のリアルにどう生かせるのか ―

話　者：渡部裕哉さん（県立新羽高校教員）
　　　　中山拓憲さん（県立大和高校教頭）
　　　　澤田　稔さん（上智大学総合人間科学部教授）
コーディネーター：生田幸士さん（県立藤沢清流高校教員　教育研究所員）

日　　時：2025年11月15日（土）14:00開始　17:00終了
開催方法：神奈川県高等学校教育会館と
　　　　　　　　　　　オンラインによるハイブリッド開催
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可能としていくデジタル学習基盤の整備など、
教育課程全体を包摂的な仕組みに変えていくた
めの具体化を図る、という方向性が示されてい
ます。
　そして３つ目として、上記２つの方向性
を実現可能とするための「実現可能性の確保

（Feasibility：実現・持続可能性）」が示されま
す。この部分は、子どもたちにおいては「デジ
タル学習基盤の整備」、教員にとっては「総合
的な勤務環境整備の促進等」という形で対応し
ています。
　これら３つの方向性を踏まえ、現場サイドで
改訂の方向性をどのように理解し、課題点や問
題点を含めてどのように向き合っていくのか。
３つの方向性を実現するために、国レベル、県
教委レベル、学校レベルで、何をどのように検
討していくことになるのか。そのような視点で
意見交換、討論をしていきます。
　本日は、まず上智大学の澤田さんから学習指
導要領の改定をどう理解して私たちが取り組ん
でいけばいいのか、全体の方向性をお話しいた
だきます。その後に渡部さん、中山さん、澤田
さんの順番で、「『主体的・対話
的で深い学び』の実装」、「多様
性の包摂」、「実現可能性の確
保」について、それぞれお考え
をお話しいただく形で進めてい
きます。

■「パブコメは、やったらでかい」
澤田　今回の教育討論会には、「次期学習指導
要領と私たち」「現場のリアル」というキーワー
ドがあります。これを引き受けて、現場の声を
どう改訂論議に届けるかという問題意識を共有
するために、「学習指導要領次期改訂論議に現
場の声を届けるために」というタイトルで話題
提供をさせていただきます。
　改訂のスケジュールに関しては、2025年9月
で「論点整理」が終わり、1年後にはおそらく

「審議のまとめ」が出ます。そして2026年12月、
あるいは2027年1月には「答申」が出る見通しで
す。ただし、確定情報ではありません。現場の
声を政策に反映させる、届けるとなると、この

「審議のまとめ」「答申」のタイミングの後に行
われるパブコメ＝意見募集の機会を逃すわけに

はいきません。1年後までには我々の意見を整
理しておいた方がいいということです。ゆっく
りというわけにはいきません。
　ここでみなさんと共有したいのは、「パブコ
メって、やったら結構でかいよ」という話で
す。たとえば、聖徳太子についてです。歴史学
的には「厩戸王（うまやどのおう）」は実在して
いたわけですが、「聖徳太子」の名は後からつ
けられたものです。したがって、歴史上の人物
としての聖徳太子はいなかった。これに合わせ
て教科書を変える方向で2017年学習指導要領

（案）が提案されました。それに対して、聖徳
太子が大好きな、いわゆる政治的右派といわれ
る人たちが、組織的にパブコメを送りました。
パブコメで学習指導要領（案）の内容から修正
されることはほぼありませんが、数が多かった
ため、結果としてひっくり返りました。その一
方で、多様性を重視するリベラル派が、保健体
育についての記述が異性愛主義であり、性的マ
イノリティーを考えていないとパブコメに書き
ましたが、だめでした。組織票にならないから
です。パブコメは数が集まると文科省も無視で
きなくなりますが、それほどでもない場合は「意
見として受け止める」で終わってしまいます。
性的マイノリティーに関しては、ＬＧＢＴ理解
増進法が成立したので、そのままというわけに
はいかないはずです。それでもやはり声を届け
ないと、変えるべきところが変わっていきませ
ん。現場での議論や会話が、「私たち」「現場
のリアル」と政策とを結びつけるために重要に
なってきます。
　それでは、学習指導要領改訂に向けて「論点
整理」のどこに注目すべきなのか。
　まず、総論的なところです。「深い学びの実
装」「多様性の包摂」「実現可能性の確保」の３
つの柱のうち、今回注目すべきなのは、「多様
性の包摂」という言葉が明確に入ったというこ
とです。不登校の生徒は35万人を超え、特殊事
例などといってはいられません。もちろん、特
別支援、外国ルーツの子どもたちについても考
えていくということです。不登校問題が、学校
の外の問題ではなく、学校の中が問い直されて
いるという認識が共有されつつあります。これ
が、「多様性の包摂」という言葉を書き込まざ
るを得なかった背景としてあります。
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　もう一つ注目しているのは、学習指導要領の
諮問文に初めて「教員負担への配慮」が明確に
書き込まれたことです。「主体的・対話的な深
い学び」「後期近代型、21世紀型の教育」は、
多様な子どもの反応に合わせていくことや評価
も含めてとてもコストがかかります。理念を掲
げるのはよいけれど、現場には、そんなことが
できるだけの体力はない。それが「現場のリア
ル」だとすると、やはり文科省も無視はできま
せん。そこで、３つ目の柱である「実現可能性
の確保」が出てきます。「Feasibility：フィー
ジビリティ」は「feasible：フィージブル」とい
う形容詞の名詞形で、この形容詞は「実現可能
な」と訳されますが、「机上の空論に終わらせ
るわけにはいかないよね」というニュアンスが
含まれる英語です。理念としての「多様性の包
摂」もいいし、「深い学びの実装」も分かる。け
れど、それを具体化する物理的諸条件は整って
いるのか、サポートする体制はあるのか。それ
がこの「実現可能性の確保」という言葉になっ
てきます。多忙化問題を考えるときには、我々
はこの３つ目の柱も大事にしていかなければい
けません。そして、これら３つの柱に関して、
現場の事情を踏まえつつ、パブコメに向けて、
どんな声を届けるべきなのかという議論に結び
つけていけたらと思います。
　今年（ 2025年）、日本教育学会の公開シンポ
ジウムで、教育課程企画特別部会の貞広斎子
座長が、「論点整理の後にパブリックコメント
がある」と間違った発言をしてしまいました。
本当は、「審議のまとめ」の後にパブリックコ
メントがあるのですが、貞広さんが「パブリッ
クコメントは重要で、手遅れになってはいけな
い」といった思いで間違って発言してしまわれ
たわけです。「論点整理の後にパブコメをやっ
てくれ」「審議のまとめの後では遅い」という
趣旨のことを、上記部会の中心
を担っている方が考えていると
いうことも踏まえると、今後、
パブコメの内容を詰めていくこ
とが大事だということになるで
しょう。

■①「深い学び」の実装
生田　「『主体的・対話的で深い学び』の実装」

の部分について、現場はどう受け止めているの
でしょうか。「論点整理」では、「主体的・対話
的で深い学び」は、現場ではまだ十分に理解さ
れていない、あるいは実現できていない部分も
あるという話になっています。他方、現場サイ
ドからは「ある程度できている」という声もあ
ります。現場の実態をお聞かせください。
渡部　現行の学習指導要領の中でどのような授
業が行われているか、どういう話題が職員室の
中であるかといった現場の話をさせていただき
ます。現任校に異動して７年目になります。職
員室で先生たちが授業のことを話題にする機会
が多く、授業をよりよくしていきたいという気
持ちをもっています。学習面や家庭で課題を抱
えている生徒が多い学校なので、学習に参加さ
せることが難しく、しっかりと学ばせることが
できないということもあります。そうした環境
だからこそ、教員たちが授業について日常的に
話し合うようになるのだと思います。ただし、
課題もあります。いちばんの問題意識は生徒を
授業に参加させて、主体性を引き出し、対話的
な環境をどう作るかというところにあります。
その結果として「深い学び」の部分に関しては
どうなっているのか。参加させることを重視し
て楽しい授業をめざす一方で、これまでの知識
項目の目的や価値が充分に問われなくなってし
まう。これは、「多様性の包摂」と関わる課題
だとも感じています。
　大学入試の改革が進む一方で、高校では依然
として知識を網羅的に伝達していく授業がむし
ろ評価されたり求められたりする状況があると
一部の進学校の先生から聞いたことがありま
す。そういう学校に赴任した若手の先生が、理
想とする授業をどうやっていけばいいのかジレ
ンマを感じているという話でも
あります。意欲のある教師ほど
息苦しさを感じたり、自分の持
ち味が出しづらくストレスを感
じていたりすることもあるのか
もしれません。
中山　管理職になって、授業を観に行く機会が
増えました。先生方が努力されていることが分
かります。ペアワーク、グループ学習が行わ
れ、タブレットも当たり前、10年前とはまった
く違う授業が行われています。体育の授業も、
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一人ひとりにテーマを決めさせて生徒が活動的
に動いています。その一方で、組織的に生徒を
主体的にしていくということができていないか
もしれません。生徒が主体的に動いている授業
もあれば、そうでない授業もあります。「深い
学びをしているなぁ」と思う授業もあれば、「動
いているけどそうでもないなぁ」という授業も
あります。深い学びがあっても、振り返りで話
を聞くと、結果としてたまたまそうなっている
授業もあったりします。意図的に「主体的・対
話的で深い学び」が作られているわけでもない
し、それが先生方のネットワークで連携されて
いるわけでもないといった状況があります。ス
トレスチェックや働き方改革のアンケートをみ
ても、とにかく仕事が多い。連携して一緒に授
業を作ったりする時間もない。ＯＪＴについて
も、ベテランの先生が若い先生にアドバイスし
てくれていますが、全体には広がっていない。
　そもそも「主体性ってなんだろう」というと
ころが共有されているのかどうか。教員がやっ
てほしいことの先を読んでやっていくことが主
体性なのか、本人がやりたいことをやるのが主
体性なのか、あるいは未来のことを考えて自分
のキャリアと結びつけて目標を決めてやってい
くのが主体性なのか。これが共有できていない
感じです。総合的な探究の時間の研究指定校と
しても頑張っていますが、生徒も先生たちも、

「ぱっとしないし、楽しくない」といいます。
いつまでに課題を作る、いつまでに仮説を立て
るといった「こなす探究」になっていているか
らなのかもしれません。
　「実装」のために、何が必要なのでしょうか。
まず、教員自身が主体的で対話的で深い学びを
して、ワクワクしている姿をみせること。その
上で、先生たち同士が「主体的で対話的で深い
学び」について話し合い、一緒に考え、時間や
空間を共有していくこと。そして、生徒が自分
でやりたいことを本気で考えたら教員の能力な
んてたやすく超えていくということを覚悟して
おくこと。この３つを挙げておきます。授業の
中で主体性をもとめる学校が、
生徒指導や行事になると急に
トップダウンになったりするこ
とがあります。生徒に対する主
体性を学校全体に入れていく。

それも覚悟のひとつだと思います。
澤田　学習指導要領を考えるとき、区別した方
がいい水準があります。学習指導要領に何が書
いてあるのかということと、自分たちの実践を
豊かにしていくこととの間には、ある種の矛盾
があるので。どういうことでしょうか？
　学習指導要領には法的拘束性があるとされま
すが、学習指導要領「解説」に法的拘束性があ
るという通説はありません。学校の先生で学習
指導要領を一生懸命読んでいる人はあまりいま
せんが、学習指導要領「解説」に忠実に準拠し
て編集されていると言ってよい検定教科書は、
読みますし、使います。ここに矛盾があるわけ
です。忙しいみなさんの授業を歪めている原因
は、学習指導要領にあるのか、それとも検定教
科書にあるのか。
　教科書会社は、目を皿のようにして「解説」
を読みます。「解説」を忠実に守った方が検定
を通りやすいからです。だから、法的拘束力が
ない学習指導要領「解説」の細かいところまで
全部教科書に入れ込みます。そして、入試など
のニーズも入れてくる。教科書は学習指導要領
の理念で膨らみ、受験事情も入れ込んでくるの
で、ものすごいことになる。
　教科書を全部終わらせることが、法的に求め
られているのではありません。学習指導要領の
内容がカバーできればいいわけです。学習指導
要領と教科書とを付き合わせてみると、「学習
指導要領はここまで書いてないから、この教科
書単元は必ずしもやる必要ないよね」といった
対応ができる。でも、忙しいし、そこまで学習
指導要領を読み込めないし、教科書との比較検
討もできない。　　
　それで、私たちが豊かな実践ができないの
は、その余裕を許さない学習指導要領の責任
だ、と我々がいうと、文科省は「学習指導要領
にはそんなことは書いてありません。現場での
教科書の使い方に問題があるのでは」と反駁で
きる余地が生じるのです。
　ただし、その現状について文科省も知っては
います。それならば、文科省に対して、教科書
の作り方、教科書の使い方に関して現場にメッ
セージを出せ、保護者の理解が得られるような
メッセージを発してくれと我々が言うことはで
きるかもしれない。だから、学習指導要領――
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同解説――検定教科書という異なる水準がある
ことを踏まえる必要があるわけです。
　それから、各自治体の教育委員会という水準
の問題もあります。「Society5.0」は、もともと
内閣府の言葉で、文科省の言葉ではありませ
ん。このあやふやな概念を教育委員会が増幅す
るように使ったりしています。あるいは、学習
指導要領の「解説」に「…することが考えられ
る」と書いてあるにすぎない場合があって、…
はやってもやらなくてもいいという意味なので
すが、教育委員会は、それをすべての学校にや
らせようとすることがほとんどです（その典型
が小中学校の道徳科における「別葉」です）。こ
ういう諸点は、学習指導要領や文科省を批判し
てもどうしようもない。教育委員会に対して何
かを要求するのか、現場で判断すべきことなの
か、このあたりの水準の違いも区別していく必
要があるわけです。
　渡部さんの話に関連させて言えば、たしかに、
学習指導要領自体に多くのことが書き込まれ過
ぎで、もはや大綱的なものでなくなっていると
指摘されています。それで、文科省は、今の流
れでいくと、「大綱性」を担保するために修正
してくると思いますが、「解説」の記述密度は
変わらないか、それ以上になるかもしれない。
そうなると、教科書はこれまでと一緒、あるい
はさらに複雑になる可能性がある。この問題を
どう捉えていくのかが大事になってきます。
　中山さんの話について言えば、「主体性とは
何か」という点について応答させていただきま
す。いちばん大事なのは、それぞれの学校現場
で「主体性とは何か」という問いを語り合えて
いるかどうか、ということです。「文科省はな
んて言ってる？」「学習指導要領にどう書いて
ある？」「じゃあ主体性ってこういうことだよ
ね」という話の仕方はやめて、自分たちが「子
どもが主体的だってどういうことなんだろう。
うちの学校ではどういうふうに育って欲しいん
だろう」と考えて、そのときに文科省の言葉を
ヒントにすることができる、ということです。
　教育委員会の講習とかだと、「主体的な学び
は、ここにこう書いてあります」「こうしてく
ださい」「これができないと主体的・対話的で
深い学びにはなりません」といった勢いで、学
習指導要領解説や指導書を持って来てやるわけ

です。こうなると、それに従うしかないのか、
とだんだん元気がなくなっていきます。
　「主体性とは何か」なんて文科省自身にも答
えがあるわけではありません。もちろん、一定
の指標となる観点が学習指導要領や解説、ある
いは、その他の指導資料で示されることはある
わけですが、文科省のトップも、おそらく「そ
うです。主体性とは何かという点に関して、先
生方ご自身に考えていただきたいんです」と言
うでしょう。ところが、「解説」に準拠した検
定教科書で、現場がガチガチになっている。
　また、「主体性のパラドクス」という考え方
にも注目しておきたいと思います。それは、「主
体的であれ」という命令に従う子どもは主体的
なのか、というパラドクスです。それでは、主
体的だとは言えないかもしれない。しかし、
我々は子ども・若者を導くという役割を果たさ
ざるを得ない。その意味で、パターナリズムを
避けられない。だから、ある種のパターナリズ
ムの中で、子ども・若者が主体的になるように
していかなければならないという矛盾を抱えま
す。
　こういう矛盾から逃れられないのが教育であ
るとすれば、「ああでもない、こうでもない」
と悩みながらしゃべっている現場がいちばん健
全だということになります。すっきりとした答
えが学習指導要領にあるかのように話す教育委
員会の人は信用しない方がいいでしょう。自分
の頭で考えていくという意味で、中山先生の職
場は悩みながら、どうしようと考えている。そ
の点でとてもいい現場だと思います。

■②「多様性の包摂」
生田　それでは、２つ目の柱、「多様性の包
摂」へと論点を移します。３人の話者の方に、
チャットでの質問が入っています。

「多様性の包摂とありますが、日本でも排外主
義的な動きがみられます。外国につながる生徒
たちが不安を抱えないで学校に通えるように、
審議会などで言及されているのでしょうか」「主
体的で対話的で深い学びの有効なモチーフとし
て開発教育や国際理解教育などの多文化共生の
視点は継続し得るのか、多様性の包摂はそれを
保障する視野を持っているのか」。この２つで
す。
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渡部　私の学校では、学力的に幅がある生徒が
いろいろな地域から通って来ています。現行の
指導要領は将来の社会を想定してコミュニケー
ションの力を大事にしていますが、その場にい
ること自体が困難、という生徒も出てきます。
席替え1つとっても一大事ですし、人間関係も
流動的に移り変わって、ちょっとしたきっかけ
で教室に入れなくなってしまうこともありま
す。10年先を想定した特定の力を、画一的につ
けさせていくことに違和感もあります。もう少
しスモールステップでいいんじゃないか、選択
肢があってもいいんじゃないか、という感じで
す。
　また現場の教師にカリキュラムの下請け意識
が強過ぎると、教科書に書かれている歴史観を
そのまま伝える形になってしまいます。たとえ
ば、奴隷制を扱った時にアフリカルーツの子ど
もが普通に教室の中にいる。教科書には人種と
いうものを本質的に客観的な実態として扱うよ
うな記述があります。その問題にも踏み込ん
で、人種という概念が歴史的にどう構築されて
きたかというところをこそ扱うべきなのに、教
科書に沿って普通に授業をしていたら、その発
想には至りません。あるいは、韓国・中国ルー
ツ、アジアのいろいろな国のルーツの人がいる
中で、第二次大戦を扱うとき、様々な事象を教
科書の視点で扱うというところだけで終わる。
そのことについて「どうなんだろう」という感
じがあります。教師が実態に合わせて考える場
面を主体的に作っていくのも大事なのかなと感
じています。
中山　自分の高校時代と比べて、学校は生徒の
権利を考えるようにはなってきていると思いま
す。外国にルーツをもつ子、不登校の子がいた
際、それに対する手立てを取るようになってい
ます。教員についていえば、産休とか育休とか
療休とかで休む先生がいても、先生方が助けて
くれる現状があります。とはいえ、やはり学校
は、生徒の多様性が前提になっていないような
気がしています。普通というものがあって、多
くの子はその普通に合わせて、そこから外れる
子がいたら対応していくという現状が続いてい
るようです。「この子が悪いわけじゃないけど、
しょうがない」「社会に出てからも困る可能性
があるから、申し訳ないけど」といった感じで

す。でもそれは「お前は差別される存在だから
差別されることに慣れなさい」といっているよ
うに聞こえます。負担のない範囲での多様性は
受け入れられるけど、誰かに何か負担があると
きにどこまで受け入れられているのかなという
悩みがあります。
　不登校の研究の進展が早くて、５年前の常識
が今は常識ではなかったりします。短時間でも
受けられるような研修などがあるといいのかな
と考えています。
澤田　ケアや支援を分厚くすべきだという考え
方が出てきたのはいいものの、ケアや支援の対
象になる子どもと、そうでない子どもとの間に
出てくる差の問題をどう捉えればいいのか。コ
ストを考えなければ、特別支援教育の、インク
ルーシブ教育のいちばんのポイントは全員を特
別扱いするということです。全員がスペシャ
ルニーズを持つという感覚です。だからこの
子だけ特別扱いするんじゃなくて、「あなた、
なにに困っているの？」「あなた、どうしたい
の？」と対話する。合理的配慮のもとの言葉の
リーズナブル・アコモデーション（Reasonable 
accommodation）＝「リーゾナブルな調整」の
原則は、当事者との「対話」です。それがない
と相手のニーズを読み取れない。したがって、
この子だけ特別扱い、ではなく、全員をどう特
別扱いできるかということが我々に突きつけら
れている問いなのです。でも、「そんな余裕は
ない」というのが今の現場です。そこでやはり
優先順位が発生してきて、ジレンマも生じる。
そのために、いろいろな面で悩みが出てきます。
　外国ルーツの子どもたちに関して言えば、排
外主義的な政治家が出てきて気になっていま
す。文科省は、従来、外国ルーツの子どもたち
に対して母語・母文化を保障する、生かすとい
う方向を十分に強調せずにきました。
　ただ、最近注目して良い動向として、いわゆ
る「令和の日本型学校教育」答申（ 2021年1月26
日）には、「外国人児童生徒等のアイデンティ
ティの確立や日本語の習得のためには，母語や
母文化の習得が重要である」という文言が入っ
たという事情があります。そして、これを受け
て文科省による委託研究で「ことばの発達と習
得のものさし」という、母語の力を生かす方向
での日本語教育の重要性を示した小島祥美さん
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（東京外国語大学准教授）の調査があります。
小島さんは、かつて岐阜県の可児市での実地調
査で、市内の外国ルーツの子どもたち4000人ほ
どの全世帯を訪問し、学校での困り感などの聞
き取りをしています。こういう研究者に、文科
省が研究を委託するぐらいのところにまでは来
ています。
　それでも日本人中心の同化主義的なところは
残っていて、しかも排外主義が出て来るとなる
と将来が心配になります。今の中教審の教育課
程部会には「日本人ファースト」的なタイプの
人はいません。出てくるとすると与党の会議
体、今の教育未来創造会議（かつての教育再生
実行会議）あたりでしょうか。あそこが活性化
すると怖いですね。石破首相以降の政権は、そ
れほど教育に熱心ではないのですが、いつどう
いう動きになるのかは分かりません。
　もしかすると、今までは、文科省の委託事業
をやっている人に対しては「こいつ文科省側の
人間か」といった見方もありましたが、我々も
左か右かできれいに分けないで、具体的に誰が
何をいっているのかをよく吟味していくべきだ
と思います。

■③「実現可能性の確保」
生田　３つ目の柱、「実現可能性の確保」につ
いて、コメントをお願いします。
渡部　「『主体的・対話的で深い学び』の実現可
能性」を考えてみます。今、定期試験を共通で
作ることが授業に影響している感じがします。
試験を一緒に作ることで知見が交流されて授業
によい影響を及ぼすことがありますが、そう
いったいい影響が出る前の段階で、どうしても
内容を揃える、知識項目で揃える方向に走りや
すい。それぞれの良さを出しづらくなって標準
化していってしまう。もったいないという感じ
です。特定の教科書会社の教科書に準拠して
やっていくと、そこから抜け落ちている大事
な視点を落としてしまう。「主体的・対話的で
深い学び」をやっていく方がさらに力量がいる
し、考える時間も合意形成する時間も必要に
なってきます。授業準備は勤務時間後になって
しまうことが多くて、電車の中でやったり、直
前に印刷したりとか、恥ずかしい話ですが。進
学校にいた時は、部活の負担が大きく、授業の

進度も早いので、授業準備が間に合わなかった
記憶があります。その一方、今は、勤務時間内
に占める絶対に必要な生徒支援の割合が高い。
何が原因で何が起こるかもわからないし、学校
の中の問題だけではなく、外の問題もどんどん
持ち込まれてきます。外部の専門家との協働も
進んでいますが、情報共有にかかる時間も増え
てきます。役割は分散されているかもしれませ
んが、１個１個の対応の責任は１人の教員にの
しかかってくる。そうした現状で、授業を作っ
ていくと、どうしても知識を揃えましょうと
いった感じになります。とにかく環境整備が必
要かなと思っています。
中山　「実現可能性の確保」のために何が必要
なのか。１点目はやはり「働き方改革」です。
働き方改革で何がやれるか、管理職レベルで
も、先生方レベルでも考えていけたらいいと思
います。教員の本分とそれ以外の峻別につい
て、授業準備の時間をやたらと減らそうとす
る人がいます。新採用教員に「授業準備とかほ
どほどでいいから、早く帰って」といったりす
るのですが、「いや、授業準備、新採用でしな
かったら、将来辛いでしょう」と。「授業準備
のために、何か他の仕事を削減できるようにし
てあげようよ」といえるとよいと思います。余
白を作った上で、どうしたらいい学校を作って
いけるか、先生たちが話し合う時間を何とか確
保していきたいと考えています。
　２点目は「行きたい研修に行ける時間の確保」
です。企業研修に行った際、悉皆で同じ研修を
受けるのではなく、それぞれが行きたい研修に
行ける余白と、行きたい研修があることが大事
になっていると聞きました。余白があれば、生
徒や保護者と話し合えて、生徒や保護者のこと
が分かってくるはずです。学校は、１年目の先
生も８年目の先生も同じように仕事をやっても
らうという前提で仕事が組まれている感じがし
ます。やはり８年いる先生と１年目の先生だと
大変さはだいぶ違うだろうなと思います。８年
目の先生が１年目の先生にその学校でのやり方
を継承していくとよいのではないでしょうか。
総括の先生がたくさんの仕事を引き受けてい
て、その先生がいなくなると残された先生たち
が困るといった状況があったりもします。組織
全体で連携して、同僚と話しながら、仕事をし
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ていくと、１の柱、２の柱へともつながってい
くのではないでしょうか。
澤田　組織づくりを考えると、もちろん学校内
で、ということもありますが、義務教育段階の
先生とどうやって連携していけるかは大事なこ
とだと思います。高校には高校の特性があっ
て、小学校・中学校にはその独自性がありま
す。ただし、パブコメをどうするかなど、同じ
悩みを抱えています。それをわかり合ってやっ
ていく。
　高校は、教員の個人商店型のあり方が色濃く
残っているところなので、違う教科には口を出
せないといったことがありますが、もう違う教
科にも口を出した方がいい。中山さんがいうよ
うに、子どもを主体的な学び手にしたければ、
自分たちがまずそうならないといけません。学
者は、すぐシステムとか制度を作ろうとします
が、やはり人づくりが大事だなと最近思いま
す。校長が変わると、学校が変わりますよね。
困るような変わり方は避けたい。だから、すぐ
システムや制度を安定的に整えることに意識が
向くのですが、「人」という要素も大事で、や
はり次のリーダーが育っていないと困るという
ことだと思います。システムとか制度とか仕組
みとかについてみんな考えます。「こういう仕
組みを残しておいたら誰が来ても大丈夫だよね」
と。でも、そんな仕組み、なかなかないです。
別の異なる人が来たら、すっかり変わってしま
う。その意味で、「実現可能性の確保」として、
人づくりの視点もあるのではないでしょうか。
生田　それでは、３人の話者の皆さん相互の質
問の時間を取りたいと思います。
渡部　「実現可能性」ということでいえば、目
の前のことを今ある環境の中でより良くするに
はどうすればいいかに関心があります。縦割り
にされている各グループの業務をどう再編する
かに関わったことがあるのですが、それぞれの
グループリーダーは、自分のグループの視点が
あるので、どうしても全体を俯瞰しての議論に
なりにくいようです。校内の業務分担のところ
でよいアイディアがあれば、授業づくりの時間
を増やすことにもつながると思います。
生田　中山さん、いかがでしょうか。
中山　学校で過ごす生徒の立場からみれば、す
べてのグループは関連し合うものだと思いま

す。先生たち同士で話し合ってどういう学校を
作っていきたいのかとなったときに、こういう
学校を作りたいから、そのためにカリキュラム
はどうする、進路はどうしよう、生徒支援はど
うあるべきか、学校の環境はどんなものにする
か、それらをどう広報していくのかというかた
ちで、すべてのグループは関連するはずです。
環境という物理的なものよりもマインドの部分
が共有できれば、「自分のグループさえ良けれ
ばいい」という話にはならないのだと思います。
ただし、部活動に対して、「部活すごくやりた
い」という先生、「部活やりたくて入ってきた
けど、さすがにこの環境は辛い」という先生、

「やりたくない」という先生、いろいろな先生
方がいる。先生たちの希望も多角化しています。
生田　今は教職員が多様に動けなくなっている
のかなとも感じます。
澤田　私から渡部さん、中山さんに聞きたい
ことは１点です。「実現可能性」に関わること
ですが「ブルシットジョブ」（デヴィッド・グ
レーバー）という言葉がありますよね、クソみ
たいな仕事という。いちばんやっていて無駄だ
とか、嫌な仕事って、今、現場では何かをお聞
きしたい。
渡部　よくわからないアンケートに答える時間
と、机の上に積み上がっている通知文とか広告
とかを仕分けて要らないやつを捨てる作業で
す。9割ぐらいは捨てるやつになります。アン
ケートは、民間からも来ますし、行政からも来
ます。
中山　アンケート関係は、いろいろなところ
が、みんなフルスイングで投げてくるので、そ
れが辛いかなと思います。

■総合討論
生田　それでは総合討論に移らせていただきま
す。まずチャットでのご質問です。

「主体性のある生徒を育てるという視点で、現
場の先生に質問です。もし、校則を変えたいと
いう意見が生徒から出てきたとき、教員はそれ
を受けて話し合いをする余地のようなものはあ
るのでしょうか」
渡部　以前、Classroomというアプリ上で、生
徒が校則について突然問題提起をし、そこに他
の生徒のコメントが数多くついて、炎上のよう
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な状態になるということがありました。最初は
問題のようにみえましたが、その後、様子を見
守っていた教員も交えたやりとりに発展し、結
果的に校則について学校全体で考える良い契機
となった出来事だったと思いました。これに対
して、校則の変更に生徒の一部を形だけ参加さ
せて、「さあ、みんなで決めたよね。守りましょ
う」という持っていき方には疑問を覚えます。
中山　余地はある、という感じです。とはい
え、そもそも社会を変革させるための教育をす
る気があるのかということが気になります。何
の教育もせずに、変えることができる前提で受
け止めるべきだということを指導要領は求めて
いるのかどうか。教員の言うことを聞くような
評価の仕方があって、「主体性を持って、自分
で意見が言えるなら相手してやってもいいぞ」
というのは傲慢なような気がします。
生田　３人の方に質問です。「退職するまでの
長い間、総合学習の担当をしてきました。外部
の方々との打合せでは、こういう体験を生徒に
させたいという思いを込めてお願いをしてきま
した。今は非常勤です。総合学習担当の若い先
生たちに自分の思いを相手に伝えることが大切
だとアドバイスすると、それがいちばん難し
い、自分たちにはそういう思いがない、と言っ
ていました。面白いものを作るには、自分がこ
ういうことを生徒に伝えたいという思いが大事
だと思いますが、どうしたらいいと思いますか」
というご質問です。大変難しいテーマですが、
これは必ずしも若い教員に限った話ではないと
思います。今の学校の課題に対して思いをもて
ないということもあるはずです。そういったと
ころも含めていかがでしょうか。
渡部　現任校だと、なんらかの思いを持ってい
る人が多いという感じはします。その思いがこ
だわりになって衝突したり、共有できなかった
りするということがあるのだと思います。思い
やこだわりはみんなが持っていて、それが教科
教育に向かうのか、学校運営に向うのか、教員
間の関係性に向うのか、さまざまなのだと思い
ます。私も総合の担当を７年ぐらいやっていま
す。各教員の裁量で自由に取り組んでもらえる
仕組みを作りたいと思っていますが、「内容を
もっと明確に示してほしい」という意見ももら
います。具体的な教材などのベースとなるもの

を示しつつ自由裁量に委ねるという形が今の自
分の中での落としどころで、各々が大事にして
いるものを生かしてやってほしいなと思ってい
るところです。
中山　今の質問の先生のような熱い方がたくさ
んの先生方と話をしていく。そうすれば先生た
ちも熱くなるはずです。いくらシステムが良く
てもそこに人の魂がなかったらよくないと思い
ます。
澤田　アクションリサーチという言葉がありま
す。研究者も一緒に中に入る、ということで
す。「授業のためにはこれが必要だ。これを学
んでくれ。これを応用したらできる」というだ
けではもうダメだということです。アクション
リサーチというのは、一緒にやるということで
す。場を一緒に共有して、そして失敗も共有す
る。もうこれしかないのかなと思います。
　そして、そういう場をどう作るか。それは一
人では決められない。自分が信頼できる人を巻
き込みながら場を作っていく。そうすると「感
染」してくれる人が出てくる。アクションリ
サーチはそういう理屈だと思います。
　ある中学校で防災のテーマで総合学習をやり
ました。「先生、外から来ると気楽なことが言
えるかもしれないが、ゲームばっかりやってる
あの子に、本質的な問いの共有なんて言われ
ても無理です」とのことでした。でも、「ゲー
ムばっかりやってる」という子どもの持ち味を
知っているところが、すごく大事な点だと思い
ました。
　何であれ子どもが一生懸命やっていることに
はポジティブなところがあるはずなので、子
どもと一緒に「ゲーム×防災」でググってみま
した。どんどん探していくと、アメリカの「シ
リアスゲーム」が出てくる。さらにググってい
くと、プレステの「絶対絶命都市４」に行き当
たる。これは、防災・危機管理ジャーナリスト
の方が推薦し、阪神・淡路大震災を経験した神
戸市消防局が協力しているゲームだったわけで
す。このゲームは、やっていけばちゃんと防災
の知恵がつく。
　子どもの好きなことを「どうせゲームだろう」
などとネガティブに捉えるのではなくて、それ
を、ちゃんと意味のあることにつなげることが
できるわけです。何が問題かというと、子ども
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がやりたいことをやりたいようにやっていない
ところです。子どもがやりたいことをやりたい
ようにやるために、それを価値のあるものと結
びつけることが教員にはできるのではないかと
いうことで。それもまた一つの場づくりだと思
います。
●●　主体的な学びには、形式やゴールが必要
なのか、今、悩んでいます。キャンドゥリスト
で「ここまで学ぶようになりました」という形
を作ることは教員が設定したものであって、そ
こに生徒たちの主体性はない。でも何もしない
わけにはいかない。授業観察の機会では、学び
がゴールにつながっているかどうかの評価を受
けているような気もしてしまう。ぐずぐずな
授業、授業が失敗してもいい。生徒が「できな
い」、「無理」という場面、極端にいえば寝てし
まうことも、生徒の主体性なのかもしれないと
思うことさえあります。進学に向けた受験勉強
が果たして主体的なのか。受験というゴールを
自分で設定してそこに向けて勉強している。そ
れを応援することは、主体的な取り組みを応援
することになる。「生徒たちは何をしたいんだ
ろう」ということをもっと聞いていくためのア
イディアを教えていただけたらと思います。
中山　受験勉強は自分からやっていくと探究的
な学習にはなるかなと感じています。前任校は
進学実績がある学校でしたが、生徒に進学先を
押しつけないように徹底されていました。「自
分で考えて決めなさい」という形です。授業観
察の話については、先生方が、目指しているこ
と、困っていることなどをシートに書いても
らって話をしています。生徒が寝ているからど
うのこうのとかではなくて、先生たちが今、何
に困っているかを書いてもらいます。「困って
るって書いてるけど、できてますよ」とかそう
いうやり取りもあります。
渡部　学校生活の中にはなんらかの構造や制約
があるからこそ生徒が頭を働かせて主体性を発
揮する場面もあり、そこに伴走しながら主体性
を育んでいく。それを意図してやっていこうと
したら、難しいなと思いました。
澤田　生徒が「寝る」ということについては、
アメリカでは、教育方法として制度化されてい
るところがあります。それは「ピースコーナー」
というものです。これは自己調整や情動調整を

教育的に組み込んだ実践です。
　教室の端っこにソファーが置いてあって、そ
こに手遊びなどができるもの、そしてタイマー
や砂時計が置いてあります。授業中にイライラ
したり、気分が沈んだりしたときに、そこにい
ていいというものです。2024 年に出版した『「多
様な教育機会」をつむぐ』（明石書店）でも紹介
しています。
　先生に指示されるわけではなく、まさに主体
的に生徒が判断して、そのコーナーに移動し、
５分を目安に、また自分で学習に戻って来るわ
けです。ピースコーナーには、「あなたは今ど
ういう状態ですか」といった、気持ちをメタ認
知させるための道具も置いてあります。で、自
分の内面をモニタリングして「ああそうか…」
という気づきを得て、そろそろ大丈夫だ、戻ろ
うと思えたら、自分で戻っておいで、といった
動き方になります。
　サボるということも大事な経験です。僕もサ
ボりますが、これ以上サボってたらダメだって
いうところで踏みとどまれるということは、生
きていく上で大事な意味を持つと思います。時
にサボることを選べるような「自由進度学習」
という方法もあります。
　進路学習でいうと、福岡市の城南高校が「ド
リカムプラン」というものをやっていました。

「城南高校　ドリカムプラン」で検索すると出
てきます。要は、進路を本当に自分たちで決め
られるようにするということです。すると進路
部のいうことを聞かなくなる子どもが育つ。こ
れは最高の進路指導です。修学旅行も生徒が考
える。「〇〇大学に行きたい」という生徒がい
るとします。修学旅行が関東なので「ついでに
〇〇に行っていい？」とか、子どもたちが旅行
の計画や自由行動について提案し始める。それ
で〇〇大学の先生に会うと、「君が行きたい学
部でそういう勉強やりたいと思ったら、受験
科目でなくても、これやっとかないと幅が狭
くなってダメなんだよ」といわれる。そうする
と、生徒は頑張って勉強しはじめます。
　「ドリカムプラン」は立ち上げ期の先生たち
がいなくなって数年で途絶えました。その後、
草創期の先生が戻ってきて復活したようです。
　進路指導と生徒主体の学びのつなぎ方という
点で言えば、進路指導部の言うことを聞かない
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生徒が育つぐらいの勢いがあっていいかもしれ
ない。そして、それを喜べる覚悟がある教師で
いられるかどうかが大事かなと思います。これ
は学習指導要領の問題ではなくて、現場のマイ
ンドセットの問題です。
●●　「多様性の包摂」について澤田さんにお
伺いします。３年前に国連の障害者権利委員会
から分離教育を止めてインクルーシブ教育を進
めなさいという勧告、総括所見が出されまし
た。その後も文科省はそれを事実上無視してい
ると思います。今回の指導要領改訂をみる限
り、その路線を踏襲しているようです。義務教
育の話になってしまいますが、不登校のところ
では特別な教育課程を作るとか、通級指導でも
これまで自立活動だけだったところを、教科も
教えていいのではないかといった分離を進める
方向を示しつつ、多様性を謳っています。本体
部分の通常学級をどう変えていくかという視点
がほぼありません。これをどうみて、どう対応
すればいいかということをお聞きしたい。高校
では通信制に入学していく生徒が増えているの
に、全日制、つまり本体部分を変えるような書
きぶりが見出せません。小中高いずれも、本体
部分に多様性をどう持たせるかの視点が薄く、
本体部分についてより多様な子どもが参加でき
る、多様性を担保させるものが指導要領に書か
れていません。そこをどうみればいいのかお伺
いできればということです。
澤田　「論点整理」に「社会モデル」という言葉
が入ったことは喜んでいいと思います。しか
し、国連の総括所見は、日本の教育はセグリ
ゲーション、分離教育だとはっきり言ってい
て、他方、文科省は「インクルーシブ教育シス
テム」という用語を使います。「特別支援学校
―特別支援学級―通級指導教室―通常の学級」
というあのラインです。これに対して、私たち
は、「総括所見を聞く気があるのですか？」「国
際的にはだめですよ」というパブコメを書いて
いくことできます。
　それから、「論点整理」の社会モデルや合理
的配慮についても官僚文書になっているので、
代案を出さないといけません。これからＮＰＯ
団体とも協力してパブコメのための研究会を
やっていきます。原則論と同時に細かい文言修
正の両面から提案をしていきたいと考えていま

す。
生田　ここで、「論点整理」の第7章、特別支援
教育の部分も踏まえて、中田代表に発言をお願
いします。
中田　「論点整理」では、「社会モデル」や「合
理的配慮」が教育行政の視点で説明されていま
す。現場の実践者として、生徒の話を丁寧に聞
く教員たちがいると生徒全員が多様な存在であ
り、その意味では、「全員特別扱い」というこ
とになります。
　「論点整理」は、「インクルーシブ教育システ
ム」として、「特別支援学校・特別支援学級・
通級指導教室・通常の学級」を並べ、基本的な
枠組みとしています。この「多様な学びの場」
としての連続体は、1960年代のアメリカ特殊教
育の研究で使われている図を参考にしていると
思われます。
　現場の実践の知に基づいてこの先を考える必
要があります。
　可能性を広げる方向性で考えるために例をひ
とつ取り上げます。文科省の研究事業の中で、
通級の教室に生徒を引き出すのではなく、通級
指導の経験のある先生が通常の学級に入って関
わることで一定の成果が出たという報告です。
通級の対象ではない知的障害の子どもたちにも
効果的であったというものですが、現行の法制
度では、通級による指導は別の場で先生が教え
ることが前提なので、ここで止まっています。
とは言え、実践の知としての成果に基づいて制
度化を図るという動きは重要です。「論点整理」
及び今後の動きの中で、現場の実践の知がどの
ように扱われ、学習指導要領の枠組みで何がど
こまで可能になりそうなのか、に注視する必要
があります。
澤田　インクルーシブをどう捉えるかは重要
で、ユネスコの文書でもインクルーシブという
のは、単に障害の有無の問題だけではないと明
記されています。性的マイノリティーもしか
り、いろいろな国籍とか言語、あるいは経済的
なバックグラウンドも含めて、有形無形に排除
されている存在、これを直視して解決を図って
いく方向が大事だということが明記されている
のです。それなのに、今回の「論点整理」はど
うも障害の話だけになってしまっている。障害
のある方たちの課題は大事なのですが、障害の
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話だけに課題を狭く捉えると、結局、障害のあ
る方にとっても、よくない制度にしかならない
可能性が出てくる。我々は、分離教育に慣れ
切っているので、「論点整理」をよく読んで、
もう一度考え直すことが大切になってくると思
います。
　今、さまざまな属性についての専門性が問わ
れるようになってきています。発達障害の専門
性、性的マイノリティーについての専門的な知
見が必要になる。とはいえ、我々はあらゆるも
のの専門家にはなれません。専門知識は大切に
しつつも、すべての専門性を身に着けることが
できないのであれば、どう考えても協働性しか
ありません。どの程度の専門性を持って、どう
いう協働性で、チームでやっていくのか。この
あたりをどう考えるかが大きな課題になるので
はないでしょうか。
生田　ありがとうございました。それでは、最
後に、渡部さん、中山さん、お願いいたしま
す。
渡部　中山さんがおっしゃった熱く自分がや
る、一緒に失敗を共有するといった話を通し
て、結局、人なんだなと感じました。どうして
も仕組みを作るといったところに目が行きがち
ですが、人と人とでやるという視点でまた仕事
をやっていけたらなと思います。ありがとうご
ざいました。
中山　管理職とか総括教諭とか一般の教員とか
といったことを超えて、学校を良くしたいと思
う人たちが集まって知恵を出し合い、それぞれ
の立場で頑張っていく。中山が管理職になって
よかったと思ってくれる人がいるならば、ぜひ
その先生にも管理職になっていただきたいと思
います。まわりの先生方からずっと、「俺は管
理職にならない」と聞かされてきましたが、ぜ
ひそういう人こそ管理職になっていって欲しい
と思います。立場にかかわらず学校を良くして
いけたらいいのかなと思いました。

生田　今回の学習指導要領の「論点整理」と合
わせて、教員養成部会が「多様な専門性を有す
る質の高い教職員集団の形成を加速するための
方策に関する論点整理」も出しています。学習
指導要領の「論点整理」と合わせて、学校組織
についても視点が出てきています。最後に中田
代表よりまとめをお願いします。
中田　「論点整理」の「多様性」の説明で、学級
には「多様な困難を抱えている子どもがいる」、
たとえば、「家に数冊しか本がない子どもが平
均してクラスに何人いる」など否定的定義に基
づいて「多様性」が表現されています。しかし、

「多様性の包摂」という場合には、すべての子
どもたちは多様であるという前提に立つ必要が
あります。そうした視点で、つまり、今ある枠
組みに、否定的定義をされている子どもたちを
何らかのかたちをつくり包摂するというのでは
なく、すべての子どもたちの多様性を包摂でき
る学校づくりを構想するべきだと考えています
　また、専門家のあいだの協働については、た
とえば、専門家は自分の専門性の範囲で考える
ために、たとえば、教職に就いている人が「生
徒は授業中静かにするものだ」と言うと、ス
クールカウンセラーの人は違和感を感じるかも
しれないのですが、そこを起点として、生徒に
はこういう形で対応するのがいいのかなという
ことがお互いに言える「横の関係」が成立する
と、そこに新しい共通の知識が生まれる可能性
があると思います。その意味も含めて、学校組
織の中で、お互いに自分にとって重要であるこ
とは何かを説明できる空間が不可欠であると思
いました。学校組織についての論点整理では、
このような論点が弱いと思います。学校組織の
あり方は「専門性」「連携」「情報共有」といっ
た論点の羅列で思考停止するのではなくて、そ
の先にどう進むのかを考えていくべきでしょ
う。これでまとめに代えさせていただきます。
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教育討論会のテーマ設定について
　今回の教育討論会のテーマ設定について、
2024年12月25日に中央教育審議会（以下、中
教審）に諮問された次期学習指導要領改訂

（以下、次期改訂）を取り扱うことは所員会
議のなかでも大きな異論はなく決定した。し
かし、次期改訂をどのようなアプローチで、
また具体的にはどのような論点を教育討論会
のなかで示せるのかについて所員会議では多
くの時間をかけて事前検討が重ねられた。な
ぜならば、改訂後の学習指導要領（以下、指
導要領）が告示されるのは2027年度中、また
高等学校段階での全面実施は2032年以降が予
定され、その実態がいまだ判然としなかった
ためである。しかし、現行指導要領の改訂プ
ロセスをふまえると次期改訂のスケジュール
は、中教審の審議まとめが告示されるのが
2026年９月中、また中教審答申の告示は2026
年12月中が予測される。このことから、この
2025年中に次期改訂を議論することは、教育
現場での受け止めや現実的な現場の対応（各
校の教育課程改訂やスクールポリシーの改訂
など）をふまえたときに時期的な視点におい
ても非常に意義深いと考えた。
　そこで、教育討論会では2025年９月25日に
中教審教育課程企画特別部会が報告した「論
点整理」をふまえ、次期改訂の論点を提示す
るとともに、現場サイドと研究サイドの両面
から討論を展開することで、次期改訂の方向
性をどのように理解し、そして課題点や問題
点も含めどのように対応していく必要がある
のか議論することとした。

「論点整理」の概要と背景について
　そこで、まず「論点整理」で示された方向
性を確認したい。「論点整理」では、次期指
導要領の基盤となる考え方として、「生涯に
わたって主体的に学び続け、多様な他者と
協働しながら、自らの人生を舵取りするこ
とができる、民主的で持続可能な社会の創
り手の育成という」目標が示され、これを
実現していくため、「多様な子供たちの『深
い学び』を確かなものに」するという考え方
が示された。そして、これを実現していく
ための方向性として、現行指導要領の考え
方を踏襲しつつ、①「主体的・対話的で深
い学び」の実装（Excellence）、② 「多様性
の包摂」（Equity）、③ 「実現可能性の確保」

（Feasibility)が三位一体の方向性として提起
された。
　①「主体的・対話的で深い学び」の実装で
は、現行指導要領の「主体的・対話的で深い
学び」の視点からの授業改善を通じた資質・
能力の育成について、一層の資質・能力の具
体化・深化を図るものとされ、次期指導要領
に向けた第一の方向性とされた。デジタル学
習基盤の効果的な活用、指導と評価の一体
化、カリキュラム・マネジメントや総合的な
探究の時間の一層の充実、各教科の「高次の
資質・能力」の獲得などが具体的な内容とし
て展開された。
　また、この第一の方向性と両立させること
が不可欠な第二の方向性として、②「多様性
の包摂」がある。具体的には、一人ひとりの
学習意欲が高まり、可能性が開化し、個性が
輝く教育の実現を目指し、高等学校段階では

―コーディネーターとして考えたこと―

生　田　幸　士

教育討論会を振り返って
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単位制の柔軟化やデジタル学習基盤の強化と
活用により不登校生徒への対応を強化するな
ど教育課程全体を包摂的な仕組みへとさらに
改変していくとした。
　そして、これらを両立させ実現可能なもの
とするために、「裁量的な時間」をはじめ柔
軟な教育課程による余白の創造やデジタル学
習基盤の整備、教職員の総合的な勤務環境整
備の推進を図るなどとして、現行指導要領の
ねらいをより「実現可能性が確保」されたも
のとする3つ目の方向性が示された。
　では、こうした「論点整理」の背景には、
どのような課題意識が存在するのか。一つに
は、少子高齢化、グローバル化、急速に進歩
する生成AI技術の発達などによるVUCAの
時代に代表される社会的課題が存在する。そ
して、二つ目には現行指導要領下での課題の
対応が存在する。不登校生徒、特別支援を必
要とする生徒、外国にルーツをもつ生徒、特
異な才能をもつ生徒など多様な背景をもつ子
どもたちの教育のより一層の充実が必要な
点、現行指導要領が目指す「主体的、対話的
な深い学び」の学習観の現場のより一層の理
解と充実を図らなければならないなど実現途
上にある点、生成AI活用も含めたデジタル
学習基盤の効果的活用の方向性がいまだ確立
していない点など現行指導要領を踏襲しつ
つ、その方向性をより一層充実させるための
課題の克服が、「論点整理」では目指された
ことが理解できる。

「論点整理」から検討できうる課題点について
　では、「論点整理」が示したように現行指
導要領の方向性を無批判に踏襲し、かつその
深化を図る方向性で次期改訂を受け入れてい
いのか。ここで三つの方向性に対して、それ
ぞれ現場で運用する視点から現行指導要領が
内包する課題点もふまえて問題点を提示した
い。
　「論点整理」の「主体的・対話的で深い学
び」の実装の項目で、「質の高い、深い学び

を実現し、分かりやすい使いやすい学習指
導要領の在り方」が検討されている。現行指
導要領では、学習内容が増加し、かつ基礎
的・基本的な知識・技能の定着とともに、思
考力・判断力・表現力の育成をめざした探究
的な学習活動の両立といった複雑化などが、
一部の学校現場の実態と乖離していると指摘
されていた。こうした科目の複雑性の克服を
図るため知識・技能の系列と思考力・判断
力・表現力の系列を「タテ・ヨコの関係」で
示す、つまりは構造化し、表形式化して示す
ことで「分かりやすい」「使いやすい」指導要
領をめざすとされた。しかし、「高次の資質・
能力」として示される単元構成を毎時の授業
構想へと展開するためには、現状と変わらず
高い授業構成能力が求められることは必至
だ。
　また、第二の方向性である「多様性の包
摂」でも「多様な子供たちを包摂する柔軟な
教育課程の在り方」が検討され、具体的には
単位時間、授業週数、また系統性のある科目
間（調整授業時数制度）の単位の大幅な柔軟
化により、これまで義務教育段階で設置され
ていた学びの多様化学校（教育課程特例校）
などの実践を発展的に取り入れた「余白」の
創造が示された。しかし、単位数、授業週数
などの表面的な項目の柔軟化に議論が終始
し、減単にあたっての科目内の学習内容や項
目の検討についてどの程度指導要領で示され
るかは未知数である。今後、制度運用が可能
となった際は、各校が在籍する生徒の実態を
ふまえ検討していく必要がある。こうした際
に、同一教科だけではなく、全教科の科目の
単位数をどこまで増減するか、またその「余
白」の時間にどのような学校設定科目を設定
するかなど教育課程編成には校内の十分な議
論と合意形成が必要となる。何より他教科の
教育課程編成上の特徴も理解することが求め
られ、かえって現状より教育課程編成が複雑
化する可能性が生じる。
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教育現場の取り組むべき在り方について
　そして、ここまで検討してきたように、「論
点整理」で示された次期改訂の方向性は、現
行指導要領の課題の克服のため、より授業展
開の高度化、また教育課程編成の複雑化が予
測される。指導要領を「分かりやすく」「使
いやすい」ものにしても、内容や指導項目自
体に変更が示されなければ、現状の指導要領
がもつ複雑さを克服することは難しい。むし
ろ、学校現場は次期指導要領改訂による複雑
化が予測されることから、次期改訂を見据え
た校内体制の構築が急務である。次期改訂が
現行指導要領の踏襲が前提であり、教科・科
目の構成は大幅に変更されないことが予測さ
れる点もふまえ、次期指導要領が目指す方向
性と勤務校の生徒の実態を分析するために
も、現行指導要領のもとで展開されている各
校の教育課程は生徒に適したものであったの
か。また、その際は具体的に各教科・科目で
の学習項目と内容、また科目の系統性が生徒
の実態に適していたのかという視点での検討
が必要となる。こうした現行指導要領の各現

場なりの総括をふまえ、次期改訂に向き合わ
なければならない。その点では、校内での体
制づくりが重要である。日常的に教職員間で
のフラットなコミュニケーションが必要とな
る。「論点整理」では示されなかった真の「実
現可能性の確保」は学校づくり、職場づくり
にあると考える。

（いくた　こうじ　教育研究所員）

■�学習指導要領の現場レベルでの受け止めに
関して感じたこと

　教員養成系の大学・大学院で教育学や歴史
教育を学び、2014年に神奈川県の教員として
着任した。着任後、最初に漠然と感じたの
が、教員の一定数が文部科学省や県教育委員
会といった行政組織に対して批判的な意識を
持っていたということである。それまで大学
での研究や教育実習、教員採用試験等の場面
で、ある種正しいこと・求められることとし
て学んできた事柄が、実際には一種の煙たさ

を帯びた言説になっているように感じた。
　行政機構を上位下達的な存在として敵対的
に捉える背景には、戦後日本の教育界におけ
る旧文部省と日教組を対立軸とする構造や、
2000年代以降の校内組織における民間経営手
法の導入といった歴史的な経緯が関係してい
るのではないかと思われる。この構造の中
で、学習指導要領についても、「お上が決め
たもの」というような位置付けがなされ、積
極的に言及するのが憚られるような空気感が
あった。教育討論会で言及されていた、学習

渡　部　裕　哉

一教員として「学習指導要領」とどのように向き合っていくか

教育討論会に参加して（１）

参考文献
中央教育審議会『教育課程企画特別部会における論点整
　理について（報告）』文部科学省、2025年９月25日。
　https://www.mext.go.jp/content/20260129-mxt_kyoiku01
　-000045057_01.pdf
中央教育審議会『多様な専門性を有する質の高い教職員
　集団の形成を加速するための方策に関する論点整理』
　文部科学省、2025年10月15日。https://www.mext.go.jp/
　content/20251017-kyoikushokuin-000045431_1_1.pdf
中央教育審議会『高校教育改革に関する基本方針（グラ
　ンドデザイン）～ 2040年に向けた「N-E.X.T.（ネクスト）
　ハイスクール構想」～』文部科学省、2026年2月13日。
　https://www.mext.go.jp/content/20260213-mxt_koukou01
　-000046079_03.pdf
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指導要領が結果的に学習指導要領「解説」や
それを強く反映した検定教科書を通じて理解
されている現状の背景にはこうした事情もあ
るのではないだろうか。

■�現行学習指導要領への改訂の際にみられた
対照的な出来事

　2018年に現行の学習指導要領が告示され、
現場レベルでも対応が本格化してきた2019年
に現任校に異動となった。この前後に指導要
領改定とその捉え方をめぐる対照的な出来事
があった。一つは、前任校での職員会議の場
面である。当時、教務関係のグループ業務と
して新指導要領の方向性や改訂スケジュール
等を踏まえて校内の授業研究等に言及した場
面で、校長から「指導要領が変わるから授業
が変わるのではない」という趣旨の発言があ
った。いわば「不易と流行」の不易の部分に
目を向けさせる内容であった。
　もう一つは、現任校に移った後の出来事で
ある。校長の発案で新指導要領の趣旨につい
て、教育課程を扱うグループ内で分担して職
員に伝える研修を設けることとなった。その
際には、校長自身が新指導要領の方向性を踏
まえた校内授業研究等のあり方を熱心に語っ
ており、社会情勢も踏まえた学校運営を大事
にされていた。
　これら対照的な場面に遭遇し、どちらが良
い、正しいということではなく、指導要領の
位置付けや指導要領に関する語り口の違いが
印象に残った。現在の視点から振り返ると、
これらは両方とも大事な視点だったのではな
いかと感じている。不易な側面も大事だが社
会情勢も無視できない、流行を捉えることも
大事だが授業の意味がそれだけに還元される
わけではない。学習指導要領そのものを全批
判するのでも、無批判に依拠するのでもな
く、批判的に読み解き、さまざまな立場の人
と思いを共有していくことが大事なのではな
いか。

■学習指導要領を批判的に読み解く
　実際に、学習指導要領を眺めると、総則や
全体の立て付けにはその時々の社会情勢や政
治的な力学を反映した文言が散見される。現
行の指導要領の改定の経緯について、解説

（総則編）においては、生産年齢人口の減少、
グローバル化の進展、技術革新等による社会
構造や雇用環境の変化による予測困難な時
代、社会像を前提として、新しい時代に求め
られる資質・能力の育成を目指すという方向
性が示されている１）。「何ができるか」を問
う、いわゆるコンピテンシーベースの学力観
への転換２）とされているが、ここで掲げられ
るような能力観に関しては、以前より、「ハ
イパー・メリトクラシー」３）という言葉で語
られ、古典的な能力観に比して評価対象が全
人的なものに拡大し、階級の固定化・再生産
を助長する面が問題視されてきた。また指導
要領改定と軌を一に進められてきたいわゆる

「GIGAスクール構想」に関しては、教育とは
異なる次元での利害関係団体の関与が批判さ
れてきた４）。このように、指導要領とそれを
取り巻く動きをめぐってはその無批判な受容
が各学校の実態との乖離や混乱を生じかねな
いという点に留意が必要である。
　一方で、個別教科に目を向けると、例えば
地理歴史科に新設された歴史総合において
は、最初の大項目A「歴史への扉」の中に「歴
史の特質と資料」という中項目が設定されて
おり、歴史が資料に基づき叙述され、資料の
解釈の違いが複数の叙述を生むことや歴史叙
述が現在の問題への関心を出発点とすること
などを生徒が理解できるようになることが目
指されている５）。ここには、人文学における
知のあり方をめぐる歴史学や歴史教育研究の
知見を踏まえた議論やこれまでの学習指導要
領改訂の蓄積がうかがえる。こうした部分か
らは、学習指導要領を行政の文書として十把
一絡げに批判するのではなく、その中に含ま
れるさまざまな論者の議論の成果に目を向け
る必要性を再認識させられる。
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１．教育討論会に参加して
　今回の討論会に管理職として参加する機会
をいただいた。とはいえ、私は今年管理職に
なったばかりであり、しかも主催者や参加者
の中には、総括教諭時代どころか新採用時か
らの知人も多く、正直、管理職として参加し
たというより、一人の教員として参加したと
いう意識が強かった。
　現在もなお、「管理職という仕事が何か」
をどこまで理解できているのか、甚だ心許な
い。もちろん、教頭としての業務は、周囲に
迷惑をかけながらも何とかこなしてきたので
はないかと思うし、１年間を通じて仕事の流
れもおおよそ把握できたと思う。しかし「教
頭は何をする仕事か一言で答えよ」と問われ
れば、明確に答えられる自信はない。そこ
で、本稿では、討論会で学んだことを踏まえ
て、教頭という立場だからこそできることに

ついて考えてみたい。

２．学校外の情報を提供する
　教頭になると、研修への参加が大幅に増え
た。大量の資料が配付される机上研修もあ
る。さらには日々、大量の文書が送付されて
くる。教職員からの質問に答えるためにも無
視はできない。その内容をすべて記憶するこ
とはできなくとも、少なくともどこに何が書
かれていたか位は把握しておかなければなら
ない。教頭の仕事が忙しいといわれる理由の
一つは、こうした大量の文書を読み込む必要
がある点にあるだろう。
　しかし、必要に迫られてやっているとはい
え、多くの情報を吸収できることは、管理職
としての利点でもある。最新で、かつ重要な
情報に管理職は触れることができる。「論点
整理」もその一つであり、県からいち早く管

中　山　拓　憲

― 管理職の役割を考えてみた ―

教育討論会に参加して（２）

■次回の改訂に向けて
　次期指導要領の改訂に向けた「論点整理」
では、主体的・対話的で深い学びという目指
す学びの方向性については現行路線を継承し
つつ、多様性の包摂や実現可能性の確保にも
言及がみられる。さまざまな論者の思いが乗
った理念を各学校の多様な実態に合わせて実
現していく上で、社会的にも、校内的にも立
場性から相手の考え方を決めつけて分断を固
定化するのではなく、違いがあるからこそ対
話を進める契機としていく姿勢が望まれるの
ではないだろうか。学習指導要領を批判的に
読み解き、多様な他者と意見を交流しつつ、
目の前の学校の実情を踏まえた豊かな教育活
動の実現を目指していきたい。 （わたなべ　ゆうや　新羽高校教員）

引用文献と注
１）文部科学省（2019）『高等学校学習指導要領（平成30

年告示）解説　総則編』、ｐ.1-p.5
２）石井英真（2015）『今求められる学力と学びとは―コ

ンピテンシー・ベースのカリキュラムの光と影―』
日本標準

３）本田由紀（ 2005）『多元化する「能力」と日本社会―
ハイパー・メリトクラシー化のなかで』NTT出版

４）佐藤学（ 2021）『第四次産業革命と教育の未来　ポ
ストコロナ時代のICT教育』岩波書店、p.41-p.48

５）文部科学省（2019）『高等学校学習指導要領（平成30
年告示）解説　地理歴史編』、p.135-p.139
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理職に送付された。教職員に周知したり研修
を行ったりすることができた。それがこの討
論会の参加にも役立った。他にも、例えば

「働き方改革」に関する各種の文書について
も、自然と触れることができた。こうした情
報をもとに、先生たちと対話し、先生たちの
やりたいことを支援したり、新しい方向性を
提案することもできるだろう。
　現在の勤務校についていえば、私は「新参
者」にすぎない。教頭の異動は１～２年で行
われるため、勤務校の知識については先生
方に教えてもらうばかりである。教職員は
日々、生徒や保護者と向き合いながら現場の
情報を直接得ており、それは学校にとって何
よりの財産である。そういった先生方と対等
に仕事をするためには、他校の教頭や校長、
外部の人たちから情報を収集し、必要に応じ
て先生方に提供していくことが求められる。
　その意味で、今回の討論会で得た様々な学
びを少しずつでも現場に浸透させていきたい
と思えるものが多かった。中田代表は、「論
点整理」では教室に困っている子どもがたく
さんいるような書き方をしているが、そうで
はなく、それぞれ個性を持った素敵な子ども
たちがいると言ったと私は受け止めた。そう
いった視点をぜひ、現場に取り入れたい。授
業準備や生徒対応で忙しい先生たちに、新し
い情報を提供するためにも、勉強をつづけた
い。

３．学校外に教員をつなげる
　管理職になる以前、私は他校視察を好んで
行っていた。話で聞く情報と実際に見る情報
とでは大きな差があるからである。
　しかし管理職になってから、視察は先生方
の仕事であり、管理職が行くなら先生方を連
れていくべきだと教えていただいた。これは
とてもありがたいことで、これまでは自分一
人で訪問しても他の先生を誘いにくく、校内
への情報共有も後回しになりがちであった。
　しかし、現在は校長の許可のもと、仲間の

先生と他校視察に出かけることができる。京
都府立堀川高校、兵庫県立長田高校、横浜市
立南高校、県立光陵高校、県立横須賀高校な
どを訪問した。視察報告も先生方が担当する
ことで、参加していない先生方とも情報共有
が可能となった。複数が行くことで、学校へ
の影響力も大きく違った。
　これらの視察は、「主体的・対話的で深い
学び」の実装と関係している。本校は「総合
的な探究の時間」の研究指定校となって７年
が経つ。その中で、生徒に主体的な活動を求
めても、生徒が主体的にならないという葛藤
を長い期間、抱えてきた。一方で、教員が手
を出し過ぎれば主体性が育たないのではない
かという懸念もあった。こうした状況を打開
する手段として、他校視察に一部の先生が賛
同してくれて、一緒に視察に行くことができ
た。現在では先生方が主体的に視察に出かけ
るようになっている。視察先で、見えたのは
生徒が主体的であると同時に、先生方が主体
的に学び活動する姿であった。先生方が主体
的に学びに行くようになれば、それを生徒に
求めるようになるし、生徒も先生を見て動く
ようになるだろう。

４．校内の教員同士をつなぐ
　管理職になって、やりがいを強く感じる仕
事が授業観察である。授業で生徒の様子を見
ることは、学校の状況を把握するのに最適で
ある。授業後の振り返りの対話も非常に有意
義である。多くの先生方から授業や、学校の
ことについて考えを聞けるのはとても有意義
な時間である。全ての先生から授業やそれ以
外の話を聞けるのは管理職に与えられた権利
だと思うので、それらをもとに先生方をつな
ぐことも管理職の役割だと思う。例えば、進
路担当以外の先生が進路支援について困って
いるという話を聞けば、進路グループに情報
提供することもできる。先生同士が話す機会
ができることは、ストレス軽減につながる。
先生同士で情報が行き来すると、実装化につ
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ながると考えている。
　先生方から学校の課題を聞く中で、先生方
同士が対話する機会を設ける必要を感じ、校
内研修を二度程実施した。「総合的な探究の
時間」のあり方や、本校で「育てたい生徒像」
について、先生方で議論する場をおそるおそ
る設けたが、多くの先生たちが集まってくれ
た。感想を聞く限り、好評だったと思う。生
徒を自立させるためにはどうしたらよいかと
か、教員同士で話をすることが必要だといっ
た嬉しい感想をいただけた。

５．おわりに
　生徒と直接向き合い、学校を実際に創って
いく主体は先生方である。多くの学校を短期

間で異動する管理職は、外部の人や情報を先
生方に提供し、さらに校内の先生同士をつな
ぐ役割を担う存在ではないかと考えるに至っ
た。
　先生方は生徒に対して「主体的・対話的で
深い学び」や「多様性の包摂」を提供する。
一方、管理職は、先生たち自身がテーマを持
って学び合える環境（主体的で対話的で深い
学び）、そして多様な考え方を持つ先生方が
それぞれの個性を生かせる環境（多様性の包
摂）を整える必要がある。最終的に学校を創
っていくのは先生方である。その営みを支え
る役割として、今後も尽力していきたい。

（なかやま　たくのり　大和高校教頭）

鈴　木　　　大

― 定時制および専門学科の視点から ―

教育討論会に参加して（３）

　2025年11月15日（土）に開催された教育討
論会にオンライン参加させていただきまし
た。定時制および専門学科の視点から私の考
えを述べさせていただきます。

■「学校とは計画どおりにいかないものである」
　冒頭挨拶で教育研究所の中田正敏氏より、
自身が当時現職校長の立場で文部科学省主催
の委員会に出席した際に「学習指導要領に定
められていないＮＰＯ法人との連携がなぜで
きたのか」との質問を受け、「学校というの
は計画どおりにいかない側面がある。対応が
難しい生徒がいれば現場では知恵を絞ります」
と回答したエピソードが紹介されました。
　経営学者ヘンリー・ミンツバーグ（Henry 
Mintzberg）の「マネージャーの仕事は計画
することではない。むしろ流れの中で対応す
ることである」を引用しながらこの話題に触

れたのですが、ミンツバーグはマネジメント
の本質が「柔軟な対応力」と捉えており、状
況を見ながら計画にとらわれずに適切な判断
を下すことの重要性を指摘しています。
　学習指導要領では、これからの社会が、ど
んなに変化して予測困難な時代になっても、
自ら課題を見つけ、自ら学び、判断して行動
し、より良く問題を解決する資質や能力を育
成することが目標と定義しています。児童・
生徒に対して「これからの社会は予測が難し
いが何があっても頑張れ！」と、高いハード
ルを課しています。一方、学校現場や教育行
政はその理念に基づいた対応ができているの
でしょうか。
　例えば、授業等において多くの先生方が生
徒の状況を見て、試行錯誤をしながら教育効
果が高いと考えられる手法を講じて最適解を
探す訳ですが、状況に合わせて計画と異なる
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取り組みをしようすると「年度当初に計画は
していたのか」「それは指導と評価の計画に
あるのか」と、管理職から質問をされる場面
はありませんか。
　学校ですから年度当初の計画は大切です。
急な変更が効かないものもたくさんあると思
いますが、特に配慮が必要な生徒が多く在籍
する学校は“想定外”の連続で、想定外が日常
です。生徒の状況を適切に把握・理解できて
いない場合に現状に合わない判断をしがちで
す。目の前でマニュアルでは対応できない現
象が起きているにも関わらず、その現実を受
け入れられないあるいは理解が及ばず、特に
管理職を中心に杓子定規な対応が行われる場
面が多く見受けられます。
　生徒を目の前に教科指導や生徒支援を行っ
ている教員の意見を尊重し、生徒にとってよ
り良い方法を考え出すことができる環境の整
備こそ必要です。生徒の発達段階に応じた

「柔軟な対応」が求められていると考えてい
ます。

■�産業イノベーション人材育成等に資する高
等学校等教育改革促進事業

　2025年度の補正予算では「高校教育改革促
進基金」として2950億円が計上されました。
３パターンの類型ごとに各都道府県１校ずつ
選定をして重点的に支援を行う計画です。学
科・コースの再編、学校設定科目の新設や外
部人材の登用も取り組みの例として示されて
います。高校教育に関わる予算としてはこれ
までにない規模であり、莫大な費用が必要な
専門高校の実験・実習設備の整備や公立高校
の魅力の向上等につながる可能性がある予算
編成です。
　その一方で、学校間の格差が拡大し、さら
なる序列化を生じることが予想されます。特
定の学校だけに重点的に予算を振り分けると
いうやり方ではなく、公立高校の全体的な底
上げに必要な予算措置が求められています。
　また、説明の中で「生産性」という文言が

使われることにも不安を感じています。「生
産性が高いか低いか」で教育効果が論じられ
ることには危険性があります。
　定時制課程は良い例です。教員一人当たり
の生徒数は少なく、見方によっては「非効率
な学び」と思われることでしょう。しかし、
様々な背景を持つ生徒に対して時間をかけて
少人数指導を行うことにより、大人数の一斉
指導では十分に発揮することができなかった
能力を活かせるようになり、就職や進学、適
切な社会的支援に繋がる可能性が高まりま
す。支援が必要な生徒が就職活動で理解のあ
る職場とめぐり合い、長期にわたり雇用が継
続しているケースも多数あります。
　一見すると非効率と思われるような指導や
支援も、長期的に見れば大きな効果が発揮さ
れている点があまり理解されていないように
感じています。
　例えば、財務省の財政制度等審議会では、
スクールカウンセラー（ＳＣ）について「不
登校児童生徒数に歯止めがかかっているとは
言えない状況。十分な効果が出ていると言い
難い」と指摘しています。“ＳＣがいれば不
登校の生徒が減る”と本気で思っているので
しょうか。また、ＳＣが不登校の生徒対応だ
けをしているとでも思っているのでしょう
か。ＳＣとの面談がきっかけで過酷な家庭環
境の実態が把握できたり、心身の不調に気が
ついて早期医療受診につながるケースは評価
されていないのでしょうか。
　このように、長期的な視点を持たず、短期
的な効果だけに注目する傾向が強いと感じて
います。
　また、「学校設定科目の新設」も事業内容
に示されていますが、神奈川県では各県立学
校の実態に応じて設置されていた多くの学校
設定科目が現場の意向に反して廃止に追い込
まれた経緯があります。生徒の興味・関心に
応じた多様な学びの機会確保に逆行する判断
であり、反省するべきと考えます。
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■「主体的・対話的で深い学び」の現状
　学校の状況によって様々な課題があること
が本討論会でも議論されました。
　私が特に課題として捉えているのは生徒の
発達特性への配慮がどの程度なされているか
という点です。対話を重視する取り組みを行
っているとき、特にＡＳＤ（自閉スペクトラ
ム症）やその傾向が顕著な生徒にとってその
場にいることが苦しい状態になってはいない
でしょうか。
　ＡＳＤは多種多様な障害特性のみられる発
達障害のひとつで、主に社会的なコミュニケ
ーションの困難さや空間・人・特定の行動に
対する強いこだわりがある等、発達の特性に
よって日常生活や社会生活において困難さを
感じることがあります。
　おおよそ20人～ 40人に１人は存在すると
され、集団の偏り方によってはさらに割合が
高い可能性もあります。特性への配慮を行い
ながら授業展開を行っている授業もある一方
で、そうではない授業も多いのではないでし
ょうか。

　県教委主催の研修においても、特別な支援
が必要な生徒への配慮の重要性について打ち
出してはいますが、教育課程説明会等で「“主
体的・対話的で深い学び”に際して、発達の
特性によっては対話的な取り組みに苦痛を感
じる生徒が一定数いる」という配慮を求める
趣旨の説明を聞いたことがありません（私が
聞いていないだけでしたら申し訳ないです）。
　次期学習指導要領の在り方を考える際に
は、様々な背景を持つ生徒への配慮を忘れず
に盛り込んでいくよう求めていく必要があり
ます。

（すずき　だい　向の岡工業高校定時制教員）

はじめに
　私は関西のある都市に暮らす、不登校の子
どもをもつ母親である。高校中退までの経験
を含めると、娘の学校生活に関わってきた時
間は、18年を超える。こうした経験をふま
え、私は教育学の研究の道に進むこととなっ
た。詳細は紙幅の関係で省略するが、私が研
究を開始したきっかけは、端的に言って教員
と学校への失望感からであった。
　娘の不登校によって、私は担任の指示によ
りカウンセラーや適応指導教室をたらいまわ

しにされた。いわゆる「支援」機関の専門家
から共通して聞かされたのは、娘個人に対す
る「精神医学的」「臨床心理学的」とされる見
解や、母親や家庭に対して向けられる「子育
て」への一方的な解釈であった。つまり、娘
の不登校は、娘の内面からくる問題であり、
その背景には私の子育ての影響があるという
ことであった。そこには学校側の問題を問う
姿勢はほとんど感じられなかった。
　担任や臨床家の言葉には、私と娘を「人
間」として捉えるまなざしは一切見当たら

水　谷　千　景

「次期学習指導要領」の議論にみる学校現場のジレンマ
― 不登校児の母親／研究者の視点から ―

教育討論会に参加して（４）

参考文献
一般社団法人日本自閉症協会 https://www.autism.or.jp/
財務 省 財 政 制 度 等 審 議 会 文 教・ 科 学 技 術 資 料 １
（2025.11.11）

文部 科 学 省「高 等 学 校 教 育 改 革 促 進 基 金 の創 設」
（2025.11.28）
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ず、私たち親子は「学校」という地域社会に
おける唯一の居場所からある日突然投げ出さ
れてしまったような気がした。身近な教師・
専門家に納得のいく回答を得られなかった私
は、不登校の満足いく答えがみつからないな
ら自分で探そうと考え、大学院進学を志し
た。こうした経緯が、私の研究の出発点とな
った。
　しかし意外なことに、私を救ってくれたの
も、また教師の言葉であった。進学先の大学
院（教育学研究科学校教育専攻）は学生の多
くが現職教員であり、小学校から高校、養護
教諭まで様々な校種の教員が、高度な実践力
を身に着けるべく進学していた。娘の不登校
によって、教師に対して警戒心を強く抱いて
いた私は、同じ学生として、彼らが日々の教
員生活で何に苦しみ、どのような困難を抱え
ているかを思いがけず知ることとなった。

大学院での教師たちとの出会い
　入学当初の専攻科内の自己紹介で、ある30
代の男性教諭は、こう述べた。「学校現場で
は、毎日多くの困難な場面に直面するが、
“必死のパッチ”（関西弁で一生懸命何かに取
り組むという意味）で取り組んではいるもの
の、正直言ってどのように進めてよいかわか
らない。保護者対応もどうしてよいかわから
ないし、経験と勘だけでは何にも自信を持
って取り組めない。この状況を何とかした
くて、誰かに助けてほしくて大学院に進学
した」。他の教師も同様に、進学のきっかけ
は、学校現場での困難にあると語った。教師
に対して複雑な思いを抱えて進学した私は、
自分の苦悩や葛藤の原因を解き明かそうとし
たこの場所で、教師の苦しみを知ることにな
るとは思いもしなかった。
　大学院修士課程で教育社会学を専攻した私
は、不登校の母親に対する聞き取り調査を開
始した。すると、50代のある女性教員が、調
査協力者として名乗りをあげてくれた。彼女
は長い教員生活の中で、数年間子どもの不登

校に思い悩んだ時期があったという。彼女
は、担任の不登校対応に内心不満を感じてい
た。同じ教師として、登校復帰を求める担任
の行動は理解できなくもないが、親としては

「なぜもっと家庭に配慮した支援ができない
のか」という憤りを感じると正直な思いを語
ってくれた。
　私はゼミ形式の少人数の授業の中で、時に
我が子の不登校経験を赤裸々に語った。10数
人の教師は、私に対して「母親の責任」「子
どもに原因がある」など、一方的に娘や私の
子育てを咎めなかった。むしろ彼らは「教員」
としての立場を超え、「一人の人間」の視点
から、私の傷つきに対して深い理解を示して
くれた。そして、「教師にもっと思っている
ことを言ったほうがいい。教師も不登校の家
庭にどう関われば良いのかわからない。だか
ら、遠慮せずにどんどん対話するべきだ」と
アドバイスをくれた。
　教員の多忙化が社会問題とされ、子育ての
責任が母親に還元される風潮の中で、多忙化
にも家庭の養育責任にも還元されない、教師
の生身の言葉が聞けたことによって、私は何
ものにも代えがたい、心強い味方を得たよう
な気がした。それ以降の私は、「学校に嫌わ
れないように努力する」「良い親を演じる」
ことを止めた。さらに「親」としての覚悟を
決め、不登校によって深く傷ついた我が子を
自信をもって守るために、教師と対話するこ
とを心がけた。こうした大学院での仲間たち
との出会いは、教師も人間だということを身
をもって感じた貴重な体験であった。

不登校の戦後史研究から神奈川県の教育への
関心
　不登校児の母親が家庭や学校との関係にお
いてどのような困難を抱えているかを修士論
文としてまとめた私は、その後、さらに自ら
の研究を深めたいという思いから、博士課程
に進学した。そして、現代の不登校問題の議
論に、戦後の知識人（専門知）・親・教師の
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不登校認識という歴史的視点が抜け落ちてい
るという問題意識をもとに、博士論文「戦後
日本における「不登校」の思想史的研究―精
神医学・臨床心理学・社会福祉の「専門知」
の検討から―」を提出した（ 2026年１月博士
学位取得）。その中で私は「神奈川県の不登
校」と題した一章を執筆した。内容は、戦後
の神奈川県の登校拒否への先進的な取り組み
と、湘南高校通信制教諭・駒崎亮太氏の70年
代から80年代の実践を検討したものであっ
た。戦後、文部省・日教組の政治的対立を超
えて神奈川県が行ってきた登校拒否・不登校
に対する独自の取り組みは、「中央」視点の
他府県の事例とは異なり、地域独自の教育を
生み出そうとする生身の人間の歴史として魅
力的に感じられた。
　こうして神奈川県の戦後教育史への関心が
もととなり、今回の教育討論会の参加となっ
た。「学習指導要領」について、普段保護者
がどれぐらい関心をもっているかは、想像に
難くない。恐らく多くの保護者は、「学習指
導要領」がどういうものか、どのように活用
されているかについて、「授業のプロである
先生に任せておくもの」という認識が多数派
ではないだろうか。少なくとも、私もかつて
はその一人であった。
　しかし、娘の不登校をめぐる学校との関わ
りや、不登校の戦後史を紐解いていくうち
に、「学校の中で何が行われているかを知り
たい」という興味が湧いてきた。思えばこれ
までの私は、日本の教育は今どのような方向
に向かおうとしているのか、またその内容に
対して現場の教師がどのように考えているの
か、という学校の中身についてはほぼ無関心
であった。PTAの存在意義が保護者の中で
希薄となっていくなか、今後、保護者と学校
を結びつけるものとはいったい何だろうか。
我が子が学校でどのような指針のもとに教育
がなされているのか、関心がある親は少なく
ないだろう。それなのに、なぜ「学習指導要
領」の議論から保護者が遠ざかっているのだ

ろうか。そんな素朴な疑問に向き合ってみた
くなった。

「現場の知恵」を結集させる
　冒頭から、参加者のお一人である元校長の
男性の言葉が強く印象に残った。男性による
と、校長時代にある集会でNPOとの連携の
取り組みを語った際に、その取り組みに関し
て、元文部科学大臣の下村博文氏から、質問
を受けた。それは「学習指導要領に書いてい
ないことがなぜ学校でできたのか」というも
のであった。男性はそのやりとりをふまえ、

「学校というのは計画通りにいかない側面が
あるので、計画通りに行かないときに行かな
いからほっぽっちゃうのではなく、この空白
部分を現場の知恵を集めて再構成していく」
ことの重要性を指摘した。また、経営学者
ミンツバーグの「計画的戦略は絶対に破綻す
る」という言葉を引用し、空白を補うための

「創発的戦略」が学校現場には必要とされて
いると訴えた。
　私は、男性の言葉が、学習指導要領に翻弄
される現代の日本の教師の率直な思いを代弁
しているように思えた。「現場のジレンマか
ら困って切り開いていく道がある」、「学習指
導要領がそのまま実行されるということでは
なくて、“現場のリアル”を大事にして、この
状況をどう捉えるか、この議論から新しい道
がみえたらいい」と語るその言葉には、学習
指導要領に対する一方的な反発ではなく、教
育現場のリアリティを無視した教育実践はあ
りえないという教職員からの切実な声として
受け止められた。
　私は、この元校長の男性の主張こそ、日本
の学校をめぐる議論に必要な思想なのではな
いかと感じた。学習指導要領の議論だけに限
らず、「多様」という言葉に包摂される外国
ルーツの子どもや不登校児童生徒への困難な
対応を考える際に、今まさに求められている
のは、文部科学省が主導する全国一律の明解
な模範解答ではなく、各学校・地域の個別性
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をふまえた学校・教師独自の実践ではないか
という思いを強くした。
　教育学の専門家である澤田稔氏によって説
明された次期学習指導要領の論点整理では、
同要領において「多様性の包摂」が強調され
る傾向が指摘された。なかでも不登校が、

「ごく特殊な事例と言っていられない」状況
を迎えていることから、不登校が特別支援教
育、外国ルーツの子どもなどと同様に「多様
性」の枠組みで解釈されていることが説明さ
れた。さらに文科省内では不登校は「学校の
外の問題ではなく、学校の中が問い直されて
いるという認識が共有されつつある」という。
　次期学習指導要領では、不登校の小中学生
に対して、「特別の教育課程」の新設も検討
されている。不登校児童生徒の個別の評価が
制度として導入された場合、入試への影響が
出ることから進路のために無理な心身の回
復を目指すこととなり、その結果バーンア
ウトしかねない状況も懸念されている（生駒 
2026）。次期学習指導要領の内容に注意深く
目を凝らすと、「多様性」という言葉に覆い
隠される形で、当事者の望まない「支援」が
行われるなど、不登校の子どもや家庭の自由
に対する権利侵害の可能性が潜んでいるよう
にも思われた。
　さらに次期学習指導要領において着目すべ
き点として、「教員負担への配慮の必要性の
強調」があげられていた。かつて学習指導要
領にこれほど大きな論点の柱として現場のリ
アルに言及されていたことはなく、３つの論
点（「主体的・対話的で深い学びの実装」「多
様性の包摂」「実現可能性の確保」）が机上の
空論に終わらないように、教員負担への理解
を示す意図があるという。
　私はこの点について、気になったことがあ
る。学習指導要領において教員負担に言及す
ることは、「教員がこれ以上働けない状況に
ある」ことを前提視している側面があり、学
校から様々な理由で気持ちが離れていこうと
する子どもについて、保護者と教師の連携を

阻止する危険性があるとはいえないだろう
か。子どもの状態を危惧する親が教員と話が
したいと思っても、これだけ多忙化が報道さ
れていれば、躊躇する家庭も出てくるだろ
う。学習指導要領を構想する立場からすれ
ば、教員負担への配慮を行うことは当然必要
なことではあるが、ここには教員独自の努力
が要請されるのみで、地域・家庭とも連携を
求める認識はほとんど見られないのである。
　続く、渡部裕哉氏（新羽高校）と中山拓憲
氏（大和高校）による学校現場の報告も、学
校や教師が直面する苛酷な現実に対しての理
解が深まる内容であった。学校というのは家
庭や社会から見ればある意味ブラックボック
スのような存在でもあり、現場の教員の方々
がどのような困難や葛藤を抱えているか、生
身の声として聴くことはほとんどない。
　両氏の報告に関して、事例として挙げられ
る高校について進路多様校や進学校などとい
った相違点があるものの、共通して感じたの
は、学習指導要領の指針が実践レベルで浸透
しているかどうか以前に、こうした政策の実
現が教員個人の努力や負担なしに成立しえな
い仕組みになっている、文部行政における教
員への責任転嫁のレトリックであった。
　中山氏からの報告でも「そもそも主体性っ
て何だろう」という言葉に象徴されるよう
に、学習指導要領に踊る言葉の中身が、教師
の中でも統一した認識として共有されていな
いことが明らかにされた。学習指導要領が提
示する「主体的」「主体性」といった言葉を、
従来の授業の中でいかに具現化していくの
か、生徒の社会生活や家庭の文化が多様にな
った現代社会において、教員のみならずそれ
は誰にとっても容易に応えられる問いではな
いだろう。

市民としての教育思想の形成に向けて
　学力獲得の手前で足踏みを余儀なくされる
外国ルーツの子どもや性的マイノリティの生
徒といった多様な背景をもつ生徒たちに、知
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識網羅型の伝達を中心とする教育がもはや限
界であることは、先生たちはとうに気がつい
ている。学習指導要領に象徴される、文科省
からのトップダウン式の教育政策の「実装」
が、机上の空論を提示する文科省と、多様な
子どもの包摂を目指す日本社会との間にある
矛盾を学校につきつけ、教員を追いつめてい
る現実。教員の多忙化は、単なる業務量の負
荷による多忙化を意味していない。それは、
正解のない問いを学校・教師の責任のみに回
収する、日本社会全体の教育思想の欠如によ
る教員への責任転嫁を意味しているとも考え
られる。
　学校現場の苛酷さや、教員としての苦労を
私は経験していない。しかし、復員後郷里の
広島で社会科の授業作りに取り組んだ教育学
者の大田堯が、「教育はピープルのものだ」
と語ったように、長年生徒として、保護者と
して学校に育てられた私にとって、学校教育
は私にとって「地続き」のテーマである。ど
うすれば、この状況の中で、一人でも多くの
教師や生徒・保護者が救われるのか、日々の
教育に喜びを見出せるのかを考えている。
　その希望の一つは、今回の教育討論会のよ
うな機会が、全国のあらゆる地域で、教師や
保護者、生徒の枠を超えて行われていくこと
ではないだろうか。あるいは、学校の中で、
家庭の中で、教員間、家族間で本音を出し合
っていくことではないだろうか。臨床心理学
者の河合隼雄は、ユング派分析家として知ら
れるが、ユングの概念を引用し、人間にはそ
もそも「対極性」があると説いた。つまり、
ひとつの社会、ひとりの人間の中には、二つ
の対極的な考えがあるということを前提視す
る見方である。河合の論に準ずれば社会、家
庭、学校など自分が身を置く世界に閉じず
に、異なる意見を出し合いながら、学校・家
庭独自の思想を形成していくことが今こそ求
められているのではないだろうか。共に苦し
む教師・保護者・子どもが連携していくため
に、「政策」ありきではない、「人間性」あり

きの学校現場を実現するための方法を、一市
民として、また研究者として語り合い、考え
続けていきたい。

（みずたに　ちかげ　立命館大学非常勤講師）
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■はじめに
　中央教育審議会教育課程企画特別部会は、
2025年９月25日に「教育課程企画特別部会

『論点整理』」（以下、「論点整理」）を公表し
た。「論点整理」をもとに各ワーキンググル
ープでの審議が行われ、2026年８月頃の「審
議まとめ」によってほぼ結論が出る（ 2026年
度中に出される中教審答申が最終結論とな
る）。研究所が企画した教育討論会（ 2025年
11月15日）も「論点整理」を議論の土台とし
ている。本稿では、９月25日以降の総則・評
価特別部会や各教科等ワーキンググループに
おける議論を踏まえた内容の更新も可能な限
り反映させて「論点整理」をまとめ、考察を
試みた。

■�第一章　次期学習指導要領に向けた基本的
な考え方

１．改訂論議を貫く三つの方向性
　第一章では、四角囲みで次の文章を置いて
いる。

　生涯にわたって主体的に学び続け、多
様な他者と協働しながら、自らの人生を
舵取りすることができる、民主的で持続
可能な社会の創り手を「みんな」で育む
ため、
①「主体的・対話的で深い学び」の実装
（Excellence）
（※）「Excellence」は、「主体的・対話的で深い学

び」の実装により実現される質の高い教育を意味

する。

②多様性の包摂（Equity）

③実現可能性の確保（Feasibility)

の３つの方向性を踏まえて議論を行う。
これらの３つの方向性に基づく改善は、
教育課程内外のあらゆる方策を用いつ
つ、三位一体で具現化されるべきもので
ある。

①「主体的・対話的で深い学び」の実装
（Excellence）は、現行の「主体的・対話的
で深い学び」の一層の具現化・深化を図るも
のとされ、「学習指導要領の目標・内容の構
造化・表形式化・デジタル化」「学びに向か
う力、人間性等の重要概念の整理」などによ
って「分かりやすく、使いやすい学習指導要
領」を目指すとしている。「生きて働く『確か
な知識』」を習得すること、「学びに向かう力、
人間性等」を育成することが重要で、「主体
的・対話的で深い学び」の実装を「次期学習
指導要領に向けた第一の方向性」とした。デ
ジタル学習基盤の活用は、育成すべき資質・
能力が十分に意識されないことで「深い学び」
につながっておらず、「道半ば」としている。
②多様性の包摂（Equity）は、「多様な個

性や特性、背景を有する子供」が多くなるな
か、「個性が輝く教育の実現を目指すもの」
であり、「第一の方向性と両立させることが不
可欠な第二の方向性」であるとしている。
　「裁量的な時間をはじめとする調整授業時
数制度の創設」、「学年区分の取扱いの柔軟
化」、「高等学校段階における単位制度の柔軟
化」、「不登校児童生徒や特定分野に特異な才
能のある児童生徒のための特別の教育課程編
成を可能とする制度の創設」等により、教育

教育研究所

次期学習指導要領について
― 中教審「論点整理」を読む ―
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課程全体を包摂的な仕組みに改め、具現化を
図るとした。「こうした取組は、一人一人の
個性や特性、背景を踏まえた対応が可能な仕
組みを整えるという意味で、公正性（equity）
の拡大と言える」としている。
③実現可能性の確保（Feasibility）は、「第

一・第二の方向性の両立を支え、実現可能
とする観点」とされ、デジタル学習基盤の充
実、教科書等の改善、総合的な勤務環境整備
とも相まって「審議全体に通底させるべき第
三の方向性」であるとされる。今後の検討の
すべての分野で「教師に過度な負担・負担感
が生じないような、持続可能な在り方」を追
求し、「余白」（教育の質の向上のための時間
的余裕）を創出することで豊かな学びにつな
げていくとしている。

　３つの方向性は、「多様な子供たちの『深い
学び』を確かなものに」と表現される。第一
の方向性は「深い学び」に、第二の方向性は

「多様な子供たち」に、第三の方向性は「確か
なもの」に対応する。第一と第二の方向性を

「確かなもの」にするための第三の方向性は、
「学びをデザインする高度専門職としての教
師」「デジタル学習基盤をはじめとする基盤
整備」「『裁量的な時間』をはじめ柔軟な教育
課程による余白」「総合的な勤務環境整備」
を土台とする。
　第一章「スライド５」の図では、３つの方
向性を「三位一体で具現化」し、「多様な子供
たちの『深い学び』を確かなものに」するこ
とで、「生涯にわたって主体的に学び続け、多
様な他者と協働しながら、自らの人生を舵取
りすることができる民主的で持続可能な社会
の創り手をみんなで育む」ことへと向かうイ
メージが表現されている。ここでの「みんな」
は、教職員、子ども、保護者、地域住民、地
方公共団体の職員、民間の担い手も含まれ、
「社会に開かれた教育課程」や「個人と社会の
ウェルビーイングの実現」といった理念につ

ながっていく。

２．自らの人生を舵取りする力と民主的な社
会の創り手育成
　文科省が諮問した「学校の正解主義や同調
圧力からの脱却」の背景にある社会全体の構
造変化がまず記されている。
●皆と同じことができること以上に、独自の
発想や視点に価値が置かれるようになってき
た。
●主体的に学びに向き合えていない子どもが
多くなっている。
●入試による動機付けが変化し、学びの動機
づけをアップデートする必要がある。
●労働市場の流動化、就業期間の長期化など
により「自らの人生を舵取りできる力」が不
可欠となっている。
●社会分断の可能性等があり、主体的に社会
参画する「民主的な社会の創り手」の育成が
課題になっている。
　こうした課題への対応として、一人ひとり
の「好き」（興味・関心）を育み、「得意」を伸
ばしながら学び全体への動機づけを図ってい
く取り組みと当事者意識をもって自分の意見
を形成し多様な他者と対話や合意を図る取り
組みを同時に進めていくとした。

■第二章　質の高い、深い学びを実現し、分
かりやすく使いやすい学習指導要領の在り方
　学習指導要領そのものの記述方法や構造を
見直し、「分かりやすい」「使いやすい」学習
指導要領としていく方向性を打ち出した。
（１）高次の資質・能力１）をもとにした一層
の構造化・表形式化・デジタル化
　児童生徒に育むべき資質・能力を分かりや
すく示し、教師が「深い学び」を具現化する
ための使いやすい学習指導要領とするための

「構造化・表形式化・デジタル化」を一体的
に進めていく（記載をスリム化し、表形式や
箇条書きを活用して俯瞰しやすくし、デジタ
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ル学習指導要領を追求する）としている。当
初の「論点整理」で示された各教科等の「中
核的な概念の深い理解」「複雑な課題の解決」

（総称して「中核的な概念等」）は、総則・評
価特別部会の議論を踏まえ、「知識及び技能
に関する統合的な理解」「思考力、判断力、
表現力等の総合的な理解」（総称して「高次
の資質・能力」）に更新された。

（２）「学びに向かう力、人間性等」の再整理
　日本の児童生徒は、自信がなく、社会参画
の意識が弱いなど、「学びに向かう力、人間
性等」の涵養は「道半ば」であるため、ウェ
ルビーイング２）やエージェンシー３）について
整理し、「学びに向かう力、人間性等」につ
いて再整理を行うとしている。
　「まず考えてみること、行動してみること」
等も「学びに向かう力、人間性等」の要素に
位置付け、「初発の思考や行動を起こす力・好
奇心」「学びの主体的な調整」「他者との対話
や協働」「学びを方向付ける人間性」の４要素
により整理するとしている。

（３）「見方・考え方」の再整理
　各教科等の「見方・考え方」は解説を読ま
ないと分からなかったので、「見方・考え方」
を「各教科等を学ぶ本質的な意義の中核」に
焦点化したうえで学習指導要領本体に位置付
け、資質・能力の育成を導くとともに、より
よい社会や幸福な人生に繋げていけるように
するとしている。

（４）デジタル学習基盤を前提とした学びの
在り方　学習指導要領と「個別最適な学びと
協働的な学び」の関係の在り方
１．デジタル学習基盤を前提にした改訂の方針
デジタル学習基盤は、多様な子どもたちの

包摂性を高め、教師にとって持続可能な形で
主体的・対話的で深い学びのための学習環境
デザインを実現できる。また、合理的配慮の

基盤としても働くとしている。
２．「主体的・対話的で深い学び」と「個別最
適な学びと協働的な学び」の整理
　「対話的な学び」と「協働的な学び」、「個
に応じた」と「個別最適」などの用語の並立
よる混乱が生じないように整理すべきとして
いる。「教師主語の視点」（教師による工夫と
いう視点）と「学習者主語の視点」（子どもの
自己調整と個々の多様性に応じていく視点）
をバランスよく記載すべきとした。

■�第三章　多様な子供たちを包摂する柔軟な
教育課程の在り方

　現場の多様なニーズに応えるため、「学校
が教育課程を柔軟にデザインできる仕組み」
の導入を求めている。
（１）検討の前提（児童生徒の実態と現行制度
の枠組み）
　「多様性の包摂」の必要性について以下の
スライドなどを用いて情報提供を行ってい
る。公立高校の現場では、統廃合が進み、

「公立中学校と同様の多様性が高校でも生ま
れやすい」と指摘している。

（２）義務教育段階
　義務教育段階での「学校が教育課程を柔軟
にデザインできる仕組み」の代表例として、

「調整授業時数制度」の創設がある。これは、
特定の教科の授業時数を弾力的に削減し、そ
の時間を探究活動や苦手克服、個別支援など
に利用できる制度である。

文部科学省（2025）
「教育課程企画特別部会　論点整理」（スライド27）より。
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（３）高等学校段階における教育課程の柔軟化
１．教科・科目の柔軟な組み替え（特例校制
度の一般化）：必履修を含む科目の履修の一
部又は全部を、一定の要件の下、同一教科の
他科目や学校設定科目等で取り扱うことを可
能とする。イメージ例として、以下のような
ものが挙げられている。
①必履修科目と関連する選択科目を組み合わ
せた科目を創設。例）化学基礎と化学を一つ
の科目として複数年で履修。
②選択科目の中で、必履修科目の一部を取り
扱う。例）数学Ⅱの中で数学Ⅰの一部の内容
を一体的に扱う。
③学校設定科目の中で、必履修科目の一部を
取り扱う。例）データサイエンスで探究を行
う学校設定科目で情報Ⅰの内容を扱う。
２．標準単位数の細分化による教育課程：学
習量を変えずに単位計算を細分化（現行の74
単位を分割し148単位とする）して、学期ご
とに単位認定できるように、きめ細かい増
単・減単について検討すべきとした。
３．標準単位数の細分履修の柔軟化：生徒の
学校生活に余白を生み、個々の進路希望や心
身の状態などに応じて柔軟な学習や活動がで
きるように、週当たり授業時数の標準（週30
コマ）について示さないこととする方向性を
示している。
４．科目の履修を免除する仕組みの創設：入
学時点で高度な外国語の運用能力を有してい
ることが外部試験で明らかな場合など、特定
の必履修教科・科目について既にその内容を
十分に修得していると判断できる生徒が在籍
する場合には、各学校や教育委員会の判断に
より、当該教科・科目の履修を免除可能とす
る仕組みを整えるべきとしている。
５．適切な運用を確保するための方策など：
１～４の仕組みを進める中で、不適切な運用
を防ぐための方策を検討すべきとした。
　１～５の仕組みが相まって、全・定・通の
相互乗り入れ、学年による教育課程の区分を

設けない単位制高校への移行、高校間での単
位互換や地域留学、産学連携のカリキュラム
開発、高等教育機関と連携した単位認定等の
実施がしやすくなるよう検討すべきとしてい
る。

（４）個別の児童生徒に係る教育課程の編成・
実施の仕組み（※特別支援教育に関しては第
７章（４）において整理）
①不登校児童生徒について：個々の児童生徒
の実態に配慮した特別の教育課程を編成・実
施可能とする仕組みを新設する方向で検討す
る（「学びの多様化学校」とは別途に新設）。
②特定分野に特異な才能のある児童生徒につ
いて：学校外の機関とも連携し、特性等に応
じた高度な内容を取扱う場合等において、特
別の教育課程を編成・実施可能とする仕組み
を新設する方向で検討する。
③日本語指導が必要な児童生徒について：表
面的な日本語指導を脱却する「資質・能力の
育成のための新たな日本語指導」（仮称）を
再定義し、特別の教育課程に位置付け、考え
方や指導内容・方法等を含め国が全体像を示
す方向で検討する。

■�第四章　情報活用能力の抜本的向上と質の
高い探究的な学びの実現

（１）情報活用能力の抜本的向上
　小学校の「総合的な学習の時間」への「情
報の領域（仮称）の付加」、中学校における

「情報・技術科（仮称）」の創設など、情報教
育を拡充する方向が示されている。高校段階
では、情報科の内容を更に充実する方向で検
討すべきとしている。その際、高等教育段階
の動向も踏まえ、「特性の理解」（情報技術の
特性の科学的な理解に関すること。コンピュ
ータの仕組み、データ活用など）を身に付け
られるよう検討すべきとしている。

（２）質の高い探究的な学びの実現
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　「総合の直面する主な課題」を指摘した上
で、小中高を通じての方向性として以下の点
が示されている。
●小・中学校での総合の名称について検討す
べき。●探究のプロセスが基礎的・基本的な
内容の習得の必要性を感じさせ、両者が往還
して高まっていくように示すべき。●児童生
徒任せではなく、教師が指導性を発揮し、基
礎的・基本的な内容を踏まえつつ、探究的な
学びの質を高めていく。●情報活用能力を探
究的な学びの基盤とし、探究と情報の双方の
観点から大幅な改善を図る。●教育の質向上
と教師の負担軽減を両立させる方策を検討す
べき。

■�第五章　「余白」の創出を通じた教育の質
の向上の在り方

　児童生徒・教員の「負担を軽減しつつ教育
の質を高める余白の創出」について論じられ
ている。「余白」とは、「時間的・制度的なゆ
とりや裁量」を指し、従来の細かな授業時数
や画一的な運用からの脱却が強調されてい
る。例えば、教科書の内容を精選し、「教科
書『を』教えるから、教科書『で』教える」へ
と改善することで「余白」を創出するとして
いる。
　高校においては、入学者選抜の学力検査や
調査書の在り方の質的改善、多様な選抜の必
要性を指摘している。「教科書を全て教えな
ければならない」という網羅主義を脱して、
教師・生徒の負担を軽減するための高校入試
の改善を進めていくべきとした。

■�第六章　豊かな学びに繋がる学習評価の在
り方

　「学習評価の現状と課題」で、以下の課題
を挙げている。
１．指導と評価の一体化は道半ば：学習途中
での「学習改善等に生かす評価」（形成的評
価）と事後的な評価としての「記録に残す評

価」（総括的評価）が区別されず、学習評価
が評定に向けて行われている。
２．「主態」評価の理解の難しさ：ノート提
出など形式的な勤勉さの評価に留まってい
る。振り返りによる評価は教師の負担が大き
い。
３．評価場面の精選は十分進まず：毎回の授
業で「記録に残す評価」を行うなど、評価に
過度な労力が割かれ、学習や指導の改善に注
力できていない。
４．多面的・多角的な評価は十分広がってい
ない：中高では入試等で成績が活用されるた
め、「知・技」および「思・判・表」の両方を
ペーパーテストのみで評価している。
５．学びに向かう力、人間性等の再整理との
関係：前回改訂時、学習指導要領告示後に学
習評価ＷＧが「粘り強さ」「自己調整」という

「主態」評価の二側面を提示した。この結果、
「粘り強さ・自己調整」のみで「学びに向かう
力、人間性等」が理解されてしまった。
６．中核的な概念等との関係：教師が深い学
びを実現する授業のイメージを持つことがで
きるよう、「中核的な概念等」を用いた学習
指導要領の内容の構造化が求められる（その
後、「中核的な概念等」は、「高次の資質・能
力」に置き換えられた）。
７．柔軟な教育課程との関係：「調整授業時
数制度」により生み出された時間を「裁量的
な時間」とし、児童生徒に応じた学習支援に
充てる方向性を示している。

　評価の在り方についての具体的な方向性と
しては、以下の4点を挙げている。
１．個人内評価への変更
　「学びに向かう力、人間性等」は、評価観
点として存置しつつ、各教科毎に「目標準拠
評価」として行うのではなく、教育課程全体
を通じた「個人内評価」として行う方法に改
める。過度な評価材料集めを抑制し、「多様
な子供たち一人一人の良さや成長を自然な形

次期学習指導要領について　― 中教審「論点整理」を読む ―
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でみとり、肯定的に評価できるようにすべき
（総合所見欄等に反映）」とした。
２．思考・判断・表現の評価への付記
　教育課程全体を通じた個人内評価を基本と
しつつも、思考・判断・表現の過程で、「学
びに向かう力、人間性等」の各要素のうち、
具体的に見取ることができる要素が特に表出
した場合には、「思・判・表」の観点別評価
に「◯」を付記する方向で検討すべきとして
いる。これにより、「思・判・表」の評価で、
ペーパーテストに偏重した現在の評価が改善
され、論述・レポート・作品製作等の「学び
の主体的な調整」が求められる評価課題の重
視や、それらを核とした授業改善につながる
としている。
　１．２．の方向性によって、不登校児童生
徒について「主態」の評価を付けづらく、評
定もつけられないという実態の改善が期待で
きるとしている。
３．高次の資質・能力との関係
　各教科等の「高次の資質・能力」の粒度や
示し方についての検討の中で、学習評価につ
いても整理を行っていく。今後、総則・評価
特別部会において並行して議論していく。
４．評価の頻度やタイミング
①評定への総括は、学年末にのみ行うことが
可能であることを明確に示し、学期中は「学
習改善等に生かす評価」を中心に、評価の役
割分担を明確化し、その趣旨・方法等につい
て教師や保護者に向けて分かりやすく周知し
ていく。
②　①の方策は、ある単元・学期でうまく学
べなかった子どもに、その後の学習による挽
回の機会を提供でき、「裁量的な時間」の活
用による一人ひとりに応じた学習活動とも親
和的であるとしている。

■第七章　その他 諸課題に関する事項
　第七章では、それまでの章で扱われていな
い個別の重要事項についての整理がなされて

いる。論点として以下のものが挙がってい
る。「カリキュラム・マネジメントの在り方」

「高等学校入学者選抜」「産業教育」「特別支
援教育」「幼児教育」「子供のより主体的な社
会参画に関わる教育の改善」である。（第７
章についてはワーキンググループの動向を踏
まえ、次号で検討していく）

■�第八章　今後の検討スケジュール・検討の
在り方等

　今後の「検討・審議スケジュールやプロセ
ス」が整理され、「2026年度中の答申取りま
とめ」を目標とした工程が示されている。併
せて、検討のためのワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）や専門部会の役割分担も明記されている。

■考察
ａ．「論点整理」では、３つの方向性をまと
めて「多様な子供たちの『深い学び』を確か
なものに」と表 現 している。「多 様 な子 供
たち」から始まる一文だが、多様性の包摂

（Equity）は「第一の方向性」ではなく、「深
い学び」の次に来る「第二の方向性」となり、
公正性（equity）は普遍化ではなく「拡大」と
いう形で整理されている。資質・能力の向上
をめざす「第一の方向性（Excellence）」によ
って、学習指導要領への「社会モデル」の導
入として期待される「多様性の包摂」がどの
ような影響を受けるのかは注意しておく必要
があるだろう。「多様な児童生徒をそれぞれ
の場に分けて、それぞれで深く学べばいい」
という方向へと進むことに対する懸念もある。
ｂ．第一と第二の方向性を「確かなもの」に
するための第三の方向性は、「学びをデザイ
ンする高度専門職としての教師」「デジタル
学習基盤をはじめとする基盤整備」「『裁量的
な時間』をはじめ柔軟な教育課程による余白」

「総合的な勤務環境整備」をその土台として
いる。専門職としての教師たちが、学習基盤
を整備し、余白を創り出して、総合的に自分
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たちの勤務環境を整備していくということに
なるのだろうか。「総合的な勤務環境整備」
の内容を明確にしていかなければならないだ
ろう。
ｃ．第七章の諸論点では、注目すべき、踏み
込んだ内容も確認できる。例えば、「特別支
援教育」では、通級による指導で各教科の指
導を行うことや授業時間数の上限の見直しな
どに触れており、「子供のより主体的な社会
参画に関わる教育の改善」では、学級内の多
様性を前提に共生社会の実現に向けた納得解
の形成の重要性について示唆している。
ｄ．「論点整理」は、まず９月５日に「論点整
理（素案）」として示された。９月25日に公
表された「論点整理」は、「論点整理（素案）」
に修正が加えられたものである。この修正
で、第一章「スライド５」と第八章「スライ
ド105」に大きな異同がみられた。
　「スライド５」では、「生涯にわたって主体
的に学び続け、多様な他者と協働しながら、
自らの人生を舵取りすることができる民主的
で持続可能な社会の創り手をみんなで育む」
が明確な目的として示される形に修正された。
　「スライド105」では、「論点整理（素案）」
にはなかった文言が加えられた。その一文
は、中教審と文科省が次期学習指導要領を社
会全体（「みんな」）が理解できるようにし、
浸透させ、教師、学校、教育委員会が、現時
点から次期学習指導要領への見通しを持って
取り組めるように方策を尽くすと宣言してい
る。見方を変えると、現場サイドも次期学習
指導要領の理解と浸透について今から考え、
取り組んでいくべきであるといった旨を加筆
したということになる。

（教育研究所）

次期学習指導要領について　― 中教審「論点整理」を読む ―

注
１）資質・能力は、前回の改定で各教科等の目標・内容

が「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、
「学びに向かう力、人間性等」の３つの資質・能力の
柱で整理されている。「高次の資質・能力」は、個別

の資質・能力が深まることで至る「知識及び技能に
関する統合的な理解」や「思考力、判断力、表現力
等の総合的な発揮」を指し示すもので、個別の資質・
能力との関係で重要性の軽重を意味するものではな
い、とされる。知識や技能は、それが生きて働くよ
うに、社会や生活で直面する未知の状況でも課題
解決につなげていけるよう「質」を高めることが重
要で、また、ある程度の知識・技能なしに思考・判
断・表現することは難しく、思考・判断・表現を伴
う学習活動なしに、知識の深い理解や技能の確かな
定着は難しい、としている。当初の「論点整理」で
は、これが「タテ・ヨコの関係」として表現されて
いた。

２）ウェルビーイングは、「文部科学省の第4期教育振興
基本計画【概要】（令和5年度～９年度）」（令和５年
６月16日閣議決定）によれば、「身体的・精神的・社
会的に良い状態にあること。短期的な幸福のみなら
ず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続
的な幸福を含む概念」ということになる。

３）ＯＥＣＤ「Learning Compass 2030」における「エー
ジェンシー（agency）」の考え方を要約すると、「自
分と社会の未来に責任をもって働きかけていく力」
であり、単なる主体性や自主性ではなく、自ら意味
を見いだし他者と関係を結びながらよりよい社会を
つくる方向へ行動する倫理性・社会性を含んだ能動
性を指す。
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　www.mext.go.jp/content/20250904-mxt-kyoiku-000043994
　_03.pdf
文部科学省中央教育審議会教育課程部会教育課程企画特
　別部会　論点整理（2025年９月25日）。https://www.mext.
　go.jp/content/20251225-mxt_kyoiku01-000045057_01.pdf
文部科学省中央教育審議会教育課程部会教育課程企画特
　別部会　論点整理　ポイント：詳細版（2025年９月25
　日）。https://www.mext.go.jp/content/20260129-mxt_
　kyoiku01-000045057_6.pdf
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古　壕　典　洋

はじめに
　先日、会議の休憩時間に、進路指導を担当
されている高校の先生と立ち話をしました。
雑談を交わすうちに、大学へ進学した生徒た
ちがその後どのように過ごしているのか、と
いう話になりました。
　「正直、大学や答申の話までは追いきれな
くて……」。そう言って間をおき、先生は穏
やかに続けました。「あの子たち、大学でち
ゃんと学べているのかな、とふと思うことが
あるんです」
　その言葉を耳にして、わたしは黙ってしま
いました。大学で教える立場として、高校の
先生方が寄り添いながら送りだしてこられた
生徒たちの“その後”に、わたしはどこまで向
きあえているのか。そんな問いが、胸の内に
そっと残りました。
　本稿でとりあげる中央教育審議会の答申

「我が国の『知の総和』向上の未来像～高等教
育システムの再構築～」（令和7年2月21日）
は、その名称から、「大学の話」「高等教育の
制度の話」と受けとられがちです。
　ただ、学生と接するなかで、この答申が高
校教育とも深くつながっているのではないか
と感じるようになりました。
　本稿ではこうした実感をもとに、「知の総
和」答申を高校の学びとの関係から読みなお
してみたいと思います。

１．「知の総和」が問いかけるもの
　「知の総和」という言葉は少し堅く、教室
での生徒の姿や授業中のやりとりを思い浮か
べると、ぴんとこない表現に感じられるかも
しれません。

　答申では、「知の総和」を、一人ひとりが
学びながら力を伸ばし、それを社会で生かし
ていくことによって生まれる、社会全体の知
の力の集まりとして説明しています。その大
きさは、「人の数」と「人の能力」を掛けあわ
せたものとされています。
　少子化が進むなかで、「人の数」が減って
いくことは避けられない前提となっていま
す。答申は、少子化をはじめとする社会の急
激な変化が、産業や文化、地域のあり方な
ど、幅広い分野に影響を及ぼしている現状を
正面から示しています。
　こうした現実を前に、あらためて考えたい
のは、その先に一人ひとりがどのような力を
身につけ、それを社会でどう生かしていくの
かという点です。
　ここで言う「力」は、テストの点数や知識
の量だけをさすものではありません。自分で
問いを立て、すぐに答えがでなくても考え続
け、他者と対話しながら意味をつくっていく
力、つまり「学び続ける力」です。
　高校卒業は、学びのゴールなのでしょう
か。それとも、その後も続いていく学びの一
つの節目なのでしょうか。
　大学での学びは、これまでに積み重ねてき
た学びを土台にしながら、それを広げたり、
組みなおしたり、ときには立ちどまって問い
なおす営みです。
　高校と大学を分けて考えるのではなく、「ひ
とつながりの学び」としてとらえなおしてみ
ること。そこに、「知の総和」という考え方
がわたしたちに投げかけている問いがあるよ
うに感じます。

「それ、じつは高校の話です」
― 生徒の“その後”から読む「知の総和」答申 ―
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２．高校の学びを考えるために
　答申では、「知の総和」を高めていくため
の高等教育政策の目的として、「質」の向上、

「規模」の適正化、「アクセス」の確保という
三つが示されています。
　これらは大学に限った話ではなく、高校で
の授業づくりや進路指導を考えるうえでも、
多くのヒントを与えてくれます。この三つの
目的を順にみていきましょう。

（１）学びの実感はいつ生まれるのか
　一つ目の「質」の向上とは、教育や研究の
内容を高めることで、一人ひとりの力を引き
だしていくことだとされています。質の高い
教育によって、学生が自分自身の学びの成長
を実感し、主体的に学ぶ姿勢を身につけてい
くことが重視されています。
　大学でどのような学びを経験し、そのなか
でどんな力が育まれてきたのかといった点
が、これまで以上に大切に受けとめられるよ
うになっています。
　わたしは、勉強が得意な生徒ではありませ
んでした。暗記中心の学習にどこかしっくり
こないまま、成績もほぼ平均的。「なぜ学ぶ
のか」と深く考える余裕もないまま、「とり
あえず大学へ」という気持ちで進路を決めま
した。
　大学に進んでからもしばらくのあいだは、
自分が学んでいるという実感をなかなか得ら
れずにいました。講義を聞き、ノートを取
り、試験前に覚える、そんな学び方をくりか
えしていたように思います。
　そんななか、ある授業で「答えがなくても
大丈夫だから、いま考えていることを書いて
みよう」と言われたことが、わたしにとって
大きなきっかけになりました。評価を気にし
て考えるのではなく、考えること自体が学び
なのだと示されたとき、ようやく自分も学び
の場に居場所を見つけられたように感じまし
た。
　「質」の向上は、大学の課題であるととも

に、高校でどのような学びが育まれてきたの
かを、見つめなおすことにもつながっている
のではないでしょうか。

（２）進路指導はなにを支えるのか
　二つ目の「規模」の適正化とは、社会に必
要な高等教育の機会を、量の面でも確保して
いくことをさします。大学への進学率はこれ
まで徐々に高まっており、今後もしばらくは
その傾向が続くと見込まれています。
　他方で、少子化により18歳人口は減少して
いく見通しです。そのため、「知の総和」を
高めるには、大学全体の規模を時代に応じて
調整するとともに、社会人や外国人留学生な
ど、18歳以外の学び手を受け入れていくこと
が重要だとされています。
　少子化の影響で、大学の定員や学部の再編
に向けた動きも進んでいます。こうした変化
は大学だけの問題ではなく、生徒がどのよう
な進路を思い描けるのかという点で、高校の
現場にも静かに影響を与えています。
　このような状況をふまえると、進路指導の
あり方も、あらためて考えてみる必要がある
のかもしれません。進学の可能性を示すこと
にくわえて、生徒と一緒に、「なにを学びた
いのか」「どう学びたいのか」を考えながら
進路を描いていくことは、これからの進路指
導において、どのような意味をもつのでしょ
うか。

（３）「学びたい」をあきらめさせない
　三つ目の「アクセス」の確保とは、地域や
家庭の状況などにかかわらず、学ぶ意欲のあ
る人が誰でも高等教育を受ける機会を保障し
ていくことです。現状では、性別や居住地、
家庭環境によって進学のしやすさに差がある
ことが指摘されています。
　こうした格差が将来に引き継がれないよ
う、「学びたい」という思いをもつ生徒が、
経済的な事情や環境のちがいを理由に進学を
あきらめずにすむ社会をめざすことが大切だ

「それ、じつは高校の話です」　― 生徒の“その後”から読む「知の総和」答申 ―
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とされています。
　高校時代、合格を手にしながらも進学を
断念した友人がいました。当時は「しかたが
ない」と受けとめられていましたが、答申で
は、そうした状況を個人の問題にとどめず、
社会全体で解決していくべき課題として位置
づけています。

（４）学びをどうひらいていくか
　「質・規模・アクセス」という三つの目的
は、つねにきれいに両立するものではないよ
うです。質を高めようとすると学ぶ場が限ら
れ、機会を広げようとすると環境づくりが課
題になります。
　こうしたなかで、生徒にどのような進路の
可能性を示していけるのか。学校や地域ごと
の実情に目を向けながら、その答えを一緒に
考えていくことが求められているかもしれま
せん。

３．「学修者本位」という言葉の重さ
　答申のなかで、とくに印象に残る言葉のひ
とつが「学修者本位」です。これは、先生が
なにを教えたかよりも、学ぶ人がなにを学
び、その学びを通してどのような力を身につ
けていったのかを大切にする考え方です。
　そこには、学修者の目線に立ち、一人ひと
りが自分の学びに意味や手応えを感じなが
ら、次の学びへと進んでいけるような教育に
変えていく、という思いが込められています。
　学生が自分で問いを立て、自分の学びを言
葉にしながら、その成長を実感できているか
どうか。そうした点に、大学はあらためて向
きあうことが求められています。
　先ほどふれたように、学生時代のわたし
は、「先生が求めている答え」を探すことに
意識が向きがちで、自分がなにを考えている
のかは後回しになっていました。大学で教え
るようになったいま、気づかないうちに、「答
えを当てること」に学びが傾いてしまっては
いないかと、ときどきふりかえることがあり

ます。
　この「学修者本位」という考え方は、高校
での学びとも自然につながっています。日々
の授業のなかで、生徒が「自分で考えていい」

「問いをもっていい」「考え途中でも受けとめ
てもらえる」と感じる経験を、どれくらい重
ねられているでしょうか。
　大学での学びが生きたものになるかどうか
は、そうした高校段階での学びの積み重ねに
支えられているように感じます。

４．進路は一度きり？
　答申では、18歳人口を中心に考えてきたこ
れまでの発想から、少しずつ視野を広げてい
く必要性も示されています。社会人や外国人
留学生、障害のある学生など、大学にはすで
にさまざまな背景をもつ学び手が集うように
なっています。
　こうした変化は、「一度きりの進路選択」
を前提としてきたこれまでの教育の考え方
を、見なおしていくことにつながっているよ
うに思われます。
　生徒たちは、進路を選ぶとき、「一度決め
た道から外れてはいけない」と、どこかで思
い込んでしまってはいないでしょうか。
　高校の現場には、進学や就職、あるいは一
度立ちどまるという選択を前に、悩みながら
答えを探している生徒の姿があると思いま
す。実際には、その後に進路を変えたり、学
びなおしたりしながら、自分なりの道を見つ
けていく人も少なくありません。
　そうした生徒の迷いは、「遅れ」や「決めき
れなさ」ではなく、「自分にとって大切なも
の」を見つけようとする過程なのかもしれま
せん。
　わたし自身も、学校の時間と自分の時間と
のずれに苦しみながら学んできましたが、そ
うした経験が、いまの学びや仕事につながっ
ているように思います。
　学びや進路は、一度決めたら終わりという
ものではなく、その時々で編みなおしていけ
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るものなのでしょう。やりなおしや学びなお
しが、生徒にとっても、わたしたちにとって
も、もっと自然に語られる教育であってほし
いと感じています。

５．高校の学びがあるからこそ
　神奈川県は、高校と大学、進学と就職、都
市部と地域が入り混じる場所です。高校と大
学がどのようにつながっているのかを考える
場面も多いかもしれません。
　答申が描くこれからの高等教育の姿は、大
学だけでつくれるものではないように思いま
す。高校で積み重ねられてきた学びや、生徒
がさまざまな思いを抱いて大学へ向かうその
歩みがあってこそ、大学もまた、「この学び
を受けとめたい」「ともに広げていきたい」
と思い、変わろうとすることができるのでは
ないでしょうか。
　大学のとりくみは、高校現場で育まれてき
た営みに、そっと背中を押されながら生まれ
ているように感じています。
　学生と接していて実感するのは、高校時代
にどのように学びと向きあってきたかが、大
学での学び方を大きく左右していることです。
すぐに正解を求めるのではなく、問いをもち
続けること。うまくいかない経験を引き受け
ながら考え続けること。わからなさの中にと
どまること。
　こうした「わからなさに耐える力」は、「ネ
ガティブ・ケイパビリティ」と呼ばれるもの
です。この力は、生徒が「見てもらえている」
と感じられる学びの環境のなかで、そしてま
た、教える側もその迷いや試行錯誤を引き受
けられる場のなかで、少しずつ育まれていく
ものだと思います。

おわりに
　「あの子たち、大学でちゃんと学べている
のかな」。その問いに、わたしはいまも答え
をだせずにいます。ただ、それは決して高校
の先生方だけが抱える問いではないと感じ

ています。生徒の“その後”を預かる大学もま
た、その問いに正面から向きあい、責任を引
き受けていくことが求められています。
　高校と大学は、どちらかが答えをもつ関係
ではなく、「ひとつながりの学び」をともに
支えていく関係でありたい。学生と向きあう
なかで、そう思うようになりました。
　「知の総和」答申は、制度を整えるための
文書であると同時に、教育にかかわるわたし
たち一人ひとりに向けた問いかけでもあるよ
うに思います。
　高校から大学へ、そしてその先の社会へと
続く学びのつながりを、現場にいるわたした
ち自身が日々の実践として少しずつ引き受け
ていくこと。それこそが、「知の総和」を高
める営みなのかもしれません。
　わたしたちは、生徒の“その後”に、どのよ
うにかかわり続けることができるのでしょう
か。

　（こぼり のりひろ　
　　　　星槎大学大学院教育学研究科・
　　　　　　　　　　　　　教育研究所員）

「それ、じつは高校の話です」　― 生徒の“その後”から読む「知の総和」答申 ―

引用・参考文献
中央教育審議会「我が国の『知の総和』向上の未来像～
　高等教育システムの再構築～」（答申、令和7年2月21日）。
帚木蓬生『ネガティブ・ケイパビリティ―答えの出ない
　事態に耐える力』朝日新聞出版、2017年。
松岡亮二『教育格差―階層・地域・学歴』ちくま新書、
　2019年。
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■はじめに
　2022年度の学習指導要領の改訂に伴い、

「総合的な学習の時間」は「総合的な探究の時
間」（以下「総探」）に変更された。県立Ａ高
校では、２年次の学習活動の中心に生徒個人
の興味・関心に基づく個別探究（いわゆる

「課題研究」）を据えており、その成果である
全生徒の要約レポート（Ａ４判で１～４枚程
度）が校内の電子図書館で公開されている。
　本稿の目的は、Ａ高校の生徒343人分のレ
ポートを用い、探究テーマの選択にいかなる
ジェンダー差や志向性が表れているかを検討
することにある。端緒となったのは、ある高
校の探究成果発表会に参加した本研究所員Ｂ
氏の「理系のテーマは男子、生活密着型や文
系テーマは女子というジェンダー差があるの
ではないか」という発言である。筆者の経験
上、テーマ選択の性差は感覚的に首肯できる
ものであったが、その実態を定量的に確認し
たことはなかった。以下、343件の探究テーマ
を分類・分析し、そこに潜む高校生のジェン
ダーと志向性を論じる。

■分類方法
　生徒343人のレポートタイトルについて、
研究目的を含むプロンプトを提示し、三つの
生成ＡＩに分類を依頼した。得られた分類案
をもとに筆者が11の大分類案に再構成し、最
大２分類までの重複帰属を認める条件で再度
Gemini（思考モード）に帰属判定を求めた。
その結果、200件以上が２分類に該当すると判
断されたが、筆者が実際のレポート内容を精
査したところ、主題が明らかに複合的である
事例はかなり限定されていた。筆者の判断で
41件のみを２分類とし、最終的に10の大分類
により全レポートの帰属を確定した。この分
類結果に生徒の性別情報を付加し、分類ごと
の性別比を算出したものが表１、レポートタ
イトル内の頻出語（キーワード）を集計した
ものが表２である。

■分類基準
　ここでは、分類コードごとに生徒の探究内
容（引用するタイトルは適宜改変した）にも
触れつつ、帰属判断の基準を説明する。
　レポートの多くは、いわゆる「調べ学習」

阪　本　宏　児

「探究課題にみるジェンダー」
― 生徒343人の探究テーマから「志向性」を読み解く ―

A B C D E F G H I J

スポーツ・身
体

心理・コミュ
ニケーショ
ン・言語

色彩・おしゃ
れ・販売戦
略

社会・政治・
経済・歴史・
若者論

芸能・現代
文化・エンタ
メ・流行

生活・健康・
食

自然科学・
環境・生態
系

技術・実験・
ものづくり

教育・学習
法

ペット・動物

競技、運動
能力、身体
構造、トレー
ニング、ス
ポーツ心理

内面、性
格、対人関
係、言葉の
性質

デザイン、
ファッショ
ン、メイク、
マーケティン
グ

地域、法制
度、文学、
ジェンダー、
現代経済

音楽、美
術、アニメ、
小説、SNS、
サブカル
チャー

睡眠、料
理、食品、
美容、日常
生活の知恵

植物、気
象、環境問
題、自然系
フィールド
ワーク

テクノロ
ジー、応用
科学、製
作、自己検
証

勉強法、暗
記、学校教
育、子ども、
教育問題

犬、猫、生き
物の生態

重複分類
による総
数と男女
別比率

レポート総数 343 42 24 43 56 79 30 24 39 32 15 384

12% 7% 13% 16% 23% 9% 7% 11% 9% 4%

男子 159 35 9 10 22 30 14 13 20 15 9 177

男子率 46% 83% 38% 23% 39% 38% 47% 54% 51% 47% 60% 46%

女子 184 7 15 33 34 49 16 11 19 17 6 207

女子率 54% 17% 63% 77% 61% 62% 53% 46% 49% 53% 40% 54%

大分類

分類コード

小分類
（含まれる具体的内容）

全体比率

表１　レポートの主題別分類
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やアンケート結果の集計にとどまり、タイト
ル上は複数の主題を含むようにみえても、実
際には単一の大分類に収まるものが大半であ
った。「総探」へ移行した今日、仮説を立て検
証する「課題研究」は広く導入されているも
のの、一般的な高校生にとってその実践は容
易ではない。この点は「課題研究」をめぐる
重要な課題であるが、今回は立ち入らない１）。

Ａ：スポーツ・身体（重複２件）
　「サッカーと心理」「野球における応援の効
果」等、自身が所属する運動部活動の競技と
心理の関係に着目した主題が際立つ。その内
容は、走者の有無と打撃結果の関係といった
競技特性の検証が多く、本コードのみに分類
した。「Ｊリーグが街にもたらす利益」のよう
なプロスポーツの経済効果に関する事例は、
コードＤと重複させた。

Ｂ：心理・コミュニケーション・言語（重複６件）
　「心理」はタイトルに頻出する語句（表２参
照）であるが、「血液型性格診断は当たってい
るか」（本コード単独）、「心理状態を良好に
するための服の選択」（コードＣ重複）のよう

に、人間の内面に主眼が置かれている事例を
本コードに分類した。言語系の主題では、オ
ノマトペと幼児教育に関する２件をコードＩ
と重複させた。

Ｃ：色彩・おしゃれ・販売戦略（重複７件）
　頭髪・ファッションなどが人に与える印
象・影響を調べた事例（「メイクが他者に与え
る影響」等）と、色彩やデザインがもたらす
視覚的効果を検証した事例（「POP広告にお
ける色選択」「消費者の目を惹くパッケージ
とは」等）が目立った。「女性参政権とファッ
ション」のように社会背景にまで踏み込んだ
事例はコードＤと、アイドルファンの消費行
動を追った事例はコードＥと重複帰属させ
た。

Ｄ：社会・政治・経済・歴史・若者論（重複７件）
　文学、生命倫理、ジェンダー、地域課題な
ど人文・社会科学系の主題を幅広く含む。

「コンビニ各社の残飯廃棄対策」のように社会
的意義と販売戦略を考察した事例はコードＣ
と、「スヌーピーと1950年代のアメリカ」の
ように作品を通じ社会背景に迫る事例はコー

「探究課題にみるジェンダー」　― 生徒343人の探究テーマから「志向性」を読み解く ―

キーワード 合計 男子 男子率 女子 女子率 備考

影響 32 13 40.6% 19 59.4%

関係 24 11 45.8% 13 54.2% うち「関係性」９

音楽 17 6 35.3% 11 64.7%

効果 17 6 35.3% 11 64.7% うち「効果的」４

高校生 16 6 37.5% 10 62.5%

心理 16 9 56.3% 7 43.8%

日本 16 4 25.0% 12 75.0% うち「日本語」２、「日本人」「日本一」「日本代表」各１

方法 15 8 53.3% 7 46.7%

流行 13 4 30.8% 9 69.2%

変化 12 4 33.3% 8 66.7%

曲 11 6 54.5% 5 45.5%

調査 10 4 40.0% 6 60.0%

色・色彩 10 3 30.0% 7 70.0%

睡眠 10 6 60.0% 4 40.0%

全体 343 159 46.6% 184 53.4%

表２　タイトルに含まれる頻出語



42 2026. 577№ねざす

ドＥと重複帰属させた。

Ｅ：芸能・現代文化・エンタメ・流行（重複９件）
　79件が帰属する最多の分類コードである。
特に音楽関連は47件に及び、「音楽」「流行」

「曲」は頻出キーワードでもある。恋愛観や世
相の変化に言及した歌詞分析はコードＤと重
複帰属させたが、タイトルが「ヒット曲と時
代」「日本で流行する音楽の変遷」等となって
いても、アンケート調査のまとめや概説にと
どまっている場合は、本コードのみの分類と
した。

Ｆ：生活・健康・食（重複15件）
　「朝心地よくおきるためには」「ストレスと
睡眠の質」等、睡眠・起床を主題とする探究
が過半数を占め（ 16件）、アプリを用いた自
己検証が特徴的である。そのため、コードＨ
との重複が10件（うち８件は睡眠の自己検証）
を数える。「課題研究」における課題設定と検
証方法の今日的な典型例といえそうである。

「調味料の防カビ効果」は生物実験としてコー
ドＨに重複帰属させた。

Ｇ：自然科学・環境・生態系（重複７件）
　「Ａ高校の植生」「○○川の水質と魚類」
等、植物の観察・栽培や河川の水質調査など
は、身近なフィールドワークとして本コード
に単独帰属させ、天然素材による絵の具作り
や地球温暖化対策を意識したエネルギー計測
のように製作・実験的要素が強い事例は、コ
ードＨと重複帰属させた。コードＪとの判別
については後述する。

Ｈ：技術・実験・ものづくり（重複21件）
　実験は検証手段の一つであるため、他コー
ドとの重複が過半数を占めた。コードＦと重
複させた睡眠・起床に関する自己検証のほ
か、「ペットの舌形のブラシ」（コードＪ重
複）、「環境にやさしいＵＶバリア」「昆虫の
飛び方に学ぶ風力発電」（ともにコードＧ重

複）等、生活密着型の製作や応用科学的な実
験が目立つ。シャボン玉の改良、果物の熟れ
方の実験などは本コードに単独帰属させた。

Ｉ：教育・学習法（重複６件）
　効率的な勉強法や暗記術が半数の16件（英
語に関する事例が６件）を占め、生徒の切実
な要求が反映されている。教員不足・高額学
費問題などの時事問題や幼年期の教育・成長
も主題として散見される。「ロールプレイン
グゲームと思考力の関係」はコードＥと、

「勉学における生成ＡＩの使い方」はコードＨ
と重複帰属させた。

Ｊ：ペット・動物（重複２件）
　犬・猫が中心（「犬に好かれるには」「猫の
食生活」等の12件）だが、ハトやアリなど身
近な生物の観察記録も本コードに分類した。
コードＧとの差異は対象との距離・親密性に
あり、水生生物の学習能力の検証実験（コー
ドＨ重複）など、動物を個体として捉える視
点が特徴的である。

■分析
　レポート提出者の男女比は男子46.0％、女
子54.0％であり、Ａ高校の学年全体の比率と
一致する。分類コードごとにみていくと、全
体比に反して男子率が女子率を５ポイント以
上上回るのはコードＡ・Ｇ・Ｈ・Ｊとなっ
た。ただし分類ごとにサンプル数が異なるた
め、カイ二乗検定を行ったところ、有意な偏
りが確認されたのはコードＡ（スポーツ・身
体）及びコードＣ（色彩・おしゃれ・販売戦
略）の２分類のみであった２）。

（１）プレーヤー志向の男子、プロデュース
志向の女子
　コードＡ（ 42件）において、野球・サッカ
ー・バスケットボール・陸上競技など具体的
な競技がわかる30件中、27件を男子が占め
た。女子部員が存在する部活動であっても、
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技術検証や心理分析といった当事者視点での
課題設定は男子に偏在していた。「スポーツ・
身体」を探究テーマとして選定する志向は、
男子において顕著に表れたことがわかる。
　対照的に、コードＣ（ 43件）は女子率が全
体比より20ポイント以上高い。頻出語を抽出
すると、色・色彩（女子５件、男子３件）、
デザイン（女子５件、男子１件）、パッケー
ジ（女子５件）、ファッション・服装・服（女
子４件、男子２件）などが並び、女子生徒が
デザイン・パッケージといった商品外観を意
識している傾向が看取できる。また、広告・
需要・消費など、マーケティング領域の語を
含むレポートの大半を女子が占めている点

（ 14件中の11件）も注目される。筆者は、こ
こに自己演出にとどまらない市場への関心を
読みとりたい。

（２）男子＝理系志向、女子＝文系志向は成立
するか
　統計的な有意差は確認できなかったもの
の、サンプル数20件以上で傾向を比較する
と、一般的に「文系」とされるコードＢ・
Ｄ・Ｅでは女子率が、「理系」とされるＧ・Ｈ
では男子率が高い結果となった。一見、科目
選択における性差を反映しているようにもみ
えるが、Ａ高校３年生の理系生徒３）の男女比

（男子67％：女子33％）と比べ、コードＧ・
Ｈの合計における男女比は、男子52％（ 33
件）：女子48％（30件）と拮抗している。これ
は、女子生徒が進路としての理系を選択して
いなくとも、探究テーマでは実験や製作を積
極的に取り上げている可能性を示唆する。た
だし、コードＨでは前述のように睡眠・起床
や生活科学的主題、さらにはＡＩの活用な
ど、教科区分上の「理系」とは必ずしも一致
しないテーマが目立つ。こうした点を踏まえ
ると、今回の分類を文理の枠組みに直接対応
させること自体に限界があるかもしれない。

（３）単純化できない志向性
　コードＧでは生態観察を中心にフィールド
ワーク的探究が主となっており（ 24件中12
件）、その男女比はコード全体のそれに比べ
て男子優位（男子９件：女子３件）であっ
た。他方、コードＨでは全体数は男子がわず
かに過半を占めるものの、「ものづくり」の実
践に限れば女子が多数である（男子２件：女
子７件）。コードＡ・Ｇ・Ｈの全体数におけ
る男女比から、ややもすれば男子を「外向
き・積極的」と評したくなるが、こうした内
実は構図を単純化することを戒めてくれる。

■結語
　探究テーマにジェンダー差は確実に存在
し、志向性の相違を反映している。しかし、
コードＡ・Ｃの偏りから、「男子＝身体的関
心、女子＝審美的関心」という読み解きをす
るなら、それはステレオタイプに過ぎるだろ
う。
　コードＡにおける男子の偏りは、体育系学
部への進学実態４）を踏まえれば、進路・キャ
リアを意識した課題設定の結果とも解釈でき
る。生徒の課題設定にあたってキャリア的要
素は重要な切り口、誘因となっており、男子
の「スポーツ」志向からはこの点を読みとる
べきなのではないだろうか。同様に、コード
Ｃにおける女子の優位性も、単なる審美的関
心というより経営・ビジネス系学部への女子
進学者の増加傾向５）と軌を一にした「マーケ
ティング」志向と捉えるべきだろう。コード
Ｃのなかには、外見やおしゃれと直結する探
究テーマが12件含まれていたが、内訳は男子
５件：女子７件であり、男女の志向性に明瞭
な差は見出しがたい。女子率を高めた要因
は、販売・消費との関係性を探ろうとする課
題設定のあり方に由来すると考えたい。
　文理選択と性差をめぐっては、レポート全
体に数学・物理学と直結する主題がほとんど
存在しなかったため、精確な評価は難しい。
しかし、コードＧ・Ｈの内実を踏まえれば、

「探究課題にみるジェンダー」　― 生徒343人の探究テーマから「志向性」を読み解く ―
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実験・製作・観察といった科学的手法に対す
る男女差はそれほど大きくない。「興味・関
心はあっても女子は理系を選びにくい」とい
う見立ても含め、今回の分析結果は、生徒の
進路選択には何が影響しているのかを再検討
する材料となるだろう。
　探究課題のテーマ設定には無意識のジェン
ダー差だけでなく、キャリア観や進路実態が
影響している可能性が明らかになった。こう
した傾向は「進学校」と「進路多様校」では大
きく異なることも予想される６）。本稿が高校
生の興味・関心の現状を知り、それをより深
く理解するための一助となれば幸いである。

付記
　生徒たちのレポート集計にあたっては村上
輝氏から多大なご協力を得ました。また、本
研究所の大島真夫所員からはいつもながら
数々のご助言を頂きました。記して感謝申し
上げます。

（さかもと　こうじ　教育研究所員）

れかを選択している生徒が理系に相当する。生徒全
体の選択比は文系66％：理系34％、理系生徒の全体
比は男子23％：女子11％である。

４） 河合塾の大学入試情報サイト（Kei-Net）で共学の体
育大学３校の学生数（全学部）を調べたところ、男
子比率は日体大60％、大体大69％、鹿屋体大74％で
あった。また、阿部美恵子の調査によれば、24の体
育系大学・学部の女性教員比率は平均18.5％である

（阿部2016）。
５） 2000年代に入り、「女子大学で「経済・経営・商学

系」の学部設置が増えている」動向は、各種メディ
アで報じられている通りである（大学ジャーナルオ
ンライン2025年８月22日付記事など。https://univ-
journal.jp/column/2025990574/?cn-reloaded=1）。女
子生徒の経営・ビジネス系学部志向の増加は、筆者
自身の勤務校での実感とも合致する。

６） Ａ高校の場合、卒業生の約90％が大学・短大へ進学
している。

参考文献
阿部美恵子　2016「日本の体育系大学の女性教員比率
　および日本体育学会における女性役員の比率の分析」
　『東京女子体育大学・東京女子体育短期大学紀要』
　第51号。
川口穣　2025「高校の「探究学習」　研究者の負担に」
　『AERA』2025年12月29日-2026年１月５日合併号
　（朝日新聞出版）。

注
１） 「課題研究」が「調べ学習」の範囲を超えられない背

景として、三点を指摘しておきたい。第一に、教員
の専門性に加え、教科外活動である「総探」に対す
る教員の「熱意」には依然個人差も大きく、多様な
テーマに対して十分な助言が行き届きにくい。第二
に、現行の指導体制は教員２名で１クラスを担当す
る方式が一般的であり、ゼミ形式のような個別的指
導は実現困難である。第三に、評定対象外という

「総探」の特質は、生徒にとって取り組みの優先度
を下げる要因となるうえ、主体的な探究を促す仕掛
けづくりは難しい。なお、「総探」をめぐる直近の
取材記事（川口2025）は、筆者の課題意識を裏付け
るものであった。

２） レポート総数における男女比と各分類コードにお
ける男女比との差を検討するため、適合度のカイ
二乗検定（df=1）を行った。その結果、コードＡ

（p<0.001）及びコードＣ（p=0.002）において有意な
偏りが認められた。その他の分類コードでは有意差
は認められなかった（p>0.05）。

３） Ａ高校では、２・３年次で物理・化学・生物のいず
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　神奈川県に採用されて、初任校からずっ
と、進学校以外の高校（いわゆる進路多様校
や課題集中校）ばかりまわっていた。専門高
校で将来造園業や土木関連の職に就くのであ
ろう生徒たちの担任の時は、生徒と一緒に伐
採した太い竹で40人みんなが食べられるよう
な巨大な流しそうめん大会をしたり、自転車
を漕いだら発電して電気が光る巨大な人力ク
リスマスツリーを作ったりした。２校目・３
校目では外国につながる生徒のお世話担当と
して多文化共生の学校づくりと称して、生徒
の出身国の食べ物を作って、みんなで食べた
りした。中学まで不登校だった生徒たちと畑
部を作って、季節の野菜を育てては、その野
菜でカレー大会や芋煮会をやったりしてい
た。教員の仕事って、色々あるけど、取りあ
えずしんどい物事を抱えていたり、困ってい
たりしている生徒に、こんな風に楽しいこと
もしていいんだよと教える事、一緒に楽しい
事をするのが自分の仕事なのかなと思い、そ
れなりにやりがいも感じていた。
　生徒をいい大学に入れなくては、というプ
レッシャーを感じたこともないので、入試問
題演習なんてほとんどやったこともない。理
科嫌いな生徒でも楽しめる授業づくりを心掛
けて、演習問題をやる時間があるのだった
ら、それよりも楽しい実験をしよう、ちょう
ど花壇の端っこに植えといたジャガイモが収
穫できるから、みんなでバターでも作って、
ジャガバタ大会やっちゃう？　というスタン
スだった。
　そんな自分に、いきなり厚木高校へ行けと

いう転勤辞令が出た。まじか。学力向上進学
重点校で、畑作ってジャガイモ育てていいの
か？　
　『ねざす』に、「進学校の今」というテーマ
で原稿を書いて欲しい、という依頼をいただ
き、だいぶ躊躇しながらも書かせていただく
ことにした。論文や教育分析などはとても書
けないが、はじめての進学校ヨレヨレ日記と
して、読んでいただけたらと思う。

３月某日
　転勤前の学校訪問。化学の先生から「３年
生のヴェリタスⅢという授業が担当になるか
もしれません」と言われる。内容は生徒が出
場する「化学グランプリ」の過去問をやると
のこと。化学グランプリで成績優秀者は化学
の世界大会である化学オリンピックに出るら
しい。家に帰ってネットで過去問を見る。化
学のことが書いてあるはずなのに、問題によ
っては、何度読んでみても「ちょっと何言っ
ているかわかりません」と頭の中にサンドイ
ッチマンが出てくる。怖くなり、メルカリで
大学の化学の教科書と化学グランプリの対策
本を何冊か注文する。

４月某日
　厚木高校赴任初日。学年・分掌・教科など
で顔合わせ。理科の教員が16人もいることに
驚く。SSH（スーパーサイエンスハイスクー
ル）の学校なので、総合的な探究の時間をヴ
ェリタスという授業に置き換えて、主に理科
の教員が担当するために、この人数になるら

永　井　慈　史

「進学校よれよれ日記」
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しい。ついでに生物室にあるトキやオランウ
ータンの剥製に感動する。これ売ったらいく
らになるんだろう？　いや保存状態が悪いか
ら…などと１人で妄想。後日、雑談で１番高
く売れるのは、ライカ社の100年前の顕微鏡
じゃないか？という話になる。
　ベテランの生物の先生によると、「昔、若
い頃に別の学校勤務の時に、厚木高校で植物
標本を見せてもらったことがあるけど、植物
を押している新聞紙が、戦時中の新聞紙だっ
たのをよく覚えているよ。下手したら第一次
世界大戦時とかの新聞とかもあったかもね。
もう全部処分しちゃったんだろうけど、もっ
たいないね」。

４月某日
　１年生のScience Eye Chemistry（化学基
礎）の授業で、「粒子の熱運動と物質の三態」
についてのトピック。絶対零度になると、原
子は振動しないんだよー、という話をしてい
ると、ある生徒から質問。「絶対零度では、
素粒子、例えばクォークとかはどのように振
る舞うんですか？」。思わず目が点になる。す
いません、生まれてから50年間、一度もそん
なこと考えたこともなかったです。後でChat 
GPTに教えてもらってから回答しました。

５月某日
　２年生のヴェリタスの授業。生徒たちは数
人のグループに分かれて、１年かけて研究し
ていくテーマを決めていく。「学校近くの交
差点の交通渋滞をどうやって解消するか」

「ジャガイモからソラニンを抽出して、その
ソラニンが農薬として虫の阻害性を持ってい
るかどうか」など固めのものから、「相合傘を
さすときの濡れない方法」など微笑ましいも
のまである。
　一応、化学の教員なので、私に対する質問
は、化学系の質問、それも抽出についての質
問が多い。野菜や木の樹皮から、特定の物質
を取り出したいがどうやったらいいのか、ロ

ータリーエバポレーターを使いたいのだがど
う使うのか、溶媒は何を使えばいいのか、目
的の物質が取れたかどうかはどう確認するの
か。今までの教員人生で聞かれたことないこ
とばかり聞かないで！と言いたくなる。相合
傘の差し方を聞いてくれた方が、よっぽど答
えられる。そもそも回転式のエバポレーター
なんて今まで勤務した高校では見たことも使
ったこともない。パソコンと繋がったガスク
ロマトグラフィの装置などもあるが、こちら
は壊れているらしい。とりあえず使えるよう
にならなきゃと焦るが、実習の先生に聞く
と、「生徒はマニュアル読んで、勝手に使え
るようになるから大丈夫！」とのこと。
　このヴェリタスで購入した実験器具で、化
学室及び準備室はとんでもないことになって
いる。実験室には机が12個って各テーブル四
人座れるようになっている。が、ロータリー
エバポレーターなどが実験机に設置されてし
まい、生徒が座れる座席は40個ちょうど。予
備のテーブルなしで実験をやらざるを得な
い。また化学準備室は薬品庫などはなく、壁
一面に薬品棚が置かれ、いつから存在してい
るのかわからない薬品が詰め込まれている

（神奈川縣立第三中学學校理科室とラベルが
ついているガラス瓶がある！）。それに加え、
このヴェリタスの研究のために生徒から要望
があった製粉機や油搾り機からデジタル騒音
計、果ては野球用のスピードガンやスタンガ
ンまである。過去どんな研究に使ったんだろ
うか、またその保管場所は、化学室でよいの
だろうか？

７月某日
　山岳部の夏合宿で北アルプス。延々と険し
い山道を登りながら生徒たちは、英単語の問
題を出し合っている。前の学校のワンダーフ
ォーゲル部では登山中、恋バナか教員の品評
会しかしてなかったぞ。
　テントを張り、食事の時間になる。今日の
メニューはカレーライス。生徒たちはカレー
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「進学校よれよれ日記」

ルーの裏にある説明をよく読み、野菜の量や
水の量をきっちり測る。というか、比例配分
などの数式を使い、必要以上に水の量につい
て議論している。計量カップを持ってくるの
を忘れているので、今ある道具で、どうやっ
て水を180㎖量ればいいのかについても、みん
なそれぞれ、一通り自分の意見をプレゼンテ
ーションする。
　「食えればいいんだから、適当でよくな
い？」という言葉を飲み込む。前の学校の生
徒たちは実生活から、四人前作るならこのぐ
らいの野菜と水が必要ということが経験的に
わかっていて、目分量で料理する生徒ばかり
だった。厚木高校の生徒たちは、家で作る時
もきっちりマニュアル通りに作っているの
か、それとも家ではあまり料理しないのか。
できたカレーは当然美味しい。山で食べるカ
レーなのだから、どう作っても美味しいのだ
が。ちなみに部員たちは執拗にジャガイモの
芽を降り除こうとする。ソラニンが毒だとい
うことは、厚木高校の生徒の常識らしい。
　食べ終わると、明日の朝も早いので、各班
テントで就寝。トランプや恋バナすることな
くあっという間に静かになる。ついつい前の
学校の生徒は、夜遅くまで騒いでうるさかっ
たなぁ、北岳登った時は、「このうるさい奴
らの責任者出てこい！」と夜のテント場で叫
ばれたなぁ、と思い出に浸る。

７月某日
　北アルプス合宿３日目。雨の中、頑張って
奥穂高岳の山頂まであと１時間の山小屋まで
たどり着く。クライマーズハイで、「さぁ山
頂まであと１時間頑張るぞ！！」とハッパを
かけるが「不安な人は山小屋で残っていても
いいよ」と言うと、部員二人が「僕たち山小
屋で待ってます」と勇気ある発言。
　最後の一時間はハシゴや鎖場が続き、これ
落ちたら死ぬな…と思うコース。雨で何も見
えない中、山頂にたどり着く。何も見えない
のに、各班ごとに記念撮影。寒くて指先の感

覚がなくなる。山小屋まで降りると、山小屋
でココアを飲んで待っていた二人が満面の笑
みで「お疲れさまでした」と言ってくれる。う
ーん、部活の引率とは何なんだろう、と思
う。さらに高山病で、涸沢キャンプ場まで降
りる道で、気持ち悪くなる。一番後ろで一緒
に歩いていたS君に「ごめん、先行ってて」と
言い、こっそり嘔吐。事情を察してくれたS
君が何も言わずに一緒にゆっくり歩いてくれ
る。本当に引率って何なんだろう…。
　合宿終了後、学校に戻って出張費の精算の
際に、岩だらけの涸沢キャンプ場でテントの
下にひくコンパネパネル（単なるベニヤ板）
のレンタル代が宿泊代に認められないから自
腹で払ってくれと管理職から告げられる。「標
高2,300mのキャンプ場でゲロ吐きながら、デ
コボコの岩場で寝ろというのか！来年は絶対
に山小屋で泊まる合宿にしてやる！」と東の
ほうを睨みながら思う。本当に本当に部活の
引率って何なの⁉

９月某日
　２年生の化学で担当していたクラスが、ま
さかの学年最下位。「残り５ページぐらいを
短時間で無理やり終わらせた」と言っていた
先生のクラスより低かったのがショック。か
なり真剣に授業改善を考える。
　テストの返却時に言ったのは、「化学でク
ラス平均が学年で最下位の成績を取らせてし
まったのは、私の教え方の責任、本当に申し
訳なく思っている」と最初にまず謝る。「なの
で次の授業から、調べ学習やグループワー
ク・実験を今まで以上に、多く取り入れてい
く。また授業の最後にはミニテストを必ずや
るようにする」と宣言。「えー」という声も出
ない。クラス平均が学年最下位というのはや
はり彼らのプライドを、傷つけたのかもしれ
ない。
　ミニテストはGoogleのFormで選択問題を
５問作って、毎回やるようにした。授業中に
試験に出るところを「後で、ミニテストでこ
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こ聞くから」と言ってしまうようなテストだ
が、10点満点で常に平均が８割近くなり、長
時間説明が続いても聞くようになったので、
それなりに効果はあったのかもしれない。
　授業時間が１コマ65分なので、何らかの生
徒がやるアクティビティを入れないと、時間
が持たない。今までやって好評だったアクテ
ィビティは
· 「化学版人狼ゲーム」４人一組で、今まで

学んだ芳香族化合物について10分ほどで調
べて１人ずつ発表させる。一人だけ人狼が
いて、間違った発表をする。全員の発表
後、お互いに質問しあって、だれが人狼か
を当てる。発表の時間以降は教科書を見て
はいけない。

·「ベンゼンの構造を発見したケクレ博士１）

にインタビューをしよう！」。AIにケクレ
博士になってもらい電子黒板に映し出す。
各班で質問項目を考えインタビューをする
と、電子黒板から音声と文字で回答が出る
というもの。私のスタンスは「ベンゼンに
ついては、一切解説等はしないので、必要
なことはすべてケクレ博士に聞くこと！」。

12月某日
　３年生のヴェリタスⅢの授業。化学グラン
プリが終わり、今日は－196℃になる液体窒
素を使って、好きな実験をしていいというお
楽しみ授業。ある班が「三重点を見てみたい」
と言って、ビーカーに入れた液体窒素を、真
空ポンプを使って低圧にしていく。自分もや
ったことがないし、そんなことを考えたこと
もないので、ドキドキしながら見守る。すげ
ー！と思わず興奮。固体が沸騰しているよう
な、今まで見たことがない状態になり、みん
なで歓声を上げる。やっぱこういうところ
が、賢い生徒がいるっていうことなのだな、
と感動する。ちなみに次の年のこの液体窒素
の実験では、「プリンを凍らせると何個縦に
積めるか？」にトライしてプリンを４個縦に
積んだ班にみんなが感動していた。

１月某日
　厚木高校にきて大体一年が過ぎ、本日は来
年度の担任団及び分掌の発表日。希望が通っ
て80期の担任団の一員になる。担任がないの
は楽でいいなぁ、と思うけど、物足りないの
も事実。担任がはじまったら苦労も後悔もす
るのかもしれないけど、「担任になったら、山
岳部の主顧問になったら、こんなことをやっ
てやろう」と計画を立てる今が一番楽しいな
ぁ、とニヤニヤしながら色々妄想。

某月某日
　妻から「××先生があなたに頼みごとがあ
るって。『ねざす』についてのお願いがあるか
らって」と伝言をもらう。
　「××さん、久しぶりだなぁ、何の用だろ
う？　え？　『進学校の今』について原稿を書
いてくれ？」

（ながい　よしふみ　厚木高校教員）

注
１） ドイツの化学者。夢に「尾をくわえた蛇」が現れた

ことにより、ベンゼン環の構造を発見した、とされ
ている。
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　前編では、日本の高等教育費や奨学金制度
の整備が近年改善を見せる一方、依然として
制度の「はざま」に置かれている高校生の実
態について、坂本さん・矢部さん・田村さん

（いずれも仮名）の事例をもとに質的に検討し
てきた（冨貴2025）。後編では、こうした支
援をいかに持続可能で包摂的な制度へと再構
成できるか、その課題と可能性を論じる。

３　考察
　本章では３人の事例をもとに、Giddens

（ 1991）の近代性理論を援用し、制度の「は
ざま」にたつ生徒たちがいかにして制度から
の排除を経験し、教職員が彼らの進学機会を
つなぎ、包摂につなげてきたかについて考察
する。また、法的・人権的な規範にもとづ
き、教育を受ける権利の実効性が現行の制度
によって損なわれている構造についても検討
し、持続可能で包摂的な制度へ再構成するた
めの行政や学校の役割について考察する。

（１）抽象的システムへの再埋め込み
　Giddens（ 1991）は、近代社会における制
度を、専門的知識と標準化された手続きに依
拠することで、個人の生活世界から切り離さ
れた存 在 になりやすい「抽 象 的 シ ス テ ム

（abstract systems）」と位置づけた。制度は
形式的には誰にでも開かれているように見え
る が、 実 際 に 利 用 す る た め に は「信 頼

（trust）」が不可欠であり、信頼の構築には制
度と生活の接点を媒介する「再埋め込み（re-

embedding）」の実践が求められる。
　３人の事例をこの視点から捉えると、いず
れも奨学金制度と生徒の生活実態の間に乖離
が存在し、その断絶をつなぐ教職員の役割が
確認された。坂本さんの事例では、収入が基
準をわずかに上回ったことや保護者の債務状
況により給付型奨学金と国の教育ローンが利
用できなかった。しかし学校は、自治体等と
連携し、代替的な支援制度の利用につなげ、
進学先と調整して進学機会を保障した。ま
た、矢部さんの事例では給付型奨学金の採用
内定があったにもかかわらず、生活保護費制
度との調整が不十分であったため進学断念の
危機に直面したが、学校が関係機関と連携す
ることで専門学校からの柔軟な対応を引き出
した。さらに経済的な理由から進学を諦めて
いた田村さんの事例においても、三者面談を
通じて給付型奨学金および修学支援制度の対
象であることが説明された。
　このように制度が存在しているだけは支援
の保障とはならず、生徒を「はざま」へと追
いやってしまう。藤森（ 2023）も指摘するよ
うに、所得の少ない世帯では特に教職員によ
る働きかけが重要である。したがって、いか
に制度へのアクセスの可能性を担保するか
が、生徒の進路形成において決定的な意味を
もつ。３人の事例からは、いずれも教職員が
生徒の背景に寄り添い、「抽象的システム」
である奨学金制度の利用に際し、「信頼」を構
築し、諸機関と連携して制度との接続の役割
を担い、「再埋め込み」する構造が明らかにな

冨　貴　大　介

奨学金制度の「はざま」にたつ生徒たち
― 制度的排除と教育現場における包摂的実践 ―[後編]
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った。
　なお、「抽象的システム」は、「信頼」が成
立して初めて機能するが、３人の事例におい
てそれは、制度の外にある教職員との関係性
を通じて構築され、「再埋め込み」される点に
特徴があった。制度の外からの「再埋め込み」
が制度を機能させるために不可欠である構造
もまた、奨学金制度を機能させる重要な要因
であることが明らかとなった。

（２)形式的平等と実質的排除
　奨学金制度は、画一的な基準によって支援
の可否を判断する仕組みとなっており、世帯
収入や家族構成などの指標が用いられている

（日本学生支援機構2025、pp.17-24）。一見す
ると平等な制度設計がなされているが、この
ような形式的平等は、生徒の生活実態との乖
離を生み出し、実質的排除の構造を形成して
いる。
　Giddens（ 1991）の議論をふまえると、坂
本さんや矢部さんの事例は、制度が抽象的な
設計によって構築される過程にある「脱埋め
込み（disembedding）」に内在する問題とし
て捉えられる。「抽象的システム」は、標準
的な家庭像や平均的な生活モデルを前提とし
ており、そこに当てはまらない個人は制度の
対象外に置かれやすい。これは、教育機会の
均等を謳う制度が不平等な結果を生み出して
しまう逆説とも言える。田村さんの事例で
も、形式的平等と実質的排除の矛盾が見られ
る。制度上は支援対象であったにもかかわら
ず、保護者は「下のきょうだいとの不平等」
を理由に進学を断念させた。ここでは個人を
支援するものとして設計されているはずの奨
学金制度が、対象となる基準を世帯単位とし
ている制度上のねじれによる実質的排除が確
認された。このように制度が担保しようとし
ている平等性は、それ自体が排除の要因とな
りうる。生徒や家庭の多様な背景に即した柔
軟な支援設計、あるいは制度と生徒をつなぐ

教職員の媒介的な支援がなければ、制度はし
ばしば不平等を再生産する装置となってしま
う。
　加えて、制度設計の中に文化的・言語的な
偏差や排除が組み込まれている点も無視でき
ない。黒田（ 2024）が指摘するように、外国
につながる生徒にとっては、言語的・文化的
要因や在留資格の不安定さなどの複合的な排
除要因があり、これらは奨学金などの制度の
利用を阻む構造的要因として作用する。実際
に矢部さんの事例は、日本語での情報提供や
手続を前提とする制度そのものが障害となっ
ていた１）。

（３）「信頼」と「再埋め込み」
　このような多様な背景や制約のある生徒た
ちにとって制度の包摂性を高め、実際に使え
る制度にするためには、制度の現実的な可用
性を担保することが必要である。そのために
は、制度設計の見直しとともに生徒と制度を
つなぐ教職員による制度の外からの「再埋め
込み」が鍵となる。本節ではこうした奨学金
制度がもつ排除の構造に対し、学校現場では
どのように対応しているのかについて検討す
る。
　Giddens（ 1991）は、「抽象的システム」は

「信頼」の媒介によって、生活文脈へと「再埋
め込み」されることで初めて発揮されるとし
ている。これまで確認してきたように奨学金
制度も、制度を使えるものとするには、専門
的な知識を翻訳し、制度への橋渡しを行う媒
介的な存在が不可欠となる。坂本さんや矢部
さんの事例では教職員が生徒の背景に寄り添
い、諸機関と連携し、進学をつなぐ支援が行
われた。また、田村さんの事例においても、
担任が家庭の経済状況を把握した上で制度を
丁寧に説明し、選択肢として提示された。こ
のような実践は「抽象的システム」を生活世
界へと接続し直す「再埋め込み」のプロセス
であり、制度利用における「信頼」が、教職
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員の支援によって媒介されることを示してい
る。つまり、制度の整備だけではアクセス保
障は実現せず、生徒や保護者にとってその制
度が自分たちのための使えるツールであると
認識させる支援者の存在が不可欠であること
を示している。
　他方、こうした支援がしばしば支援者の熱
意や裁量、ネットワークに依存している点も
見過ごすことがでできない。「再埋め込み」が
制度の外で生成されている限り、それは制度
の脆弱性を意味する。そして、制度の外にい
る教職員が制度を翻訳し、「信頼」を再構築
して柔軟に対応することで支援が成立してい
るという事実は、制度が生徒の多様性に対応
できていないことの裏返しでもあり、同時に

「信頼」の構造を制度自体が内包していないこ
とを露わとするものである。

（４）法的・人権的視座からの検討
　制度が存在していても、それが生徒一人ひ
とりの生活文脈において、彼らの身体の一部
として機能しない限り、制度は実質的排除を
生み出しうる。「抽象的システム」としての制
度は、「信頼」を媒介に「再埋め込み」される
ことではじめて機能するが、現場の実践だけ
ではその不十分さを根本的に覆すことはでき
ない。そこで本節では制度的排除の問題を、
法的・人権的視座から確認する。
　憲法第26条は、「すべて国民は、その能力
に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有す
る」と定めている。教基法第４条でも「教育
機会の均等」が明記され、経済的地位などに
よって「教育上差別されない」としている。
さらに、国際人権A規約（第13条）は、締約
国に対して「漸進的無償化」を含む教育の普
及を求めている。したがって、教育アクセス
の保障は、国内外の法的規範において共通し
て確認される基本的権利である。
　ところが、３人の事例のように現実には制
度にアクセスできない生徒が数多く存在し、

制度が実際には利用されず、あるいは使いこ
なせずに「はざま」に陥る事例がある。しか
し、法的・人権的視点に立てば、教育の機会
を保障することは、選択肢として制度がある
ことではなく、誰もがアクセス可能であるよ
う制度が設計・運用されていること、を意味
する。坂本さんのように、実際には進学費用
を工面できないにも関わらず制度の基準から
外れてしまった者にとって、奨学金制度の存
在は意味を持たない。また、矢部さんの事例
のように、制度が十分に周知されていない現
状では、制度は存在しないに等しい。そし
て、田村さんのように制度利用が家庭内の戦
略によって判断される場合、結果的に制度が
保障すべき権利を放棄していることに他なら
ない。その点、教職員が媒介的に制度を「再
埋め込み」することは、権利としての教育の
あり方を問い直す作業でもある。制度と権利
の間の不一致を是正するには制度が実効的に
使えることを指標とした設計思想への転換が
必要である。そして諸法規をふまえ、高等教
育無償化の施策を推し進めていく中で、現場
の実態を捉えることは教育行政における重要
な役割である。

４　結論
　本稿は、奨学金制度の「はざま」に置かれ
ている生徒の実態について３人の事例から質
的に明らかにしてきた。前編では制度が想定
する利用者像から外れた生徒たちが制度から
の実質的排除を経験する実態を３人の事例か
ら明らかにした。奨学金問題についてはこれ
まで制度そのものの課題や格差の実態を明ら
かにする研究がなされてきたが、いかにして
生徒が制度の「はざま」におかれ、教職員が
彼らを支援し包摂につなげているか、という
点を詳細に明らかにしたものはほとんどな
く、本稿はその研究の空所を補うものであっ
た。後編では、こうした制度的排除の構造と
学校現場における包摂的支援の意義とその限
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界について、Giddensの近代性理論や法的・
人権的視点をもとに考察してきた。そして教
育現場の支援が、制度と生徒との断絶をつな
ぐ役割を果たしつつも属人的で不安定なもの
となりかねない点についても明らかとなった。
　教育機会の保障を制度として持続可能なも
のとするには、現場での実践を制度設計へと
接続していく視点が求められる。そこで、本
稿が明らかにしてきたことを整理した上で課
題と可能性を整理し、制度への包摂に向けた
視座を提示する。本稿が明らかにしたことは
次の通りである。
　第一に、本稿で取り上げた事例は、すべて
制度にアクセスできなかった、あるいは制度
の前提から外れていた生徒たちであった。彼
らは「抽象的システム」である奨学金制度に
おいて、制度が想定する標準的利用者像に当
てはまらず、「はざま」に位置づけられてい
た。
　第二に、教職員の支援がこうした制度にア
クセスできない生徒にとって、重要な役割を
果たしていたということである。制度が想定
していない生活状況や文化的背景のある生徒
たちに対し、教職員は外部資源を駆使しなが
ら、進学をつなぐ包摂的な支援を行ってい
た。こうした実践は、制度と生活の断絶を埋
める媒介的な支援として評価できる一方で、
同時にその多くは個人の裁量や経験に依存し
た不安定な構造に置かれていた。
　本稿での議論をふまえ、教育機会の保障を
制度として持続可能なものにするためには、
支援を制度的・組織的に位置づけることが肝
要である。そして、教育機会の保障を実効あ
るものとするためには、制度そのものを再構
成する視点が求められる。特に制度の想定に
適合しない生徒たちに対して、どのように制
度が包摂的でありうるのかを検討することは
不可欠である。制度設計においては標準的な
利用に依拠せず、家庭の経済状態や文化的背
景、制度理解の程度に多様性があることを前

提とし、画一的な所得基準や手続き主義に留
まらない柔軟性をもつ必要がある。次に、制
度間の接続と柔軟な運用体制の整備が求めら
れる。教育や福祉など、複数の制度にまたが
る支援が必要な場合、それぞれの制度が縦割
りに機能していては、生徒の複雑なニーズに
応えることはできない。したがって、校内外
での情報共有や窓口の一元化といった制度間
連携の強化は、制度の実効性を高めるうえで
鍵となる。具体的には、生徒を中心に据え、
生徒それぞれの課題に対して、担任、キャリ
ア担当、保健室、スクールカウンセラー

（SC）、 ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー
（SSW）、多文化教育コーディネーターなど
がそれぞれの立場性・専門性を活かして協働
する体制を築く必要がある。
　さらに、制度設計や運用において、積極的
に教育現場の知見が取り込まれねばならな
い。第３章で明らかにしたように、教職員に
よる媒介的支援は制度と生徒の生活現実とを
つなぐと同時に、そこに内在する矛盾を照ら
し出していた。このような知見は制度改善に
フィードバックされるべきであり、各自治体
の教育委員会や教職員組合等が中心となり、
制度と現場の間に循環的な関係が構築される
ことがより包摂的な制度に改善していく上で
不可欠である。
　本研究は、限られた地域の限られた事例に
もとづく質的研究であり、奨学金制度を利用
するすべての生徒の実態を網羅的に示すもの
ではない。しかし、制度が生徒の実態を十分
に捉えきれていない現状と、その制度の欠落
を教職員が補完し生徒の教育機会をつなぎ、
包摂につなげている構造を具体的に示した点
に意義がある。奨学金制度をはじめとする教
育支援制度を、「抽象的システム」から実際
に使える制度へと転換していくために、学校
現場での実践と制度設計とを往還させる研究
の蓄積が、今後一層求められる。
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　『ねざす』読者の皆さん、こんにちは。私は
神奈川県立高校で養護教諭をしていました、
金井麻里です。現在は休職し、ＪＩＣＡ海外
協力隊としてアフリカのガボン共和国という
国の首都リーブルヴィルにいます。今回、連
載としてこちらに寄稿させていただくことと
なりました。アフリカ生活と共に２年間全４
回を完走したいと思いますので、どうぞよろ
しくお願いします！

☀

　さて、皆さんはガボンという国の名前を耳
にしたことはありますか？　なんとなく、日
本人とは縁遠いアフリカの国々。その中で
も、ガボンは日本での知名度が低い国だと思
います。アフリカ大陸には国連加盟国が54カ
国ありますが、日本でよく知られているの
は、エジプト、南アフリカ共和国、モロッ

コ、ケニア…などでしょうか。実際、私もガ
ボンは大学生になるまで知らない国でした。
そこで初回である今回はまず、私のガボンと
の出会いについてお話ししましょう。

☀

　大学生の頃、私は横浜のみなとみらいにあ
る某ランドマークなホテルでアルバイトをし
ていました。2008年、第４回ＴＩＣＡＤ（ア
フリカ開発会議）が初めて東京ではなく横浜
で開催されることとなり、私の働いているホ
テルでもオープニングパーティをしたり各国
のレセプションパーティが開かれたり、首脳
級の公人がホテルに滞在したりと大賑わい。
そんな中、当時留学から戻ったばかりで多少
英語が話せた私はアテンド係として重宝さ
れ、色んな場面で海外からのお客様をもてな
していました。ある日、夜のパーティの給仕

「アフリカで異国人やってます！」
― 私のガボン体験記 ―

金　井　麻　里

（ふうき　だいすけ　伊志田高校教員）

奨学金制度の「はざま」にたつ生徒たち　─ 制度的排除と教育現場における包摂的実践 ─ [後編]
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行われるべきであろう。
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担当になり出勤すると「駐日ガボン大使館レ
セプションパーティ」でした。ガボン？どこ
それ、初めて聞く国だ…。と思い、アテンド
をするのに失礼がないようパーティが始まる
前にガボンについて調べてみました。中央ア
フリカ西側、大西洋に面した赤道直下（世界
に赤道が通る国は13しかない！）の国、国土
は日本の70％ほど、人口146万人（ 2025年現
在は240万人と言われている、急増！）、1960
年にフランスから独立したフランス語圏、国
旗の色は緑黄青の３色、熱帯気候で産油国。
なるほど…、全く知らなかった国だ、覚えて
おこう。そしていざ始まったレセプションパ
ーティ。私は駐日大使と大使夫人のアテンド
についていたのですが、その大使夫人からの
要望が盛りだくさんで、私は宴席中その要望
に応えるために走りっぱなし。あっちにコレ
を持っていって、あの人にこう伝えて！など
など。クタクタになりながらも笑顔でパーテ
ィ終了、来客をお見送りしてホッとしたのも
束の間。大使夫人が私の元に来て「この卓上
の大きなフラワーアレンジメントを持って帰
りたいからこれを入れる袋をちょうだい！」
と宣った。私はホテル併設の花屋に走り、結
婚式などで新郎新婦が装花を持ち帰る用の大
きな袋をもらい、また会場に駆け戻った。お
花を袋に入れ、大使夫人に渡すと「この花の
色の意味を知ってる？」と聞かれ、「勿論で
す、ガボンの国旗の色ですよね？」と返すと
大使夫人は満足した表情で「そう、緑は熱帯
雨林を黄色は赤道と太陽を青は海の色を表し
ているの。今日、あなたはとてもよく働いて
くれたから、このお花はあなたにプレゼント
するわ。ありがとう」と言ってその日初めて
私に笑顔を向けてくれました。正直、宴席中
あまりにも忙しくガボンの印象がマイナス気
味になっていた私だが、現金なものでその一
言といただいたお花で心はホクホク、笑顔で
お花を抱えて帰宅したのでした。

☀

　そんな出会いから17年…、ＪＩＣＡ海外協
力隊に応募してみよう！と思った時にもガボ
ンのことなんてすっかり忘れていました。応
募時に私が希望したのは英語圏の国々。しか
し、書類選考を通過し２回の面接試験を受け
る中で、突然面接官にこう言われたのでし
た。「あなたの経歴や持っている資格を考える
と、ガボンの要請内容の方が合っていると思
うけど、何でガボンには希望を出さなかった
のですか？」。その時、私が返したとっさの回
答は「すみません、私フランス語はできない
ので、ガボンは最初から言語の条件で外して
いたので要請も見ていません」。今になって思
うのです。あの時ガボンという国を知らなく
て「え？ガボンって何ですか？」と答えてい
たら、私は今ここにいなかったのかもしれな
い…と。そして「フランス語を習得する気は
ありますか？」と聞かれ、面接の場なので「そ
ういった機会を与えていただけるならば、が
んばりたいという思いはあります」と定型文
で返答し、見事その2024年10月に私の元に

『以下のとおり派遣予定者として合格となりま
した～派遣予定国：ガボン～』というメッセ
ージが届き、今に至ります。

☀

　そんなこんな、2025年度２次隊として派遣
予定者となり、８月31日まで茅ケ崎高校で働
き、９月から長野県にあるＪＩＣＡ駒ヶ根訓
練所で72日間の合宿生活（フランス語の勉強
と国際協力やボランティアについての勉強、
安全対策や健康管理などをみっちり学ぶ、そ
して毎週のワクチン接種）を経て、2025年12
月８日に日本を出国、27時間の長旅の末にガ
ボン共和国・首都リーブルヴィルに到着しま
した。１週間様々なオリエンテーションを受
け翌週から３週間の現地ホームステイと語学
学校への通学、ガボン到着から１カ月でアパ
ートに引っ越し、一人暮らしを開始！という
怒涛のスケジュール。休職してからのこの５
カ月は、濃密ながらもあっという間でこんな
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「アフリカで異国人やってます！」―私のガボン体験記―

に自分の置かれた環境が変化する半年は人生
で中々ないな、と今改めて振り返って驚いて
います。

☀

　肝心のガボンでの生活を書く前にこんなに
色々と書いてしまいましたが、次回はガボン
での暮らしなどをもっと詳しく書いていけれ
ばいいと思います。ガボンに来て約２カ月の
私が一番に感じているのは“私が外国人になっ
た”ということ。日本という外国人の少ない世
界で生きてきて、日本人として圧倒的マジョ
リティの中で何の違和感もなく過ごしてきた
日々と打って変わって、私は今、ガボンで街
行く人々みんなに注目されるくらい珍しいア
ジア人として暮らしています。まず、肌の色

が違う。黒人が95％以上を占めると思われる
街の中で、とにかく私は目立つ。黄色人種で
あるアジア人でも、黒人から見れば「白い！」
のだそうだ。そんな訳でして、この連載のタ
イトルを『アフリカで異国人やってます！―
私のガボン体験記―』としてみました。
　La suite au prochain numéro !（第２回に続く）

（かない　まり　茅ケ崎高校養護教諭）

■はじめに
　世界には６千から８千の言語があるが、日
本の外国語教育は英語一強が一段と加速して
いる。
　半世紀前、自分の目で、足で世界を見て歩
きたい、学生時代、そんな夢を抱く私にとっ
ての外国語体験はカリフォルニア州バークレ
ーで始まった。ヒッピーの発祥地でもあり、
人種、国籍、性、出自に関わらず人々が自由
に集うこの学生の街は、日本の閉塞感から脱
出したい私にとって、Democracyが日常に浸
透した心から解放感を感じられる場所であっ
た。『イデオロギーとしての英会話』（ 1976 
ダグラス・ラミス著）で喝破された日本国内
の軽薄な英会話熱など自分には無縁であると

いう錯覚に陥るほど私は有頂天になっていた
かもしれない。帰国後も通訳や翻訳のバイト
をしたり、留学生との交流セミナーに参加し
たり「国際語＝英語」の世界にどっぷり浸か
っていた。
　そんな私が紆余曲折を経て、1978年新設３
年目の県立高校の英語教師となり、なぜその
４年後エスペラントを自ら学び、教え始め、
退職後の2020年からは（一財）日本エスペラ
ント協会の理事長まで務めるようになったの
かをお話ししたいと思う。

■「なんで英語やるの？」
　当時の神奈川県立高校の新設校には多様な
生徒が集まっていた。ここで私は可愛くも英

「英語へのモヤモヤ」から
　　「エスペラント＝希望の言語」に魅せられて

―多様性を認めあう世界を目指して40余年―

北　川　郁　子

ガボンの子どもたちと。
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語嫌いな生徒たちから「なんで英語やるの？」
と強烈な質問を浴びせられることになる。そ
してさらに衝撃的だったことは、横浜駅周辺
で頻発していた朝鮮学校の生徒たちと日本の
若者たちとの争いを見た生徒たちの在日韓
国・朝鮮人への蔑視、差別発言であった。ま
た、米国からの留学生をクラスに受け入れた
時とアジアからの留学生を受け入れた時の生
徒の反応の大きな落差等を目の当たりにし、
私は英語一辺倒の外国語教育が生徒たちの世
界観や価値観に好ましくない影響を及ぼして
いると感じるようになった。折しも、冬休み
に一人旅をしたフランスやイタリアの街中で
現地の人とは英語は通じず、自分の中の「英
語過信」に猛省を促された頃だった。

■エスペラントの独習
　「英語依存」を脱したいとさまざまな言語の
入門書に挑戦してみたが、どれも途中で挫折
し、最後に行き着いたのがエスペラントだっ
た。きっかけは偶然、新聞の文化欄で見つけ
た『ドナウの彼方で』（藤本ますみ著、中央
公論文庫1978）という本の紹介記事だった。
親子でエスペラントを学びながらブルガリア
に一年間留学をした体験記録だった。この本
を読んですぐに私は、大学書林の『エスペラ
ント四週間』を始めた。他の言語で挫折した
私にとって、この本は奇跡のように思え た。
スイスイと３週間で基本教程が終わったので
ある。「こんな学びやすい言語がある！」とい
う感動。でも、まだエスペラントを話せる人
には誰にも会っていないという懐疑的な思い
が交錯した。

■韓国でエスペラントが通じた！
　偶然その年1982年の夏「第１回日韓青年エ
スペラントセミナー」（現在は中国、ベトナ
ムも加わり「東アジア青年セミナー」として
毎年開催）が開かれることを知った私はこの
セミナーへの参加を決めた。当時韓国は文字

通り「近くて遠い国」であり、歴史的記述を
めぐる「教科書問題」で不穏な報道が続く
中、私たちは韓国の若者たちに大歓迎され
た。夜は天の川が見える河原で、マッコリを
片手に恋愛観や歴史問題について語り合った
り…英語を教えることで欧米の価値観を振り
まく後ろめたさを感じていた私にとって、ア
ジアの人たちと繋がれるエスペラントはまさ
に「希望の言語」であるという実感に感動
し、本気で学び始めることとなった（Esperanto
の文字どおりの意味は「希望する人」という創
案者ザメンホフのペンネーム）。

■エスペラントはどんな言葉？
　エスペラントとは、1887年当時ロシア領で
あったポーランドの眼科医ザメンホフが、絶
えることのない民族間の争いを、平和的的に
解決することを目指し創案した中立な国際語
だ。各々の母語を大切にしながら、エスペラ
ントが目指す自由で平等な世界への共鳴者た
ちがその案を実用することによって言語案は
実際の言語となり、世界に広まっていった。
現在、話者は世界で数十万人から百万人と言
われ、その数は決して多くはないが、ギネス
世界記録も公認する世界一規則的な言語で、
覚えやすく、発音、アクセントのルールも明
瞭である。英語では不規則動詞の活用を覚え
させられるが、エスペラントの動詞は現在形
を-as、過去形を-is、未来形を-osという語尾
にする。例えば「捕まえる」という意味の動
詞（英語ではcatch）なら、語根kapt-にそれ
らの語尾を付けてkaptas（捕まえる）、kaptis

（捕まえた）などとなりcaughtを覚える手間は
省けることになる。名詞の語尾は-o、形容詞
は-a、副詞は-eと決まっている。例えば、名
詞mano（手）、形容詞はmana（手の）、副詞
はmane（手で）となる。明快な構造を持った
エスペラント語を習得すると、言語の構造に
関する感覚が研ぎ澄まされ、新たな言語を学
ぶ際により効率的に身につけられるとも言わ
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「英語へのモヤモヤ」から「エスペラント＝希望の言語」に魅せられて　―多様性を認めあう世界を目指して40余年―

れている（さらに詳しくは、https://www.jei.
or.jp）。

■エスペラントを教える
　エスペラントの有用性を実感した私は、
1985年、転勤したばかりの川崎市にある高校
でエスペラント部を創設。同じ地元では1986
年に夫や地域のエスペランティスト（エスペ
ラント話者）たちと市民サークルを立ち上げ
た。部活動の中でエスペラントを教え、海外
からの旅行者をゲストとし て迎えたり、海外
文通で得た美しい切手をしおりにして文化祭
で販売、その売り上げを「ポーランドの障害
を持った高校生に義手を贈る運動」につなげ
るなど、英語圏に偏らない国際交流を続け
た。
　1996年に横浜市にある高校に異動となった
私は、３年生の必修選択授業で「エスペラン
ト」を設置することを提案した。幸い理解あ
る同僚たち、管理職に恵まれ「日本で初のエ
スペラント授業」が実現することになった。新
聞で大きく報道されたり、他の高校への波及
もあった。授業にはウクライナからの女子学
生やベルギーからの全盲の高校教師など、年
に数回、国も年齢もさまざまなエスペランテ
ィストをゲストとして迎えた。「英語よりも
点がとりやすい」こともあり、人気のある授
業の一つだった（ 1998 年から 13 年間、授業
は私が他校に異動になっ た後も講師によって
続けられたが、カリキュラムの改訂に伴い
2011年に終了した）。

■英語では見えない世界が見えてくる
　日本人の間では英検１級やTOEIC満点近
いというと賞賛されるが、「ネイティブはそう
は言わない」と言われたら、その表現は誤り
となってしまう不安は、 私を含めて多くの外
国語学習者が経験していることだ。しかし、
エスペラントに関しては「母語話者のいない
自由さ」が魅力の一つである。エスペラント

話者の数は確かに英語話者に比べるとはるか
に少ない。しかし、英語圏だけでなく５大
陸、百数十カ国に「薄く広く」存在するエス
ペランティストのネットワークはユニーク
だ。世界各地で、趣味の世界から学術、文
学、音楽、社会運動等々、幅広いジャンルで
大小さまざまな国際イベント、交流が、対面
やオンラインで、繰り広げられている。最近
では、語学アプリDuolingoやネットでエスペ
ラントを学ぶ若者たちも増えてきている。
　2024年には初のアフリカでの「世界エスペ
ラント大会」がタンザニアで開かれた。2025
年にはインドネシアで「国際青年エスペラン
ト大会」が開催され私も参加したが、アジア
の青年たちや、内戦後のコンゴ民主共和国で
小説を書く若者とも親しくなる機会を得た。
　AI翻訳が普及し、世界が戦争や憎しみ、対
立に溢れる現代だからこそ、異文化背景を持
つ人々と直接向き合い、互いを尊重しながら
歩み寄る意義は増している。エスペラントが
母語が異なる人たちの「橋渡し言語」とし
て、複言語教育の一環として見直されること
を願ってやまない。

（きたがわ　いくこ　
一般財団法人日本エスペラント協会理事長、
一般社団法人日本外国語教育推進機構理事）
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工業科と普通科における高卒就職の違い ―２校目への異動を通して―

はじめに
　私は昨年の春、綾瀬西高等学校へ２校目の
異動として着任した。大学卒業と同時に教員
として社会に出た私にとって、今回の異動は
初めての転任であり、内示が出てから４月を
迎えるまで、不安と緊張の入り混じった日々
を過ごしていた。初任校は社会科教員が３名
のみの工業高等学校であったため、普通科と
いう環境に自分がすぐに馴染めるのかという
点も、異動前の大きな不安材料であった。

　綾瀬西高等学校は、全日制学年制普通科
の高等学校で、綾瀬市内でも海老名市と隣接
する地域に位置し、周囲を耕地や住宅に囲ま
れた落ち着いた環境にある。本校の特色とし
て、校内にデイサービスセンターが併設さ
れ、福祉科の授業が設定されている点が挙げ
られる。地域との交流や将来の生活を見据え
た教育活動が行われている学校である。

　着任してまず印象的であったのは、学校を
構成する主たるまとまりが「科」ではなく「学
年」であるという点であった。工業高等学校
では、科を軸に生徒指導や進路指導が行われ
ていたため、主に学年全体で生徒を支えると
いう普通科の在り方は新鮮に映った。また、
女子生徒がクラスの半数を占めるという、普
通科では当たり前の教室の風景にも、慣れる
までに時間を要した。

　着任後はすぐに１年生の担任を務めるとと
もに、校務分掌では進路支援グループに所属
し、就職指導および学年進路を担当すること
になった。前任校においても機械科の担任を

３年間、最後の１年で建設科１学年の担任お
よび進路支援を担当していたことから、工業
科と普通科という異なる２校で就職指導に携
わった経験をもとに、本稿では高卒就職と就
職指導について考察してみたい。

昨今の高卒就職について
　学校斡旋による就職は、企業が各校に求人
票を提出し、その中から生徒が応募先を選択
する仕組みである。大学や専門学校からの就
職とは異なり、教員が企業と採用までの調整
を行う点が特徴である。自己開拓や縁故就職
を選ぶ生徒もいるが、多くの就職希望者は学
校斡旋の方式で就職活動を行っている。その
ため、就職希望者が多ければ多いほど、教員
の業務量も増加する。

　近年の高卒就職は、求人倍率・求人数とも
に上昇傾向にあり、高等学校生にとってはい
わゆる売り手市場が続いている。実際に学校
を訪問する企業担当者からは、「高卒採用に
力を入れているが、人材確保が難しい」とい
う声を多く聞く。求人票を見ても、給与や休
日数などの条件が年々改善されており、数値
の変化が現場の実感として表れている。昨年
度、本校は３千枚を超える求人票を頂いてお
り、教員目線からも羨ましくなるような大企
業や、給与面・福利厚生面が盤石な企業から
の求人も多い。

（　 ）Ⅹ�Ⅹ

就職内定率（％） 求人数（千人） 求人倍率

平成26年度 98.8 316 1.85
平成31年度 99.3 484 2.89
令和6年度 99.0 499 4.10

高校新卒者の就職内定状況等

厚生労働省「高校・中学新卒者の就職内定状況等」より作成
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/159-1b.html
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学校から・学校へ（ 　）

　世間では依然として大学進学が重視されが
ちであるが、目の前の求人票や企業の声に触
れる中で、生徒の個性や特性を生かす進路と
して、高卒就職は十分に価値ある選択肢であ
ると感じている。

就職指導における専門学科と普通科の違い
　前任校の工業高等学校では、就職者が全体
の約７割を占めていた。就職指導は各工業科
を中心とした体制が整っており、２年次から
専門科教員が生徒の希望に応じた企業を示
し、それをもとに３年次で受験企業を絞り込
んでいく流れが確立されていた。多くの生徒
は、３年間で身につけた専門知識や取得した
資格を生かせる業種・職種への就職を選択し
ていた。

　一方、普通科である本校では、就職者は全
体のおよそ３割である。求人はサービス業、
介護福祉、製造、運送など多様な業種から寄
せられており、生徒の選択肢は非常に幅広
い。そのため、高校生活３年間の中で自分に
合う業種をじっくり考え、選択する時間があ
ることがとても魅力的である。その反面、生
徒が就職について具体的に考え始める時期は
遅く、多くの求人の中から自分に合う企業を
選びきれない様子も見受けられる。工業科の
就職指導が、専門性に基づいた道筋の見える
支援であるとすれば、普通科の就職指導は、
生徒自身が自分の関心や価値観を言葉にしな
がら方向を定めていく支援であると感じてい
る。

今後の課題と展望
　本校の生徒は、日常の授業や部活、校外活
動を楽しんでいる生徒が多く、より良い高等
学校生活を送るために自分で考え行動する力
をある程度備えている。一方で、将来や進路
について主体的に考える力は十分とは言えな
い。昨年度の１学年三者面談時は、進学か就
職かという基本的な選択すら定まっていない
生徒が半数以上を占めていた。また、３学年
の就職指導の際にも、どのような企業・業界
で働きたいのかが職場見学希望票の提出直前
まで判然としない生徒も多かった。

　こうした現状を踏まえ、本校では１学年の
早い段階から進路指導を行い、学期ごとの進
路ガイダンスを通して、その時期に考えてほ
しい視点を繰り返し伝えている。成果が表れ
るのはこれからであるが、生徒が自分なりの
基準で進路を選択できるよう、継続して支援
していきたい。

　工業科と普通科という２つの学校で就職指
導に携わる中で、進路指導とは生徒に答えを
与えることではなく、考える材料と時間を保
障することなのだと、私自身の捉え方も変化
してきた。今後も、生徒一人ひとりの背景や
思いに向き合いながら、より良い進路実現の
支援を考えていきたい。

（にしむら　りゅうたろう　綾瀬西高校教員）

西　村　竜太郎

�ⅩⅩ
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中　村　裕　之

１　トウガラシ
（１）花粉飛ばさないで！
　2026年１月、Ｘ高校の卒業生（担任をして
いた年次）10数人と飲む機会があった。Ｘ高
校には1990年代半ばから９年間勤務した。Ｘ
高校が神奈川県で初めて総合学科に改編した
時期にあたる。卒業生たちは40代前半、酒が
進むに連れ高校時代の思い出話に花が咲く。
Ｋは２・３年次担任（３年次でクラス替えが
なし）で人懐っこい元気な生徒だった。本当
に久しぶりに再会したＫが20年以上前のＸ高
校での思い出を語ってくれた。
　総合学科では当時から３年次で一人ひとり
がテーマを決めて探究活動する「課題研究」
が必履修、現在の「探究」の先駆けである。
Ｋは農業系の科目を選択していたこともあ
り、課題研究のテーマは「トウガラシの栽
培」だった。種子を自分で用意し、農場で割
り当てられた区画を自分で耕し播種から収穫
まで自力で行う。担当の私は気がついた点を
指摘したり、彼らの相談に乗るのが役割だ。
　Ｋが果たして頑張れるかどうか当初は不安
もあったことを覚えている。しかしＫは元気
良く頑張って、しかも楽しそうに課題研究を
した。主体性と当事者性という言葉がキーワ
ードになっている昨今だが、まさにＫは主体
性と当事者性を持って取り組んだ。
　面白いエピソードもあった。農場のＫの隣
の区画ではＨがやはり課題研究でパプリカを
栽培していた。パプリカとトウガラシは交雑
する場合がある。交雑するとパプリカが辛く
なることがあるそうだ。ＫとＨにそのことを
告げると、普段穏やかなＨが「絶対私の区画

にトウガラシの花粉が飛ばないようにして！」
と言い寄る。どうしようか･･･、Ｋと相談し
てビニルハウスの切れ端でカーテン状の風防
装置を作り設置した。結果、Ｈのパプリカに
トウガラシの花粉は飛んで行かなかったよう
で事なきを得た･･･。書くときりがないのでこ
のくらいにしておく。

（２）いまでも忘れない！
　Ｋはトウガラシの課題研究を鮮明に記憶し
ていた。それはどうしてなの？と聞いたら、
自分がやりたいことをある程度納得する形で
出来たこと、やっていくうちに面白くなって
きたこと、などと話してくれた。現在の仕事
にも役立つ経験だったとはっきり言う。今で
も熱く語るＫから次のようなことを感じた。
　まずは教育の成果は長期的に見ることも必
要だということである。Ｋが課題研究で身に
付けた「生きる力」が今の彼の自己肯定感や
生きる自信になっていることは間違いない。
それを感じるまでは時間がかかる場合もある
のだと。
　またトウガラシを栽培するというリアルな
体験が高校卒業後のＫの人生を豊かにしたこ
とである。隣の区画でパプリカを栽培してい
たＨの存在も大きかったことがわかる。Ｈと
いう同伴者がいてＫは走ることが出来たと思
われるからだ。
　いずれにしても約25年後に当時の課題研究
を生き生きと語るＫに私は大きく心を動かさ
れた。当時は「課題研究」と呼ばれた探究に
はやはり凄い力がある。探究や探究的な学び
はこれからの教育の重要なキーワードだが、

「つながること・ふりかえること」
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「つながること・ふりかえること」

総合学科が1990年代から「課題研究」（探究）
を必履修科目として実践し、その中で子ども
たちが自己肯定感などを高め、今も思い出に
残る取り組みであったことは改めて着目する
必要がある。

２　田んぼ
（１）何となくいいな！
　Ｘ高校で自分がやりたかったことのひとつ
が新しいタイプの環境教育だった。当時の環
境教育は理科や反公害・反原発の流れも色濃
かった。私はそうではない生徒の感性やカラ
ダに入り込むような環境教育をやりたかっ
た。1990年代はリオサミットもあり環境につ
いて非常に関心が高まっていた時期でもあっ
た。神奈川県という都市部で市民や行政など
と協働し高校生が感性やカラダで感じて楽し
く取り組める環境教育を模索した。そこで構
想したのが横浜市という都市部にありながら
も里山の自然環境の中で田んぼや雑木林の維
持保全を市民ボランティアが行政と協働して
行っているＭ公園をフィールドにした授業を
つくることだった。授業は田起し、田植え、
稲刈り、脱穀、餅つきなどのＭ公園の田んぼ
の作業を市民ボランティアの皆さんと一緒に
行うことを中心にした。Ｘ高校では年により
選択者が変化したがだいたい毎年15名ほどの
生徒が選択し、彼らは最初は戸惑うものの楽
しく授業に参加していた。「何となくいい
な！」、「泥んこになって初めて自然が身近な
ものになった」など当時の生徒の言葉が忘れ
られない。授業開始当初はＭ公園の田んぼに
入るのは年に４回程度だったが、当時の生徒
からもっとＭ公園に行きたいという要望があ
り田んぼに入る回数を増やした。

（２）一緒にどうスか？
　３年前に卒業生のＳから連絡が来た。Ｓは
３年次でこの授業を選択している。息子が小
学５年生になり小学校で米作りについて学習

するので、子どもを連れてＭ公園にまた行く
ことにした。ついては先生も一緒にどうス
か？というお誘いだった。聞くとその時一緒
に授業を選択していたＩも来るという。異動
後Ｘ高校で授業が消滅してからはＭ公園には
滅多に顔を出さなくなっていたので、久し振
りにＳやＩと田んぼに関わることになった。
ＳとＩは家族を連れてきて田んぼの作業やイ
ベントに参加するときもある。私にとっても
楽しい時間だ。
　市民ボランティアの皆さんもたいへん喜ん
でくれた。ＳやＩも懐かしいねと言いながら
田んぼの作業を楽しんでいる。あの頃の教育
の成果が出ていると強く感じた。これを機に
ＳやＩだけでなく当時のＸ高校卒業生の数人
が家族を連れてきたりしてＭ公園に来るよう
になっている。また私のかつての同僚もお子
さん連れで田んぼに来るようになった。Ｍ公
園の田んぼがひとつの結節点となりＸ高校の
卒業生や様々な人たちのつながりが新たに生
まれようとしている。再びＭ公園に足を向け
させてくれたＳとＩにはたいへん感謝してい
る。ちなみにＳとＩは前述のＫの２つ下の年
次に所属していた生徒だった。
　Ｍ公園での取り組みは様々な示唆を与えて
くれる。学校の中だけで教育活動を行うので
はなく、どんどん校外に出て学校外の資源を
活用することの重要性もそのひとつだ。その
ことをかつてＸ高校のＹＡ校長は「カリキュ
ラムは学校の外にある」と表現した。1990年
代にＭ公園のような校外にしばしば出向き市
民や行政と協働して授業をつくるという取り
組みはＸ高校では見られたものの、他校では
殆どなかったと記憶する（Ｘ高校に倣い統合
して出来た単位制のＯ高校もＭ公園で同様の
授業を数年間実施していた）。現在、校外の
教育力を活用した学びを構築している教員が
果たしてどのくらいいるのだろうか。
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３　�今だからこそふりかえって欲しいＸ高校
の教育実践

（１）二人の若者
　このトウガラシの話、田んぼの話は1990年
代後半から2000年代で、もう四半世紀も前の
ことだ。今と時代が違う、年寄りの昔話だろ
うと見ることも可能だ。しかしこうした取り
組みに関心を持つ若者も出現している。
　ＭＷくんとはかつての勤務校（Ｘ高校では
ない）の卒業生を介して知り合った。大学院
で教育学の研究や助手をしている好青年であ
る。ＭＷくんは当時のＸ高校の取り組みに関
心を持ってくれて、Ｘ高校のある地域を一緒
に歩いたり卒業生や当時の教員にインタビュ
ーをしたりしている。
　ある時ＳとＩとＭＷくんが会う機会をつく
った。それが縁でＳやＩに誘われ、今ではＭ
Ｗくんも田んぼの作業に参加している。ＭＷ
くんを惹き付ける何かがＳやＩといったＸ高
校の卒業生、そしてＭ公園にはあるのだろ
う。更に言うと、冒頭で紹介した飲み会にも
私がＭＷくんを誘った。最初はお互い戸惑っ
ている感じはしたけれど、酒の勢いもあって
か楽しそうに談笑する光景が見られた。
　ＹＣくんを最初に知ったのは『ねざす』の
記事を読んだときだった。その記事に非常に
関心を持った。そんな折、かつてＸ高校で非
常勤講師を長年していて今でも親しいＳＹさ
んがＹＣくんと知り合いだと判明した。何度
かＳＹさん、ＹＣくんで飲む機会があった。
ＹＣくんもＭＷくん同様大学院で教育学の研
究をしている好青年だ。Ｘ高校の実践は彼の
関心にも通じるところがあったようだ。現在
高校が抱えている課題の解決策がかつてのＸ
高校の実践にヒントがあるのかも知れないと
盛り上がったりした。ＹＣくんとＭＷくんと
も緩やかなつながりが出来ているようだ。

（２）昔話で終わらせないで！
　神奈川県で最初の総合学科高校だったＸ高

校の卒業生のその後を断片的に書いてみた。
彼らはＸ高校の学びを今でも肯定的に捉えて
おり、Ｘ高校での学びや経験が四半世紀後の
彼らの生きる力の一部になっている。そこに
ＭＷくんやＹＣくんなどの若者が関心を持ち
緩やかにつながっていくという構図も見られ
ている。
　これはＸ高校が総合学科に改編するときに
創った理念を大切にし、その理念に沿って当
時の私のような教員たちが学校づくりをした
ことの帰結だと思われる。昔話になるが当時
は教員間でしばしば議論をした。「学校から地
域にこれからは発信していくべきだ」、「生徒
に学校のカリキュラムに合せなさいではな
く、生徒に合せたカリキュラムを作成す
る」、「様々な人たちと協働して学校をつく
る」など夢のある議論も多かったことを記憶
している。
　Ｋが今でもトウガラシの課題研究を鮮明に
記憶していること、ＳやＩが親世代になり再
びＭ公園で田んぼに関わるようになったこ
と、は神奈川県の高校教育のレガシーとして
記憶してほしいと願う。紙面で紹介できなか
ったがこうした事例は他にも多数存在する。
単なる昔話ではないところに注目してくれた
ら幸いだ。

４　いま考えること
（１）教育はロマン！
　もう少しすると新学習指導要領が出され
る。現時点での案を見ると再び学校に「裁量」
を与えようとしていることがわかる。不当な
批判をされた1990年代のいわゆる「ゆとり」
の形を変えての復活だと私は見ている。「ゆと
り」がなぜ失敗したのか。ひとつは教育現場
の持つ保守性だと私は思う。Ｘ高校が全く新
しい取り組みをしているときでさえ、校内外
を問わず冷笑し動こうとしない保守的な教員
は多数いた。全国で神奈川県だけが総合学科
高校が減少しせっかくのレガシーが引き継が
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れなかった要因のひとつがこの保守的な教員
の存在であったと私は思う。
　あれから25年が経ち、再び学校や教員が創
意工夫できる環境が生まれようとしている。

「裁量」を今度こそ定着させるためには、この
現場の保守性を何とかして打破して欲しい。
VUCAの時代に入り社会はもの凄いスピード
で変化している。教育はその変化に対応しな
ければいけない。Ｘ高校の実践が温故知新と
なれば幸いと改めて願う。
　教育はロマンとガマンだ。１％でもロマン
があれば99％のガマンは乗り越えられる、と
昭和の人間である私は思ってしまう。いま現
場の先生方どういうロマンをどれだけ持って
いるのだろうか。Ｘ高校は学校としても各々
の教員にも理念＝ロマンがあったからこそ、
ＫやＳ、Ｉたちが今でも記憶に残る教育活動
を実践できたのだ。

（２）つながること
　教育にロマンを持つ人たち（教員に限らず
教育に関わる人たち）が緩やかにつながるこ
と、それには『ねざす』も媒介のひとつだと考
える。ＭＷくんやＹＣくんと私を結びつけた
のは『ねざす』でもあった。本稿を書くことに
ついてＫは「どんな形であれ、私的には思い
出が文章として残るのは嬉しいことです」（原
文ママ）とコメントしている。『ねざす』が教
員のロマン、卒業生の思い、VUCAの時代の
教育、など様々なつながりをつくっていくツ
ールのひとつであることに期待したい。
　もう一度Ｋのトウガラシ栽培に伴走した
い！と思う。そして、お読みいただいた皆さ
ん、Ｍ公園の田んぼでぜひ会いましょう！

（なかむら　ひろゆき　元県立高校教員）

「つながること・ふりかえること」

＊原稿募集中＊
　 　学校現場の問題・トピック等から日本や世界の教育についてまで、広く原稿を募集して

います。ぜひ『ねざす』に執筆してください。「寄稿」や「読者のページ」等にて掲載いたし
ます。詳しくは研究所まで。
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スマホ使用時間は１日２時間程度まで？
　９ケ月前の2025年８月に、愛知県豊明市議
会で「スマホ使用時間を一日の余暇のうち２
時間までを目安にする」条例案（罰則無し）
が提案され、９月の市議会で可決、10月から
施行された。背景には、スマホの過剰使用で
睡眠時間が減少し、心身の健康に悪影響があ
り、子どもたちの学力が低下するなどの弊害
が各方面で指摘されている事情がある。
　市長は「２時間までと要求しているのでな
く、スマホの使い方について考えるきっかけ
に」と説明したが、全市民対象という全国で
も異例の条例だけに各種メディアで大きな反
響を呼んだ。賛成意見の一方で、私生活に立
ち入るな、２時間程度までというのは無理な
注文だ、などと市役所には反対意見も寄せら
れたようである。
　私は、スマホの使用時間に絞った提案は表
面的で部分的な捉え方で、しかも条例化と
は、と正直呆れた。すでに各地で「スマホの
使用モラル」あるいは体系的な「メディア・
リテラシー教育」の取組みが芽生えているか
らである。もちろん、考える契機としてはな
お重要だとはいえ、問題の本質は使用時間の

「量でなく質」だと考える。なぜなら、スマ
ホ＝スマートフォンの「スマートsmart」と
は「賢い」という意味で、「あなたは賢いスマ
ホをスマートに（賢く）利用していますか」
という根本的な問いとして受け止めるべきだ
からである。

20年近く前に「ケータイ・スマホの使用法」
を高校生が自問自答して手引き冊子作成
　私がこの根本的な問いに最初に気づいたの
は、20年近く前の2008年春に、名古屋市内の
私立女子高校の教員が名古屋大学の私の研究
室に来室、「ケータイ（スマホの前形態）を学
校敷地内に持ち込まないという校則なのだ

が、実効性がなく生徒指導が混乱して苦労し
ている」と相談を受けた時であった。私は相
談を受けながら、「規制主義」でなく、高校
生自身でケータイとどう付き合うかを自ら問
う「自己規律主義」で臨んでは、という考え
が浮かび、高校生有志で「ケータイ・ハンド
ブック」を作ってみては、と提案した。その
教員はさっそく学校に持ち帰り、学年担当の
１年生にその提案を伝えた。新しいメディア
機器について、その仕組みと使用法につい
て、当時の大人たちは何も教えてくれないと
不満と不安を感じていた彼女たちは、さっそ
く有志40人ほどでハンドブックづくりに取り
組んだ。
　１年後の2009年３月に50頁の冊子が完成
した。その内容は教員たちが舌を巻くほど
深く掘り下げており、「ケータイの所持・使
用の実態」「ケータイの多機能的魅力と落し
穴」「ケータイ依存症」「ケータイ・ネットい
じめ」などの諸項目が並ぶ。このハンドブッ
クは保護者にも配られて好評を博し、有志生
徒が毎年度交代して改訂版が制作された。生
徒手作りの冊子は時代を先取りすると注目し
た東京の出版社が５年後に『中高生のための
ケータイ・スマホハンドブック』という書名
で出版に至った（金城学院中学校高等学校編
著、学事出版、2015年）。この手作り冊子と
比べると、豊明市の条例は議論のきっかけに
という趣旨に納得しても、問題把握の掘り下
げに欠け、そのセンスは20年近く遅れている
と言いたくなる。

10年余り前に「授業中居眠りの大学生は『ス
マホ依存症』では？」の疑念
　高校１年生が冊子を作成した2009年から４
年後、私が名古屋市内の小さな私立大学に
移った2010年代前半には、ケータイはスマホ
に様変わりし、ネット接続が中心となってＳ

クリティカルなまなざしの教育論 ９

「スマホ使用は一日の余暇内2時間程度まで」条例化

今 津  孝次郎
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クリティカルなまなざしの教育論（９）

ＮＳが定着、映像を含む大量の情報を扱い、
いわば小型パソコンのように進歩したから、
カメラ機能も持つ便利なスマホは人々の日常
生活の必需品となっていく。
　大学で40人以上の学生が座る教室で講義を
すると、机にうつ伏して寝ている学生が数人
いるのが目についた。事情を聞くと夜遅くま
でスマホをいじくっている点で共通する。ま
たゼミ指導学生にも聞くと、トイレや風呂の
中まで持ち込み、夜は枕元に置いて寝ると
知って、「スマホ依存症」ないし「スマホ中毒
症」ではと疑いを抱いた。もちろん、現代の
必需品だから「依存」するのは当然だとして
も、スマホ使用が不眠や体調不良、勉学への
集中性を欠くといった徴候を示すと、それは
単なる「依存」を超えて「依存『症』」の病理
に陥り、アルコール中毒や薬物中毒に似てく
る。
　さっそく大学の同僚と「メディリテラシー
研究会」を組織して、2014年４月にスマホ
使用実態のアンケート調査を全学部の１年
生を対象に実施した。回答数は244（回収率
72.4％）。調査集計では医学的に依存症を測
る尺度表から10基準を選んで「該当する、
しない」の回答パターンから「依存度合」を

「小・中・大」の三グループに操作的に区分
した。10基準のいくつかを挙げると、「ネッ
ト検索が楽しくて仕方がない」「食事中でも
いじくっている」「オンラインゲームに熱中
してしまう」など。
　「依 存 度 合」を区 分 した結 果、「小」が
66.4％、「中」が27.0％、「大」が6.6％であっ
た。厳密な医学的診断ではないが、調査結果
を評価して「小」は問題無し、「中」は依存症
予備軍、「大」は依存症と見なした。この３
区分がいかなる生活状態を示しているかを解
析した。詳細な報告は大学機関誌に発表した
ので（今津他メディアリテラシー研究会「ス
マートフォン等の利用に関する実態」『東邦
学誌』第44巻第１号、2015年６月）、主な結
果だけ挙げる。

（１）利用時間（２時間以内から２～４時間…
８時間以上）：利用時間が長くなるほど依存

「大」の傾向は強まるが、２時間以内でもわ
ずかに「大」の場合があり、８時間以上でも

依存「小」の場合があるので、利用時間量が
依存程度を左右するとは限らない。

（２）心身状態（昼間眠くなる、頭痛がする、
からだがだるい）：いずれも依存「大」が「い
つも感じる」度合いが強く、スマホは生活リ
ズムや健康を脅かすリスクを帯びている。

（３）勉学（授業を休みたい、勉学に意欲が出
ない）：依存「小・中」では「あまり感じない」
がほとんど、他方「大」では「ときどき＋い
つも感じる」が６～７割を超えており、勉学
に支障をきたす傾向が強い。

（４）対人関係（関係がうまくいかない）：依
存「小・中」では「いつも感じる」が１割程度
なのに、「大」では５割を超える。スマホに
よるコミュニケーションは、直接対面と違っ
て短いメールの文字中心なので、互いの齟齬
が出やすいのだろう。
　以上のような調査結果を踏まえ、私たちは
スマホのリスクを知らせる簡単なリーフレッ
トを制作して授業で配布し、大学ウェッブ
ページにアップするなど、幅広い啓発活動を
緊急におこなった。それから約10年、スマホ
依存「症」の大学生は減っているはずである。

スマホに支配されるか、スマホをスマートに
（賢く）管理できるか
　昔から哲学的にも論議されてきた馴染み深
いテーマに「機械と人間」がある。機械は人
間が創ったのに、いつのまにか機械が人間
を支配していないか、という問いである。
チャップリンの古典的喜劇映画『モダンタイ
ムス』（ 1936年）で、工員に扮したチャップ
リンが大型の歯車に巻き込まれるという衝撃
的でシンボリックな場面を思い出す。映画か
ら90年、まさにその場面がそのまま現代ＡＩ
時代の「スマホと人間」の関係にもピッタリ
当てはまる。
　そう考えると、豊明市の条例「２時間まで
を目安」という文言は、書き換えるべきだろ
う。「スマホに（無意識的に）『使われる』の
か、（意識的に）賢く『使いこなす』のか、よ
く考えて身近な機器と付き合おう」と。

（いまづ　こうじろう　名古屋大学名誉教授・
星槎大学大学院特任教授）
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深　井　喬　史

先生に、なりたい！　　　　　　　　　　（22）先生に、なりたい！　　　　　　　　　　（22）先生に、なりたい！　　　　　　　　　　（22）―教職をめざす若者たち―

「先生に、なりたい！」との思いを将来の選択肢として

■はじめに
　私は、高等学校の商業科教員を将来の選択
肢の一つとして考えている大学３年生であ
る。商業科をはじめとする教員に必要な知
識・技術の修得に励んでいるが、中でも簿記
の魅力を生徒に伝えることのできる教員を目
指している。教員という職業に関心を持つよ
うになったきっかけには、恩師の存在がある。
　以下では、高等学校時代における恩師との
出会い、大学進学後に生じた進路の迷い、将
来教職の道を選んだ場合に目標とする教員像
について述べていきたい。

■恩師との出会い
　小、中学校と野球に打ち込んできたため、
入学を決めた高等学校でも野球部に所属し、
充実した学校生活を過ごすことを思い描いて
いた。一方で、将来の進路については漠然と
しており、教員を目指すという考えもなかっ
た。高校入学当初は新型コロナウイルス感染
拡大の時期と重なり、２ヵ月もの「全国一斉
臨時休業」となった。その後、感染が多少収
まり学校は再開されたものの、部活動はもち
ろん生徒同士の会話も制限され、今後の学校
生活に不安を感じていた。しかしながら、こ
の状況下で恩師と呼べる先生と出会うことが
できた。その先生は商業科のご担当で、野球
部でもお世話になった。先生が教えてくださ
る簿記の授業は面白く、前向きに学校生活を
送ることができるようになった。
　高等学校１・２年生には、12月頃に実施さ
れる全商簿記検定での合格を目指し野球部の

仲間と学習に力を入れた。私たちが難しい問
題に直面したときには、恩師が分かりやすく
丁寧に指導してくださり、出題パターンに関
しても解説を加えてくださった。その解説を
信じてひたすら簿記に取り組んだ結果、解け
る問題が増えていき、解けるたびに楽しさを
感じ、検定合格という成果も収められたこと
で、ますます簿記が好きになっていった。ま
た、簿記を野球部の仲間に教えた経験から、
教えることに対する興味も芽生えた。「教えて
くれてありがとう」といった言葉を仲間にか
けてもらった時はうれしく、簿記の学びを通
して自信が持てるようにもなった。仲間を支
援することの喜びを実感し、次第に「もっと
分かりやすく伝えたい」という思いで、恩師
に受けた説明や声掛けを手がかりに、理解し
やすい説明方法を考え、教え方を工夫するよ
うにもなった。こうした経験を重ねるうち
に、恩師のように簿記の面白さや魅力を伝え
られる教員になりたいと考えるようになった。

■大学進学後に生じた進路の迷い
　高等学校での恩師との出会いをきっかけ
に、教職や簿記の魅力に惹かれ、恩師のよう
な指導力のある商業科教員になりたいと思う
ようになった。そこで、商業科の教員に必要
な知識や技術の修得や簿記検定に関わる支援
が充実しており、勉学に集中できる環境が整
っている千葉商科大学への進学を選択した。
入学後は簿記検定に特化した学びの場である

「瑞穂会」に所属し、まずは日商簿記検定２
級合格を目指し、仲間と切磋琢磨して懸命に
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学んだ。検定２級に合格し、簿記の知識・技
術を一層身に付けることができたと感じてい
たところ、「瑞穂会」で指導していただいてい
る先生に、「日商簿記検定１級に挑戦してみ
ないか」とお声掛けをいただき、さらなるス
キルアップができる機会だと捉え、挑戦する
ことを決めた。
　ある時、教職以外の仕事について説明して
いただく機会があった。社会には多種多様な
職業が存在すること、中でも、税理士・公認
会計士・経理職などでは簿記の資格を存分に
活かせることを知り、これまでとは異なる視
点で簿記を認識することができた。だが、職
業選択の幅ができたことでの迷いも生じた。
その点を大学の教職課程の先生に相談する
と、「迷うことは当然だ」との言葉をいただい
た。恩師に対する憧れや簿記の魅力から教員
になることだけに意識を向けてきたが、進路
を見つめ直す必要があると気づいた。今まで
の経験や大学生活の学びを振り返るととも
に、就職活動に向けて行った自己分析を通し
て、「周りをよく観察し、必要な場面で進ん
で支援できる」ことが私の強みであり、この
強みを活かせる職業に携わりたいとの気づき
が得られた。迷うことが、将来の進路や強み
を掘り下げる貴重な時間となり、今では必要
な過程だったと捉えられる。

■目標とする教員像
　私が将来教員を選択した場合には、「生徒
に簿記の面白さや魅力を伝えることができる
教員」、「生徒をじっくり観察し、必要な場面
で支援をすることができる教員」を目指すつ
もりである。これまで簿記をはじめ商業科教
員に求められる知識・技術の修得に力を注い
できたが、思うような成果が出ずに焦りを感
じたり、悩んだりすることもあった。特に、
日商簿記検定１級の学習内容は、２級と比べ
て格段に専門的かつ高度になり、何度も挫折
しそうになった。それでも、励ましあえる仲

間とともに学び続けることで、簿記の知識や
技術に対する学習意欲を維持することができ
た。誰かの支援があることで大きな力を発揮
できること、誰かに支えられたり支えたりす
ることの大切さも感じた。
　こうした実体験から、高校時代の恩師のよ
うに生徒が面白さを感じながら学べる授業展
開のできる商業科教員、また、生徒が困難に
直面した際には、前向きに取り組めるよう様
子を見て支援し、成長を後押しできる教員で
あれたら、と考えるようになった。

■さいごに
　高等学校での恩師と呼べる先生との出会い
をきっかけに、簿記の魅力や教えることの楽
しさに気付くことができた。大学に入って社
会には多様な職業があることを知り、将来に
複数の方向性が生じることになったが、恩師
のように指導力のある教員になりたいとの思
いは変わらずに持ちながら、日々勉学に励ん
でいる。今後も一つひとつの学びを大切にし
て、地道な努力を続けていく。
　４年次に教育実習が控えているが、目標と
する教員像を心に留め、これまで身に付けて
きたことを総動員して臨みたい。その上で、
自分自身の進路に決着をつけたい。

　（ふかい　たかし　
千葉商科大学商経学部商学科学生）
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　「いろいろな生徒がいる
のだから、私も障害を持つ
生徒や性的マイノリティの
生徒たちのことをもっと理
解しよう」。評者がインク
ルーシブ教育やＬＧＢＴＱ
の人々という存在を知った
とき、感じたことだった。

しかし、本当にそれだけで良いのだろうか。
「そのような生徒たち」のことを「理解」すれ
ばそれで良いのだろうか。
　本書はその疑問について、明確な「NO」を
突き付けてくる。

●障害の「社会モデル」という考え方
　障害には、障害を心身の機能障害と捉え、

「個人の問題」として治療・改善を目指す考え
方と社会環境の障壁によって作られる「社会
の問題」として構造改善を目指す考え方があ
る。前者は「医学モデル」、後者は「社会モデ
ル」と言われている。後者の考え方から、社
会が対応して障害を取り除くべきだという考
えがだんだんと広がってきている。そして、
多目的トイレや駅のスロープ、手すり、エレ
ベーターなど、障害を持つ人が生活しやすく
なるインフラが街中に次々と整備されてい
る。それ自体は喜ぶべきことだが、本書で
は、現場整備では障害は解消できないという
ことが実体験を通して語られている。
　例えば障害者施設や病院のお風呂である。
ある女性の体験によると、小学生を過ぎてか
らも異性の職員に風呂に入れてもらうこと
や、流れ作業でこなされていたと感じていた
ことがあったという。年頃になったら異性に
裸を見られたくない。そんな当たり前なこと
でさえ、障害を持っていると口に出せないこ
ともある。その女性は、友人と「おかしい」

と訴えることによって、現状を変え、男性に
お風呂を介助されることはなくなったそうだ
が、知的障害の方の介助はそのまま異性の介
助者が担っていたそうである。
　このエピソードはお風呂に入れないという
障害は解消されているが、個人の尊厳をいか
にして守るかという視点が欠けていることを
示している。確かに女性がお風呂の介助をす
るのは体力的に難しいという声もあるが、個
人の尊厳という視点で考えると決して無視で
きる話ではないはずだ。
　合理的配慮に関しても同様である。
　教室内での合理的配慮とは、障害を持った
生徒に対して「特別な配慮をする」ことだと
理解されがちである。しかし、障害を持って
いるから配慮する、となると「障害を持って
いる／いない」という非常に曖昧な線引き
で、生徒を二分してしまうことになりかねな
い。本来、合理的配慮とは、「画一的な学ば
せ方」ではなく、「その人にあった学び方」を
自分で選択してできる教室を目指すものであ
る。だから、障害の有無に関わらず、生徒が
自分で学びたい方法を模索できる場を作るこ
とが大切だ。
　しかし、これは教師側に大きな考え方の転
換を迫る。従来、「特別な例外」として認めて
きたものを「普通」として受け入れなくてはな
らないからだ。だれかを特別扱いせず、なる
べく全員に平等に接しようという考えを持っ
ている先生からすると、誰かに特別な配慮を
することは「不公平」を生み出しかねないので
はないか、と。しかし、ここで立ち返ってほ
しいのは、何のために教育を行っているか、
ということである。多くの教員が生徒に対し
て学習したことを身に付けてほしい、良い高
校生活を送ってほしい、ひいては、幸せな未
来の生活を送ってほしい、と思っているだろ

松　長　智　美

野口晃菜　喜多一馬　編著　学事出版

『差別のない社会をつくるインクルーシブ教育
誰のことばにも同じだけ価値がある』
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う。そのような目標のためならば、学習にお
ける合理的配慮が「平等」よりも重要である
はずだ。つまり、一見「不公平」に見える合
理的配慮が、全ての生徒に「公平」な場を作
るのだ。インクルーシブ教育においてよく言
われることだが、生徒に合った方法を考える
ことは、「すべての生徒を特別扱い」すること
につながり、「公平」だと胸を張って言える。

●無意識の優位性
　ここで障害だけでなく、マジョリティとマ
イノリティの話に広げていきたい。まず、民
主主義について考えてみよう。オランダの教
育哲学者ガート・ビースタによると、民主主
義的意思決定には二つのモデルがあるとい
う。集約モデルと熟議モデルである。集約モ
デルとは簡単にいうと多数決であり、主張の
妥当性や利己主義などは問題とされず、ただ
多い方が選択される。そこで多くの政治理論
家などは熟議的モデルを擁護する。しかし、
まだまだ世の中は集約的モデルに偏ることが
多い。その上で、冒頭の「LGBTQを理解し
よう」という評者の言葉を振り返ると、まる
でマジョリティの視点からマイノリティを

「わかってあげよう」という無意識の差別に気
づかされないだろうか。
　そこで、本書の「包括的性教育について学
ぼう」の章では「SOGIE」という言葉が紹介
されている。これは、「性的志向」「性自認」

「社会的性」「身体の性」の４つを人間のセク
シュアリティとして捉える枠組みである。こ
こでは、マジョリティとされる性の在り方も

「シスジェンダーで異性愛者」という多様な性
の中のひとつに位置づけられる。だからこ
そ、すべての人が同じ壇上で自分のセクシュ
アリティを見ることができる。
　人は自分のマジョリティ性に気づくのは難
しい。まず全員が同じ立ち位置から物事を見
られるように、自分のマジョリティ性に気づ
き、無意識の差別をしていないか立ち返って
から考える必要がある。

●私たちはどう生きるか
　では、教室でどうしたらよいのか。本書を
読んで評者が考えたことは２つである。

　一つ目は、自分の場所を少し移動させるこ
とである。自分の今いる場所から他者を理解
しようと躍起になるのではなく、今の自分で
はなく、違う立場だったらどう見えるかを考
えることである。例えば、教師ではなく本人
だったら…、保護者だったら…、友人だった
ら…？　教師対生徒や一対一の考えだけでは
ない見方をすれば、もしかすると物事の違う
側面も見えてくるかもしれない。また、生徒
との関係の中で教師本人が自己のマジョリテ
ィ性に気づいたなら、その上下の構造を変え
ようとしてみることである。つまり、縦の関
係ではなく、横の関係として、アドバイスな
どを与える者ではなく寄り添う人間として接
してみたら、生徒の抱える問題への理解が深
まるはずである。
　二つ目は、生徒との関わり方をマニュアル
化しないことである。インクルーシブ教育と
いうと、裁量時間、専門性、財源、さまざま
なところに大きな不安を抱えていることは言
うまでもない。しかし、その不安のために目
の前の問題を放棄するのではなく、試行錯誤
しながら毎日を挑戦し続けることがなにより
重要なことである。もちろん、参考にできる
様々な研究やほかの先生方の実践研究、また
自分の今までの経験もあるだろう。この本に
もインクルーシブな教室づくりをした先生方
の貴重な実践が載っており、評者自身、自分
の教室でも実行に移してみたいと思う内容は
多い。だが、目の前の生徒たちは他者の実践
研究や自分が過去に相対してきた生徒とは違
う存在だ。以前にうまくいったことが今回も
うまくいくという保証はない。「プディングは
食べてみないと味はわからない」というよう
に、インクルーシブ教育を行うためには、と
にかく目の前の生徒と話し、全員が居心地の
良い場を作ろうと目指し続けなくてはならな
いだろう。当然、失敗もたくさんするだろ
う。しかし、自己のその時の実践を積み重ね
ていくこと、むしろそれによってしか、目の
前の生徒たちに対してインクルーシブな教育
を行い続

・ ・ ・
けることはできないのだ。

（まつなが　ともみ　教育研究所員）

書評
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美しい映画との出会い
　私の2026年は、美しい一本の映画との出会
いから幕を開けた。１月９日、日本公開のエ
ドワード・ラブレース監督作品『ぼくの名前
はラワン』である。ニューヨーク・ドキュメ
ンタリー映画祭ほか、世界の映画祭を席捲す
るなど、高い評価を得ている注目作の公開を
聞きつけ、公開翌日に劇場へと向かった。新
宿のミニシアターは公開記念イベントも相ま
って満席であった。
　本作は、生まれつき耳がきこえない〈ろう
者〉でクルド人難民の少年ラワンが、手話を
自身の言語として習得し、多くの人々との出
会いによって成長していく姿を、ダイナミッ
クかつ抒情的な映像と壮大な音楽で描写して
いく珠玉のドキュメンタリー映画である。

ラワンという少年
　ラワンが生を受けたイラク領クルディスタ
ンでは、ろう者が教育を受ける環境にはな
く、言葉を発する術さえ十分にはなかった。
数少ない手話と口話でコミュニケーションが
取れるのは兄だけであった。そんな現状から
いじめられるラワンは自分のことを「ポンコ
ツ」と表現し、自分と家族だけが暮らせる星
がもし宇宙のどこかにあればと考える日々を
送っていた。そんな彼を案じた両親は、彼が
５歳の時に難民としてヨーロッパへ渡ること
を決意する。家族は、危険な旅と難民キャン
プでの過酷な経験を経て、イギリスの都市ダ
ービーへと渡る。ラワンはダービー王立ろう
学校へ通えることになり、新しい出会いと学
びによって自分の意志で手話を覚えていく。
その姿を監督であるエドワード・ラブレース

は実に４年にもわたりカメラを回し、彼が手
話を覚え他者とのコミュニケーションを通し
て、自身の内的世界と外的世界との繋がりを
実感する、そんな喜びの姿を丹念に描いてい
った。

ラワンの生まれた環境
　ラワンはろう者というハンディをもつだけ
でなく、クルド人としての側面ももつ。ラワ
ンが生まれたクルディスタンは第一次世界大
戦後、現在に至るまでトルコ、イラン、イラ
ク、シリアの四か国に分断されている。クル
ド人が国家を持たない最大民族として広く知
られる所以である。それぞれの地域で分断と紛
争の歴史をもち、近年でも1988年にイラク領
クルディスタン地域のハラブジャ市で発生し
た化学兵器による大虐殺はクルド人の記憶に
深い影を落としている。数千人の民間人が一
夜にして生命を奪われた。この惨劇は単なる過
去のものではなく、生存者を現在まで化学兵
器の後遺症と健康被害に苦しませ、心に傷を
残し、そして化学兵器による後遺症がさらな
るクルド人への差別感情をもたらしている。
　そうした環境のために中近東では、クルド
人が移住した際に先住民との共生の道を求め
ても、先住民からの迫害を受けることもあ
る。そうするとクルド人は邪魔な存在とされ
社会の最下層におかれ、結果としてさらなる
分断と対立のなかに身を投じることにもなり
かねない。ラワンたち一家のように難民とな
る遠因がそこにあることは想像に難くない。
実際、ラワンの両親は自身の息子の未来を変
えるため、難民となる選択をせざるを得なか
ったのである。

生　田　幸　士

『ぼくの名前はラワン』

映画に観る教育と社会 [41]
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言語の獲得が真の自分との出会いに
　映画の中でのラワンの姿を通して、言語と
コミュニケーションについて私たちは考えさ
せられる。ラワンはダービー王立ろう学校
で、自分を理解し受け止めてくれる教師ソフ
ィーや温かい友人たちと出会い、英国手話を
身に着けていく。はじめはクラスの前で自分
のことすら話せなかったラワンだったが、自
身と同じく孤独な幼少期を過ごしたというソ
フィーの言葉に心をしだいに通わせていく。
トラックの荷台に隠れた危険な旅のこと、つ
らかった難民キャンプでの生活、しかしそこ
で初めて同じろう者の男性と出会い今の自分
があること。英国手話で自身のことを語るこ
とで、過去のトラウマを乗り越えていくラワ
ン。
　しかし、両親はそうした英国手話を使うラ
ワンに複雑な感情を抱いていた。それはイラ
クでは手話が受容されていない現実であっ
た。もし国外退去処分となれば、その時愛す
る我が子は現実を受け止められるのか。そう
した危惧が現実のものとなる。無情にも英国
内務省がラワン一家の難民申請の審査を開始
したのであった。ろう学校にも内務省から国
外退去の可能性が示された。ラワンの英国手
話の習熟度に一家の未来が託された。そうし
たなかでラワンは学芸会でVV（ビジュアル・
バーナキュラー）の舞台に立つことになる。
学芸会も審査対象でありその重圧が、小さな
ラワンの双肩にのしかかった。「自分の居場
所はここじゃないかも」と弱音を吐くラワ
ン。ソフィーは英国手話の言語化認定を求め
る集会を紹介し、「きっと世界はいい方向に
変わる」と勇気付ける。ラワンは学芸会を通
してコミュニケーションを求め自分の殻を破
ることで、周囲にこれまでの自分の成長を伝
えたのである。
　学芸会終了後、一家の国外退去の延期処分
が決定される。ラワンが地域の手話コミュニ
ティと関係を作り、地域住民が政府への嘆願
を行ったことが功を奏した。イラクでポンコ

ツだと思い込んでいたラワンは自分で居場所
を見つけたのだ。そして、彼の話す英国手話
もまた2022年にＢＳＬ（英国手話）法によっ
て法的にも言語として認められたのである。

すべての困難を抱える人々へのメッセージ
　一見、本作はクルド人のろう者のラワン
が、イギリスで自分の居場所を見つけ自分自
身を受け入れるまでの成長を追ったドキュメ
ンタリーのように感じるかもしれない。もち
ろん、そうした側面は多分にあるが、実はも
っと多面的で多元的な作品といえる。先ほど
も触れたように、クルド人難民の問題も深部
に存在する。クルド人の抱える困難さと英国
政府の難民・移民政策の動向、現地住民との
関わりによる支援の姿は見逃してはならな
い。また、父母と兄のラワンに対する眼差し
には、大自然の映像とともに肉親が持つ原初
的な愛情が存分に描かれている。また、ろう
学校でラワンを温かく受け入れ常に優しく支
援しつづける教師の姿と、分け隔てなく無邪
気にラワンと交流する生徒たちの姿に学校教
育のあるべき姿を再発見させられる。
　「世界はきっと変えられる」。小さなラワン
少年から発せられる、しかし決してか細くな
い力強い言葉に、ぐっと胸を付き動かされる
とともに、すべての困難を抱えた人々への最
大のエールであると感じる。誰もが自分を表
現する言語をもち、誰からも脅かされること
なのない居場所を見つけられる社会へと一歩
を進める勇気を与えてくれる映画である。

（いくた　こうじ　教育研究所員）

映画に観る教育と社会（41）

『ぼくの名前はラワン』ポストカードより
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海外の教育情報（40）

アメリカ・イギリスの

新聞記事を読む

山 梨　　彰記 事 紹 介

エディンバラ大学は人種差別的な科学理論の形成に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「過大」な役割を果たしていた

(Guardian 2025.7.25)より

　エディンバラ大学は、英国最古の一流大学
の一つだが、人種差別的科学理論の創出に

「特に大きな」役割を果たし、間大西洋奴隷
制度から大きな利益を得ていたことが、その
歴史の公式な調査で判明した。大学はアフリ
カ民衆の奴隷化、プランテーション経済、イ
ギリス帝国全土での富の搾取から、少なくと
も3,000万ポンド（≒63億円）を得た。それを
財源に大学の有名な建物などを建てた。さら
に18 ～ 19世紀の同大学の教授は、白人至上
主義理論を提唱し、アフリカ人を人種階層の
最下位に置く「擬似科学」を創出した。奴隷
制から富を得た寄付者からの940万ポンド（≒
20億円）相当の遺贈が現在の講義、勲章、特
別奨学金などの資金になっている。
　学長は「大学が多くの犠牲を与えた慣行や
制度から利益を得るだけでなく、民族的・人

種的な少数派コミュニティへの人種差別的な
思考の創出と永続にも寄与した」ことを公式
に認め、深く謝罪した。頭蓋骨が人の性格や
道徳観を決めるという「擬似科学」に従事し
た1800年代の「骨相学者」が、奴隷などから
収集した約300個の頭蓋骨を大学は今も所蔵
している。
　報告書では、18 ～ 19世紀のスコットラン
ド啓蒙思想（Ａ・スミス、Ｄ・ヒュームな
ど）の拠点だった大学の役割に疑問を提起
し、啓蒙思想の「自由主義的価値観」と「奴
隷制、植民地主義という身体・労働・権利・
資源・土地・知識の略奪」とが結びついてい
る歴史が衝撃的だと述べる。1790年代の学生
のノートが見つかり、当時の有名な道徳哲学
者が白人ヨーロッパ人が人種的に優れている
と何千人もの学生に教えていたことがわかっ

　イギリス・スコットランドの有名大学のエディンバラ大学は、かつて人種差別理論を唱えた
啓蒙思想家を輩出し、植民地からの富を搾取して成長した。そのような歴史的事実を踏まえ
て、自らの加害者性を明らかにすることは、学問的にも誠実な営みと言える。それに比べて日
本の大学や教育の道徳的貧しさが際立つ。
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ＩＣＥの摘発が移民の学生に「恐怖の文化」を引き起こし、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移民学生への「いじめ」も増加

(Guardian 2025.12.11) より

　移民税関捜査局（ICE）の取り締まりの影
響で、全米の学校で移民学生へのいじめが増
加し、出席率も低下し、公立学校の移民学生
の間で「恐怖の文化」が広まっていることが
校長への調査で示された。
　カリフォルニア大学の「民主主義・教育・
アクセス研究所」が実施した600人以上の校
長を対象とする調査報告書によれば、多くの
校長は「危機的な空気だ」と述べ、移民家庭
の学生の70.4％が「自分や家族の安寧に懸念
を表した」と言っている。報告書によれば、

大半の公立高校で移民家庭出身の学生の出席
と学習が低下しており、校長の57.8%が、年
度内に移民の両親や保護者が「コミュニティ
を去った」という。また、一部の校長は「移
民家庭出身の学生がどうしているのかわから
ない」と言い、校長の63.8％は、学生が「移
民への政策や政治的誇張」のために学校を欠
席したと述べた。
　さらに校長は、学生の間で高まる反移民的
な雰囲気にも影響を与えていると言う。校長
の1/3以上が、移民家庭出身の学生が「いじ

　2025年末から2026年２月にかけてトランプ政権による移民への差別と迫害が著しく悪化
して、ミネソタ州では市民２人がICEによって殺害された。「まるでゲシュタポのようだ」とい
う市民の反発は、大きな反対運動へと拡大していった。この市民たちの動きからはアメリカの
民主主義もまだ健在のように思える。日本ではどうだろうか。「日本人ファースト」などのレ
イシズムの標語が選挙などで堂々と掲げられても、それに同調する空気の方が濃くないだろう
か。

海外の教育情報（40）

た。この理論はアメリカ南部の奴隷制を正当
化するためにも利用された。
　それをふまえて、報告書は、組織に潜む制
度的な人種差別と闘うために、上記の資金を
黒人やマイノリティ出身者の学者の採用や人
種差別と植民地主義についての研究と教育に
充てるように求めている。
　さらに報告書は、「国際ホロコースト記憶
連合」による「反ユダヤ主義」の定義がガザ
などへのイスラエルの攻撃についての自由な
対話を抑圧しているとし、さらに大学がイス
ラエル政府と契約を結んだ企業への投資をや
めるように呼びかけた。学長はこれらへの見
直しを始めると表明した。
　さらに他の調査結果として、大学がアフリ
カの奴隷制度に由来する基金を政府の戦争債

券、植民地債券、スコットランド高地の土地
の購入などに投資し、プランテーションから
砂糖とタバコを輸送する船舶への税金から資
金を得ていたこともわかった。また、エディ
ンバラ大学は奴隷制廃止を求める議会へ請願
をした他のスコットランドの三大学に加わら
なかった。批判的人種理論の専門家は、「ス
コットランドは何世紀間も人種差別された
人々を搾取し、殺害し、支配するイデオロギ
ーを維持してきたことに道徳的な負債を負っ
ている」と語る。
　学長は大学が人種差別、植民地主義、そし
て反黒人暴力の研究拠点の設置を積極的に支
援すると述べた。大学の今の黒人のスタッフ
は１％未満、学生は２％強であり、イギリス
全体の黒人人口の４％よりも率が低い。
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めや嫌がらせを受けた」と述べ、ミネソタ州
の校長の一人は「白人学生がヒスパニック系
学生に嫌がらせを言うことが確実に増えてい
る」と述べた。
　ネブラスカ州の校長は、ラテン系学生に対
して、学生が「敵対的で侮蔑的な言葉遣い」
をするのが増え、「帰れ」などと嘲笑すると
言う。ミシガン州の校長は、生徒たちが「お
前の両親は国境を越えた者だ」と言い、この
ようないじめに対して懲戒処分をしたと述べ
た。調査によれば、圧倒的多数の学校が、保
護者の強制送還の場合も含めて移民のニーズ
に「できる限り」取り組んでいる。校長たち
は、生徒が学校から消えてしまう、親に会え
る最後の機会になるのではないかと心配して
いる。
　研究所のディレクターは、移民人口が多
く、連邦政府の攻撃的な標的とされているロ
ス・アンジェルスのような都市で、以上のよ
うな懸念が見られると予想したが、全国の学
校が影響を被っていることが判明した、とい

う。
　「高校の校長は、専門的な基準と道徳的義
務に基づいて学生の安全を確保しようとして
います。学校で安全だと感じることが学習に
とって不可欠です。同時に校長は自分の力の
限界を知っており、校外でのことを制御でき
ないことを知っています」とディレクターは
述べた。
　ある校長は、「私たちはすべての生徒が活
躍できる安全な場所を作ろうと努力し続けて
いるが、この課題はますます困難になってい
る」と語った。
　国土安全保障省の広報担当は、「学校での
いじめや出席率の低さをICEのせいにする
人々は、恐怖の雰囲気を作り出し、法執行機
関を中傷しています。ICEは子どもの逮捕を
行うために学校へ行くことはありません。前
科のある人物が「学校に逃げ込む」場合は、
公共の安全を守るために逮捕するかもしれま
せん。しかし、これはまだ起きていません」
と述べた。

オーストラリアの学校で携帯電話の禁止が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施されてから２年、何が変わったか？

(Guardian 2025.10.12)より

　メルボルン郊外のある高校が校内で携帯電
話禁止を実施した理由は、生徒同士の対立が
オンラインでエスカレートした、学習への集
中力が低下したなどであった。校長は、「携
帯電話が手の届く範囲にあると、生徒の注意
力は散漫になります」と言う。携帯電話禁止
の内容は、授業時間中は携帯電話をバッグや
ロッカーに保管し、使用を発見したら没収し

て事務室に下校まで保管する。今月で、オー
ストラリアのほとんどの州で禁止が始まって
から２年経つ。禁止措置は親や政治家から称
賛され、携帯電話へのアクセスを遮断すれば
集中力を高め、注意散漫を最小限に抑えると
考えたが、専門家の一部はその効果に懐疑的
だった。２年が経過した今、学校で実際に何
が起こっているだろうか？

　日本の学校では携帯電話（スマートフォン）の功罪が本格的に論じられることはないようだ
が、以下の記事のようにオーストラリアやヨーロッパでは学校内で使用禁止とする傾向が近年
増えている。闇雲に強制的に禁止するのではなく、客観的な調査などに基づく、皆が納得いく
ような措置と検証が求められているのではないだろうか？
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　校長は、「影響は明らかでした。禁止が始
まって以来、授業開始のメリハリがつき、授
業の中断が減り、授業の流れが改善されてい
ます。サイバーいじめや嫌がらせが大幅に減
り、休み時間や昼食の様子が変わってきてい
ます。互いの会話や生徒と職員の交流が増え
ていて、若者に望ましい雰囲気です」と語っ
た。
　禁止が実施されてから1年後、ニューサウ
スウェールズ州教育省による約1,000人の公
立学校校長への調査では、校長の95％が依然
として禁止を支持しており、81％は禁止が生
徒の学習を向上させた、86％は生徒の付き合
い方が改善された、87％は教室での注意散漫
が減ったと答えている。
　南オーストラリア州の調査によると、教師
の70％が学習時間中に集中力と参加度が高ま
ったと報告し、64％の教師が携帯電話が原因
での学校での「重大な出来事が減った」と報
告した。
　一方、2024年に高校を卒業した女性は、禁
止措置が「過剰反応」だったと言う。彼女は
携帯電話禁止下で過ごしたが、同級生は秘密
裏に使用していたという。「ティーンエージ
ャーは携帯電話をとても重要だと感じます。
それは安心感を与えてくれるので、この重要
なものを奪うことはむしろストレスや不安を
増大させ、学校の状況を悪化させ、教師や監
督者、支援スタッフにとって対処しにくくな
る」という。
　しかし、多くの学校の生徒や職員と内輪で
話すと、禁止措置が肯定的な影響を与えたと
広く信じられている。ある高校教師は、「教
室に電話があるだけで注意散漫になりがち
で、あるかないかの違いがはっきりしていま
す」と言う。
　禁止措置の良さを感じる生徒もいる。シド
ニー西部の公立高校の11年生は、教室から電
話がなくなったので、不正行為が妨げられ、

「オンライン中毒」の生徒に友達付き合いを

強要されず、「より快適に、安全な空間が確
保され、写真が送られることも心配しなくて
すむ」と言う。同じシドニー西部の私立イス
ラム系学校の11年生の生徒は、電話禁止で

「注意力が伸び、学習の向上に役立った」と
言う。
　シドニー南部の公立高校の11年生は、生
徒たちが電話禁止を「不合理」で、教師が

「時々、権力を乱用する手段として禁止を利
用している」と感じていたが、学習にはプラ
スの影響があると述べた。しかし、一方で、

「携帯電話は、膨大なコンテンツがあり、研
究を支援し、写真を撮り、動画を作成し、便
利なアプリを使うことができる、非常に強力
な学習ツールとなり得ます。それが利用でき
なければ、学校が提供する機器や従来の資源
により多く依存せざるを得ません」と言う校
長もいる。
　ある大学教授は、「電話の禁止はサイバー
いじめを減少させ、授業中の生徒の集中力を
高め、電話の乱用に対して教師が生徒を処分
しなければならない状況から解放されると言
われます。しかし、禁止措置の主な理由の一
つは、疑いなくそれが広まったことです。若
者は学校の外で過ごす時間がはるかに多いの
で、実際には親や家族と子どものデバイス使
用をどのように規制すべきかについて話し合
うべきです。学校の電話禁止は、過度なデジ
タル機器の使用という問題に対して、何らか
の対応をしていると感じられる、比較的重荷
を感じない方法です」という。
　さらに氏は、「電話禁止措置の具体的な研
究の結論が出ていません。禁止措置がどのよ
うな影響を及ぼしているのかについて、深く
継続的な調査が必要です。特に、私たちは教
室に入り、生徒や教師と、禁止に関する彼ら
のさまざまな経験や有益と考えることについ
て話し合う必要があります」と言う。氏は、
30校と1,200人以上の生徒を対象とした英国
の最近の調査を引用し、その研究では「携帯
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電話禁止措置の学校で、生徒の精神的健康、
睡眠、英語と数学の教育成績、さらには教室
での妨害行動に関して有意な差は見られず、
電話禁止と学習の向上との相関関係の研究に

よれば直接的な因果関係の証拠が見られませ
ん。電話禁止が事態を直接かつ大きく変える
と考えるのは、単純すぎます」と述べている。

16歳未満のソーシャルメディア禁止、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国統一教員組合が英国政府に要請

(Guardian 2026.1.11)より

　英国最大級の教員組合の一つの全国統一教
員組合（ＮＡＳＵＷＴ）が、メンタルヘルス
と集中力への懸念から、16歳未満のソーシャ
ルメディアの禁止を政府に要請した。組合
は、大手テック企業が自社のプラットフォー
ムに子どもがアクセスできるようにした場合
に罰則が科されるよう、立法の強化を求めて
いる。
　オンラインの安全に関する議論は、今月、
イーロン・マスクのＡＩツールが女性や子ど
もの衣服をデジタルで除去していることが明
らかになり、再び注目を集めた。また12月
に、オーストラリアで16歳未満の者を対象と
した先駆的なソーシャルメディア禁止が施行
された。
　ＮＡＳＵＷＴは、ソーシャルメディアへの
無規制アクセスが子どもにとって有害であ
り、学校での行動に影響を与え、メンタルヘ
ルスを害するという証拠が増えていると述べ
た。また、子どもが暴力的で性的に露骨なコ
ンテンツにさらされることで害を受けている
と述べた。
　組合の事務局長は、「教師は、子ども向け
に設計されていない、ソーシャルメディア環
境の余波に日々対処しています。ソーシャル
メディア企業は、強制されない限り責任ある
行動は行わない。子どもの安全確保やメンタ
ルヘルスの保護、学校における問題行動への
対策に真剣に取り組むのであれば、16歳未満
の子どもへの法令による禁止を緊急に実施す

べきです」と述べた。
　教育査察局（Ofsted）は、ソーシャルメデ
ィアが子どもの注意力を「削り取り」、悪行
をさらに悪化させていると述べた。
　ＮＡＳＵＷＴによると、昨年の組合員
5,800人を対象にした調査で、暴力的および
虐待的な行動を示す生徒の数が増加したと81
％の教師が指摘した。また、ソーシャルメデ
ィアが行動悪化の要因と考えていると、59％
が同意した。300名を対象にした別の調査で
は、16歳未満のソーシャルメディア禁止を89
％が支持すると答えた。
　事務局長は「私たちの調査では、ソーシャ
ルメディアが教室における不適切な行動や不
安などの最大の要因の一つとされました。子
どもたちは、成長し、学び、健全な人間関係
を築く機会を得る権利があり、子どもの弱さ
から利益を得るオンラインの世界に引き込ま
れてはいけません。私たちは、政府が他国と
共に子どもや若者を支援するために、保護者
や教師が支持できる禁止措置をとるべきだと
考えます」と述べた。
　政府の広報担当者は、「私たちの指針のも
と、圧倒的多数の学校はすでに授業中に携帯
電話の使用を制限しており、学習に支障をき
たさないようにしています。オンライン安全
法を通じて、私たちは子どもたちが年齢に適
したオンライン体験をできるようにし、ソー
シャルメディア企業には18歳未満の子どもを
有害なコンテンツから保護することを強制し
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＊原稿募集中＊
　 　学校現場の問題・トピック等から日本や世界の教育についてまで、広く原稿を募集して

います。ぜひ『ねざす』に執筆してください。「寄稿」や「読者のページ」等にて掲載いたし
ます。詳しくは研究所まで。

ナイジェル・ファラージは、教師が人種問題に関して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「子どもたちを毒している」と非難

(Guardian 2025.10.9) より

　ナイジェル・ファラージは、改革英国が総
選挙で勝利した場合、その数週間以内に、反
対派の教師がストライキをすると予告し、そ
の教師たちが黒人の子どもは被害者で、白人
の子どもを抑圧者だと教えることで子どもた
ちに「毒を注いでいる」と非難する。ファラ
ージは、アメリカのミシガン州の私立大学の
イベントで英国の学校について、「マルクス
主義左派が現在、我々の教育制度を支配して
います。彼らは子どもに自国を恥じるように
言っています。彼らは、８歳の黒人のジョニ
ーに彼が被害者で、白人で８歳のリトル・オ
リバーには抑圧者だと言うのです。彼らは、
私たちを分裂させているのです。こうして否
定的な文化を助長しています」と主張した。
　このようなファラージの主張に対して全国
教育組合の事務総長は、ストライキは組合の
方針に基づくもので、はじめから決まってい
るものではないし、教育制度がマルクス主義

者によって支配されているという考えも「馬
鹿げている」と述べた。「ファラージは、犬
笛政治から政治家としてのキャリアを築いて
きましたが、現在、トランプと同様に、教師
と組合を敵にまわそうとしています。それは
極めて無責任です。私も組合も教育職にある
者もファラージが言うような批判的人種理論
を強いたりはしません。ファラージが首相に
なれば教育などの公共サービスを売り渡し、
教育と子どもには災厄となるでしょう」と事
務総長は述べた。改革英国は、世論調査で約
10ポイントのリードがあるが、提案された教
育政策の詳細を示しておらず、教育広報担当
者もいないようだ。ファラージは、教育制度
とカリキュラムを刷新することを示唆してい
る。事務総長は、改革英国を「極右で人種差
別的で、ドナルド・トランプの安売り屋」と
呼び、それ以来対立している。

（やまなし　あきら　教育研究所共同研究員）

ています。子どもたちを危害から守りつつ、
デジタル世界から安全に恩恵を受けられるよ

うにしています」と述べた。

　イギリスでも社会の右傾化が強まり、移民排斥も深まっている。「改革英国（ReformUK）」
という政党は、現在労働党、保守党を凌ぐ支持率があり、次回の総選挙では党首のナイジェ
ル・ファラージが首相になるやも知れぬ。その人物の教育観が伺える。
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１．奨学金問題プロジェクトの立ち上げ
　2013年７月発行の教育研究所ニュース「ね
ざす」第74号に、中京大（当時）の大内裕和
教授より「奨学金問題の深刻さと改善へ向け
ての活動」と題する寄稿を頂いた。日本学生
支援機構が、有利子枠のみを拡大し延滞金を
課すなど貸金業と化している状況が詳細に述
べられており、神高教は、同年８月の日教組
定期大会において、奨学金問題を運動の重点
課題とすることを訴えたが、その深刻さを共
有するには至らなかった。
　神高教は、2014年５月241回中央委員会で
奨学金問題プロジェクトの立ち上げを決定し
た。2013年11月教育研究所教育討論集会（『ね
ざす』№53掲載）でも「現行奨学金制度は支
援になっているのか、教育の機会均等の内実
を問う」をテーマとした。プロジェクトは、
2014年度から2019年度の間、集中的に活動を
行なった。

２．�奨学金問題リーフレットと二つのアン
ケート

　プロジェクトは、同年９月に、奨学金につ
いての問題をまとめたリーフレット「ここが
問題！日本学生支援機構奨学金！学校ででき
ることは!?」を作成した。事務負担の現状と
返済困窮の声をコンパクトにまとめ、10,000
部を組織内外、県教委にも配布した。
　また、同年９～ 10月に、若手教職員を対
象に「奨学金に関するアンケート」を実施し

（回答数479）、４割もが返済を抱えているこ
とが判明した。
　同年10月には、「日本学生支援機構奨学金
の事務作業についてのアンケート」を実施し

（回答数72分会）、94％の回答者が負担過重を
感じていることが判明した。このデータを元
とした、2015年６月の教育改革交渉で、県教
委から日本学生支援機構との窓口を設け現状
把握したいとの回答を得た。
　同年10月の日教組高校教育シンポジウム
（レポート「奨学金問題へのとりくみ」）や11
月の日教組全国代表者会議等で、奨学金問題
について全国に発信するとともに、11月29日
神高教第57次県教研集会において、特別分科
会「ここが問題、奨学金!学校でできることと
は!?」を開催し、アンケート結果をもとに組
織内の議論を深めた。

３．提言集
　2015年10月26日、プロジェクトは、制度改
善のための提言集「若者が苦しんでいます!奨
学金問題、学ぶチャンスを下さい！」を作成
し、給付型奨学金の導入・拡充、教育費負担
軽減、事務負担軽減を求める具体的な提言を
盛り込んだ。約20,000部を、県立高校全教職
員とともに、メディア、国会議員、かな政連
を中心とする県会・市会議員、日教組加盟単
組、労組、市民グループ等へも配布した。
　同年11月28日の神高教第58次県教研集会に
おいて、現役大学生や返済当事者である非常
勤教職員の参加を得て、特別分科会「もっと
話そう！奨学金のこと」を開催し、複数の支
部教研も奨学金をテーマとした。
　2016年２月には、日教組第65次全国教研第
20分科会「高等教育・進路保障と労働教育」
にて、プロジェクトメンバーが、「神奈川県
高等学校教職員組合奨学金問題プロジェクト
のとりくみ」をレポートした。

（太字ゴチック体が県民図書室所蔵資料）
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４．運動の広がり
　神高教の発信から運動は広がりを見せた。
　2015年10月２日、労働者福祉中央協議会
は、「若者の雇用と奨学金」の問題に焦点を
充てたとりくみのキックオフ集会を開催し、
プロジェクトメンバーが登壇した。中央労福
協は給付型奨学金の導入他を求める全国署名
を展開し、2016年３月22日に政府に310万筆
を越える署名を提出した。その後の参議院会
館院内集会では、返済当事者でもあるプロ
ジェクトメンバーが報告を行った。2017年２
月28日には、奨学金問題対策全国会議との共
催で衆議院会館での院内集会を催し、プロ
ジェクトメンバーが登壇した。
　神高教も、2015年10月24日にスタートアッ
プ集会を実施、職場署名運動を開始し、12月
６日の街頭署名行動とともに10,000筆を集め
た。
　2016年11月、プロジェクトは、三者面談等
で利用できる奨学金問題パンフレット「子ど
もと一緒に考えるための奨学金ガイド」を作
成配布した。また、2017年１月22日、高校教
育会館は、県教委後援、県労福協共催で、
「奨学金についてとことん話し合うシンポジ
ウム」を開催した。パネリストとして、県高
Ｐ連、県校長会、県立高校卒業の学生が参加
し、「オール神奈川」でとりくんだ。
　2016年３月には、日教組も「奨学金制度の
改善を求める3.5集会」を開催し、神高教のと
りくみを報告した。集会後、「奨学金制度の
改善を求める街頭行動」を実施した。

５．給付型奨学金と大学等授業料減免
　2017年３月31日、給付型奨学金についての
法案が衆参両院で可決・成立した。
　その後も、プロジェクトメンバーは、2017
年７月24日の連合主催「奨学金制度の拡充を
求めるシンポジウム」、2018年４月28日の日
本弁護士連合会主催シンポジウム「子育てに
まつわるお金のこと～子育て分野の社会保障

を考える～」、同年10月11日の神奈川人権研
究交流集会分科会「子どもの貧困・教育格差
の現状と私たちができること」などに登壇を
した。
　2019年５月10日、参議院で「大学等におけ
る就学の支援に関する法律案」が可決・成立
し、低所得者世帯を対象に授業料減免と給付
型奨学金が拡充されることとなった。

（県民図書室資料委員会　久世公孝）

2017年２月28日の院内集会で発言する筆者
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第1章　　総　　　　則
第１条　一般財団法人神奈川県高等学校教育会館寄付行為第5条にもとづいて神奈川県高等学校

教育会館教育研究所(以下研究所)を設置する。
第２条　研究所はあらゆる人々の教育を受ける権利を充実発展させていく立場から、高等学校教

育を中心とした教育の理論的並びに実践的研究を行うことを目的とする。

第2章　　運　　　　営
第３条　研究所の運営は一般財団法人神奈川県高等学校教育会館理事会(以下理事会)の決定及び

教育文化事業推進委員会の助言にもとづいて行う。
第４条　研究所の会計・人事その他の事務は理事会が決裁する。
第５条　研究所の研究計画・研究物の刊行計画等については教育文化事業推進委員会の助言を受

ける。

第３章　　組　　　　織
第６条　研究所の構成員は以下の者とする。
　　　　　（１）代表　　　　１名
　　　　　（２）研究所員
　　　　　（３）特別研究員
　　　　　（４）共同研究員
　　　　　（５）事務局員
　　２．代表は研究と庶務を掌り、研究所を代表する。
　　　　代表は理事会の議を経て理事長が任命する。
　　　　代表の任期は１年とする。但し再任を妨げない。
　　３．研究所員は研究にあたる。
　　　　研究所員は理事会の承認を経て理事長が任命する。
　　　　研究所員の任期は１年とする。但し再任を妨げない。
　　４．特別研究員は代表を助け、必要に応じて事務を処理する。
　　　　特別研究員は理事会の承認を経て理事長が任命する。
　　　　特別研究員の任期は１年とする。但し再任を妨げない。
　　５．共同研究員は専門的立場から研究を援助し推進する。

教育研究所設置規程

一般財団法人 ・神奈川県高等学校教育会館
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　　　　共同研究員の任命については研究所員のそれに準ずる。
　　６．事務局員は庶務にあたる。
　　　　事務局員は理事会の承認を経て代表が任命する。

第4章　　研究所員会議
第７条　研究所の事業を推進するために研究所員会議を置く。
　　２．研究所員会議は代表、特別研究員および研究所員をもって構成する。
　　３．担当理事、県民図書室長および共同研究員は、研究所員会議に必要に応じて出席するも

のとする。
　　４．事務局員は研究所員会議に出席し、意見をのべることができる。
第８条　研究所員会議は次の事項について立案するものとする。
　　　　　①　研究計画
　　　　　②　研究物等の刊行計画
　　　　　③　予算計画
　　　　　④　その他必要な事項
第９条　研究所員会議のほかに代表は必要に応じ研究推進のための会議を招集することができる。

第5章　　特別研究委員会
第10条　この研究所は必要に応じて特別研究委員会を設けることができる。

第6章　　会　　　　　計
第11条　この研究所の会計は一般財団法人神奈川県高等学校教育会館一般会計により行う。
　　　　会計に関する規程は別途定める。

第7章　　雑　　　　　則
第12条　代表及び特別研究員に欠員が生じた場合は、その後任者の任期は前任者の残余期間とす

る。
第13条　この規程に定めるもののほか研究所の運営に必要な事項は教育文化事業推進委員会の承

認を経て理事会において定める。
第14条　この規程の改廃は理事会で決める。
第15条　この規程は1986年7月8日より実施する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定　2018年６月８日
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定例所員会議�
（主に議論内容を記載　全て会館とオンライ
ンによる開催）

2025.4.19（土）第1回（通算427回）　
『ねざす』76号の企画、「ニュースねざす」
98号の執筆者について検討した。公開研究
会は「リモート授業をどうとらえるか」と
いうテーマでの検討を継続し、ハイブリ
ッド（オンラインと高等学校教育会館ホー
ル）開催とした。教育討論会についても俎
上に載せた。

2025.5.14（水）第2回（通算428回）
『ねざす』76号の企画について検討した。
公開研究会のテーマが「リモート授業をど
うとらえるか　―『不登校生徒対象の遠隔
授業による単位認定』の実態から考える―」
に決定し、チラシも完成した。また、教育
討論会の内容は「次期学習指導要領」をテ
ーマとする方向性が決まり、ハイブリッド

（オンラインと高等学校教育会館ホール）
開催とした。

2025.6.11（水）第3回（通算429回）
『ねざす』76号の企画が概ねできあがった。
公開研究会の要項を決定した。教育討論会
のテーマは「次期学習指導要領をめぐって

（案）」とし、上智大学の澤田稔先生に講師
を依頼することを決定した。

2025.8.20(水）第4回（通算430回）
公開研究会についての振り返りを行った。

教育討論会の登壇者についてコーディネー
ターを含め、概ね決定した。教育討論会の
進行について検討し、講師と登壇者による
事前打合せを行う方向性について確認し
た。

2025.9.20（土）第5回（通算431回）
『ねざす』77号の企画について検討した。
教育討論会の内容、進行、役割分担が概ね
決定し、テーマは「『次期学習指導要領と
私たち』―現場のリアルにどう生かせるの
か― 」に決まった。チラシの原案をもと
に、意見交換を行い、版下を確定した。

2025.10.18（土）第6回（通算432回）
『ねざす』77号の企画について検討した。
教育討論会の内容、進行、準備、役割分担
と当日の運営などについての詳細を決定し
た。また、40周年記念事業についての検討
を開始した。

2025.12.25（木）第7回（通算433回）
教育討論会の反省点についてアンケート結
果をもとに意見交換を行った。『ねざす』
77号の企画について、また、次年度の公開
研究会と教育討論会のテーマと講師につい
て検討した。併せて、40周年記念事業につ
いての検討も行った。

2026.1.14（水）第8回（通算434回）
『ねざす』77号の企画が確定した。次年度
の活動計画、公開研究会と教育討論会のテ
ーマと講師について検討した。
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2026.2.21（土）第9回（通算435回）
引き続き教育討論会と公開研究会につい
て、テーマと内容、講師等の検討を行っ
た。40周年記念事業についても継続して検
討を行った。

2026.3.25（水）第10回（通算436回）
『ねざす』78号の企画検討を開始した。教
育討論会・公開研究会の内容について継続
して意見交換を行った。

公開研究会
「『リモート授業をどうとらえるか』
　―『不登校生徒対象の遠隔授業による
　　　　　　単位認定』の実態から考える―」
日時：2025年７月26日（土）14:00 ～
場所：神奈川県高等学校教育会館地下会議室

とオンラインによるハイブリッド開催
報告者：渡部裕哉さん（新羽高校）　
　　　　阪本宏児さん（港北高校）
　　　　里崎志穂さん（横浜修悠館高校）
共同研究者：手島純さん
　　　　　　（星槎大学特任教授）
ファシリテータ―：原えりかさん
　　　　　　　　　（住吉高校）
参加人数：38人

教育育討論会
「『次期学習指導要領と私たち』
　―現場のリアルにどう生かせるのか―」
日時：2025年11月15日（土）14:00 ～ 
場所：神奈川県高等学校教育会館地下会議室

とオンラインによるハイブリッド開催
話者：渡部裕哉さん（新羽高校）
　　　中山拓憲さん（大和高校）

　　　澤田稔さん
　　　（上智大学総合人間科学部教授）
コーディネーター：生田幸士さん
　　　　　　　　　（藤沢清流高校）
参加人数：34人

刊行物
『ねざす』75号（2025年５月発行）
　特集　2024年教育討論会
　　　　「キャリア教育とその可能性」

『ねざす』76号（2025年11月発行）
　特集　2025年公開研究会
　　　　「リモート授業をどうとらえるか」

『研究所ニュース』98号（2025年10月発行）
　阿久澤麻理子さん（大阪公立大学教員）
　「部落差別と『土地』」

『研究所ニュース』99号（2026年３月発行）
　小ヶ谷千穂さん（フェリス女学院大学教授）
　「『排外主義』を見極めるための、
　　　　　　　　教育現場の役割とは」
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■2025年９月25日、中教審は次期学習指導要領を検討するための「論点整理」を公開しました。
今号では「次期学習指導要領と私たち ―現場のリアルにどう生かせるのか―」をテーマに特集
を組み、「論点整理」の読み込みも所員レポートとして掲載しています。ぜひ、ご一読くださ
い。2026年２月13日、文科省は「高校教育改革に関する基本方針（グランドデザイン）」を公表
しています。この基本方針についても検討していく必要があります。

■2025年11月、厚生労働省はデフレ調整とは別の方法で生活保護費を減額するという方針を決定
しました。同省は2013年から2015年にかけて生活扶助基準を段階的に引き下げ、生活保護費の
生活費部分は最大10％減額されました。この引き下げに対して全国で訴訟が起こされ、2025年
６月、最高裁は裁量の逸脱・乱用があり違法だと判断しました。前回の引き下げの背景には、
生活保護世帯へのバッシングや不正受給への過剰な反応がありました。みんなで助け合って生
きていこうとする考え方が、まず自分が生き残らなければという発想によってますます受け入
れられにくくなっているのでしょうか。今回の減額方針にかかわる国会審議を確認したいと思
います。

■2025年７月20日の参議院選挙で外国人政策に注目が集まりました。新聞やテレビ、ウェブでは
外国人に関する報道が増え、「外国人問題」が政治課題として浮上しました。2026年２月８日
の衆議院議員総選挙では排外主義的言辞が飛び交いました。進行する労働力不足への対応で外
国人を国内に受け入れながら、国として必要な統合政策を自治体任せにしていたことも事態の
根底にあるようです。外国につながる生徒の支援にあたる現場の負担は、こうした自治体任せ
が原因でもあります。次期学習指導要領は「多様性の包摂」を柱の一つに据えました。文科省
には学校現場の取り組みを支えていってほしいと思います。

■今号に先立って発行された「ニュースねざす」第99号で、フェリス女学院大学の小ヶ谷千穂さ
んが外国につながる生徒の教育について、「『排外主義』を見極めるための、教育現場の役割と
は」をテーマに問題提起をしてくれました。併せてお読みください。

■今回の衆議院選挙では、教師が生徒や保護者に学校で話せば責任を問われかねないような言葉
や虚偽情報が選挙演説で叫ばれ、ウェブにも流されていました。こうした動向は、ソーシャル
メディアを通して選挙戦を眺めている高校生たちに一定の影響をおよぼしているはずです。「先
生たちは、私たちにはほんとうのことを教えない。ほんとうのことはスマホからじゃなきゃ分
からない」と高校生が考えるようになっているのだとすれば、日々の授業や生徒との接し方に
ついても再考していかなければなりません。

■読者のページでは、総合学科高校づくりで活躍された元県立高校教員の中村裕之さんが応答し
てくれています。寄稿には、勤務校を異動することで得られる新たな体験を永井慈史さんが、
エスペラントの世界との出会いと自己の変容の歴史について北川郁子さんが執筆してくれまし
た。また、冨貴大介さんが奨学金制度についての論考の後編を、金井麻里さんは連載となるガ
ボンでの国際貢献活動の記録を寄せてくれています。「学校から・学校へ」のコーナーでは西
村竜太郎さんが綾瀬西高校の姿を一人ひとりの生徒に向き合う就職支援から伝えてくれました。
これらの論考それぞれに、執筆者の苦労、出会い、つながりが映し出されています。

■次期学習指導要領は「『主体的・対話的で深い学び』の実装」「多様性の包摂」「実現可能性の確
保」の３つの方向性を三位一体で具現化して「多様な子供たちの『深い学び』を確かなものに」
するとしています。そのことで「生涯にわたって主体的に学び続け、多様な他者と協働しなが
ら、自らの人生を舵取りすることができる民主的で持続可能な社会の創り手をみんなで育む」
ことができるというわけです。今回の『ねざす』に寄せられた文章には、他者とともに学び、
苦労をつづけながら社会を創っていこうとする営みが記されていました。次期学習指導要領が
めざすものは、すでに実践されているといってもよいのかもしれません。

井上恭宏（特別研究員）
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